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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

総括研究報告書 

 

原発事故に伴う放射線に対する健康不安に対応するための 

保健医療福祉関係職種への支援に関する研究 

 

研究代表者 欅田 尚樹 国立保健医療科学院 

研究要旨 

原発事故に伴う放射線に対する健康不安に対応するため、放射線・放射能に対する基

礎知識を有し、住民からの質問に対し対応できる人材の養成を目指し、地方公共団体等

の保健医療福祉関係者に対し、「原子力災害時の健康不安対応モデル研修」を開催し、

対応に必要な知識・技能の習得のあり方について検証した。それらの結果を踏まえ、自

治体の保健師等が放射線に対する健康不安に対応するための知識・技能を習得する際の

支援のあり方についてまとめた。 

あわせて、事故後浮き彫りとなった原子力災害時の公衆衛生上の課題、および事故を

契機として改正が進められた各種法令や地域防災計画などについても概説した。 

まずは、福島県内の実情として、放射線問題に対する対応だけで無く、生活習慣に関

与する疾患の発症予防に向けて、地域の医師会や市町村の保健担当者などと連携し、住

民と関係スタッフが一体となって一次予防への関心を底上げしていくことの重要性が指

摘された。そのような中で放射線・放射能に対する基礎知識を有し、住民からの質問に

対し対応できる人材の養成を目指すには、担当する者からの信頼を得ることは必須であ

り、人材となるべき現地の保健福祉担当者のニーズをしっかりと吸い上げ、それに応え

ることが信頼形成に繋げるために重要であることが指摘された。 

また、原発事故後の地域での保健医療福祉関係職種が関わる放射線リスク・コミュニ

ケーションの困難さを分析した結果、抽出された課題として、(1) 福島県内の保健医療

福祉関係職種自身が、放射線リスクやその対策に関して何が正しいのか困惑している。 

(2) 現場での問題解決モデルがイメージされ難い。問題解決が現場に押し付けられ、重

責となっていると認識されている。(3) それ以外の地域では、放射線防護対策の実施に

よる放射線リスクの制御の成功により、問題への関心が低下している。このことが、福

島県の復興阻害となることが懸念される、などが、あげられた。 

このような背景のもと、この事態を打開するために、リスク・コミュニケーションの

視点を取り入れた、双方向で受講者間のコミュニケーションを促進し、人々の考え方が

それぞれ異なることの再認識を起点として課題解決に取り組むアプローチを取り入れた

研修モデルを作成し、試行した。その結果、福島県内の保育士対象のモデル研修ではよ

く受け入れられ、プログラム内容が概ね支持された。研修中に抽出された福島県内の保

育士が日常業務で課題と考えていることのトップ２は，職場内での意見の違いへの対応、
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研究分担者 所属施設名 
金谷泰宏 国立保健医療科学院 
山口一郎 国立保健医療科学院 
寺田 宙 国立保健医療科学院 
志村 勉 国立保健医療科学院 
奥田博子 国立保健医療科学院 
金 吉晴  国立精神・神経医療研究センター  
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  ろの情報支援センター 
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倉橋俊至  渋谷区保健所 

宮崎 真  福島県立医科大学 
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Ａ. 研究目的 

東京電力福島第一原子力発電所事故に

より放射性物質の環境汚染が引きおこされ

た。近隣住民においては強制避難が強いら

れ不自由な生活が続くほか、汚染土壌等か

らの外部被ばく、および飲食品の放射性物

質による汚染により内部被ばくに対する対

策が進められている。具体的には飲食品の

放射性物質のモニタリングとともに、住民

の内部被ばくの評価としてホールボディー

カウンターによる体外計測やバイオロジカ

ルモニタリングが実施された（図1）。 

日本人の日常生活においては、通常図２

に示すように、自然放射性核種による内部

被ばくを含め自然放射線により年間約

2mSv、さらに病気の診断・治療などの場に

おける医療被ばくとして4mSv弱、あわせて

年間約6mSv程度の放射線被ばくが、事故前

からの日常生活においてあることが知られ

ている１）。 

福島県による県民健康管理調査によれ

ば避難を強いられた地域においても外部被

ばく線量は99％以上が10mSv以下であり、

厚生労働省による内部被ばく線量評価にお

いても平均で0.1mSv程度（図3）と避難措

置、飲食品のモニタリング対策等が有効に

機能し被ばく線量は限定された範囲にある。 

しかしながら、福島県のみならず全国に

おいても放射線に対する高い不安の声があ

る。その背景には事故当初からの情報発信

のあり方も大きな問題であったと思われる。

住民の健康不安への対策としては、行政、

専門職等からの一方的な情報の提示だけで

なく、市民、生産者等多くの関係者を交え

て双方向でコミュニケーションを図ること

が必要であり、チェルノブイリ事故におけ

る対策においても同様のことが強く示唆さ

れ、これらの問題に対する双方向の情報交

換を通した住民対応の重要性が指摘されて

いる。 

平成24年5月末には、「原子力被災者等

の健康不安対策に関するアクションプラ

ン」が計画公開された。この中でも、事故

に伴う放射線による健康影響等に関する医

師、保健師等への研修の必要性が述べられ、

環境省が統一的な基礎資料をもとに編集す

る保健医療福祉関係者用の研修教材を使用

して、住民から放射線による健康影響等に

保護者への対応であり、放射線・放射能に関するだけで無く、コミュニケーションのあ

り方が課題であった。地域活動支援でのニーズとデマンドとのギャップがあり、このう

ち、外部からの人的資源の活用を阻害する要因を解消するには、地域メディエイターの

養成と活用が考えられる。  

6



- 3 - 

 

関する相談を受けた際に適切に対応するた

めの知識や技能を習得するため、事故に伴

う放射線による健康影響等に関する研修を

行うことが述べられている。一方、厚生労

働省においても、保健医療福祉関係者に対

し、放射線による健康影響について研修の

機会を設けることとされた。 

これらを受け、原発事故に伴う放射線に

対する健康不安に対応するため放射線・放

射能に対する基礎知識を有し、住民からの

質問に対し対応できる人材の養成を目指し、

地方公共団体等の保健医療福祉関係者に対

し、「原子力災害時の健康不安対応モデル研

修」を開催し、対応に必要な知識・技能の

習得のあり方について検証した。 

 

Ｂ. 研究方法 

B.1 原発事故後の公衆衛生上の課題の整

理 

B.1.1. 原子力災害に伴う公衆衛生対応

についての課題整理 

公表資料に基づく現状分析と事故後の法

令改正や各種対応の改善点等について公衆

衛生課題を中心に抽出してまとめた。 

B.1.2. 福島県内における現状の把握と

課題の整理 

地震発生直後から主に、福島県内における

ホールボディカウンター（WBC）の計測の

現場に赴き、現地での情報共有と結果の説

明に多くの時間を割いてきた担当者として、

双方向性の情報の交換を進めた経験から現

場のまとめを実施した。 

B.1.3. 放射線災害時における保健師活

動および保健所の役割に関する研究 

原子力発電所施設事故発生時、福島県下自

治体に所属し事故後の放射線に関連する保

健活動に従事した経験のある保健師を対象

にグループインタビューを実施、および関

連する活動記録や資料を収集し、質的分析

を行った。 

保健所の役割については、各分野の現状報

告や課題分析を基に保健所の果たすべき役

割を分析検討し、専門家の助言を得て保健

所の役割としてまとめた。 

B.1,4 現場での放射線リスク・コミュニ

ケーションの困難さの分析を踏まえた保健

医療福祉関係職種の支援のあり方に関する

研究 

これまでの取り組みから、課題を抽出し、

海外の資料などを参考し、その解決策の提

示を試みた。福島県内での取り組みとして

は、本研究班が福島県子育て支援課と共に

試行した保育士対象研修と福島県保育協議

会が行った調査のデータを参照した。福島

県外での取り組みとしては、宮城県仙台市

青葉保育園における原発事故対応の経緯を

参考にした。また、解決策の提示では、福

島県伊達市が行った事業評価のための調査

のデータを参照した。 

B.2 モデル研修の実施と評価 

B.2.1.災害時の不安障害のマネジメント 

分担者の専門領域から、災害時の不安障害

についてレビューするとともに、災害時の

心のケアの課題に対して、心理的応急処置

(サイコロジカル・ファーストエイド:PFA)

などの国際的な取り組みも交えて紹介した。 

B.2.2.放射性物質の健康リスクにおける

リスクコミュニケーションに関する研究 

震災後の自験例をもとにリスクコミュニ

ケーションにおける課題を抽出するととも

に、食品衛生監視員を対象に放射性物質の

健康リスクに関する情報提供内容の明確化
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と優先度を明らかにするために、質的調査

をデルファイ法の利用により実施した。さ

らにこれらの結果を踏まえ、情報提供内容

を整理し、それがより効果的に情報提供で

きるよう、ゲーミングシュミレーションの

ひとつであるカルテットゲームを用いた教

材を開発した。 

B.2.3. モデル研修の評価 

研究班参加者の幅広い経験を班会議にお

いて共有し、保健医療福祉関係職種向けの

放射線対策研修のあり方を検討した上で、

モデルとなる研修プログラムを作成し、東

京都と福島県でモデル研修を試行した。 

それぞれの研修への参加者に、自記式の事

業評価シートへの記入を依頼し、その結果

を集計した。また、福島ではデルファイ法

を用いて、グループワークにおいて参加者

が困っていることを集約した。 

 

（倫理面での配慮） 

本調査の実施にあたっては、事前に対象

者へ文書による研究の主旨・概要について

説明文書を送付した。また調査開始時点に、

調査内容は本研究以外の目的には使用しな

いこと、調査結果の公表にあたっては個人

および所属部署等が特定されることのない

よう十分配慮すること、調査実施後の調査

協力への辞退は可能であること、本調査に

関する質問や疑問点については、随時研究

者が応じること等を伝え調査への協力を得

た。 

 

Ｃ. 研究結果 

C.1 原発事故後の公衆衛生上の課題の整

理 

C.1.1. 原子力災害に伴う公衆衛生対応

についての課題整理 

原子力災害に伴う公衆衛生対応について、

東京電力福島原子力発電所事故後の対応に、

おいて課題となった避難住民に対するスク

リーニング、安定ヨウ素剤の予防内服、災

害時要援護者の支援、放射性物質によって

汚染された遺体の扱い等の公衆衛生上の課

題について整理するとともに、事後の事故

対応規定の見直しに伴い、いかなる対応が、

保健行政に求められることになるかについ

て検討、整理を行った。 

国際放射線防護委員会（ International 

Commission on Radiological Protection、

ICRP）は、人が受ける放射線（被ばく）を

「計画被ばく状況（計画的に管理できる平

常時）」,「緊急時被ばく状況（事故や核テ

ロなどの非常事態）,「現存被ばく状況（事

故後の回復や復旧の時期等）の３つの状況

に分けて防護の基準を定めている２）。「緊

急時被ばく状況」においては、各国政府は、

年間 20〜100mSv の範囲で状況に応じて

適切に、避難を含む放射線防護措置を重点

的に実施する対象を特定する目安としての

線量水準を選択・設定し、被ばく線量を「合

理的に達成可能なかぎり低く」ALARAの原

則に従い、段階的に被ばく線量を低減・回

避することとされている（図4）。年間 20

〜100mSv の範囲のうち、どのレベルを選

択するかについては、各国や事故により被

災した現地の置かれている状況（例えば、

政府の防護措置の実施可能性や主な産業等

の地域特性など）を総合的に勘案した上で

判断することとなる。東京電力福島原子力

発電所事故においては、事故直後の1年目か

ら年間 20〜100mSv のうち最も厳しい値

に相当する年間 20mSv が避難指示の基準
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として採用された。一方で、厳しい値を選

択した場合、避難範囲は拡大するとともに、

避難者を支える後方支援も増強する必要に

迫られることとなる。なお、今回の震災を

受けて原子力災害対策の制度枠組みが図5

のように改正がはかられ、原子力災害対策

特別措置法の改定、原子力災害対策マニュ

アルの改定３）などが実施され、各自治体に

おいては、地域防災計画の改定が進められ

た。 

C.1.2. 福島県内における現状の把握と

課題の整理 

近隣住民においては強制避難が強いられ

不自由な生活が続いているが、汚染土壌等

からの外部被ばく、および飲食品の放射性

物質による汚染により内部被ばくに対する

対策が進められている。その結果、初期の

I-131の吸入による甲状腺内部被ばくと、慢

性的経口摂取のCs-134, Cs-137による内部

被ばくはいずれも、低いレベルで抑えられ

ている（図1，3）。一方で、肥満や耐糖能異

常、高脂血症、肝機能障害、高血圧などの

疾患の増加を比較的若い時期からも認め、

主として避難等に伴うライフスタイルの変

化や、子供では環境中の放射性物質による

運動不足などが影響している可能性が考え

られている。単に線量低減や環境リスクだ

けに目をつけるのではなく、社会的な面や、

心身両面から一人一人に対し、地域の保健

や医療と協力して、双方向性の長期サポー

ト体制構築することが重要となっている。 

避難者に共通しているのは、多くの方が、

自分が健康でいられるかどうかに不安を感

じつつ、セルフケアのモチベーションが上

げられないことである。加えて既存の一次

疾病予防システムや保健福祉の介入が不十

分な場合、最終的には要医療者の増加と寿

命の短縮が食い止められない可能性がある。 

当面急ぐべきは震災関連死増加の歯止め

である。長期的には、既存の様々な健康リ

スクを含め、セルフケアの推進とともに保

健対応者、医療者の連携が功を奏し、最終

的に健康的な寿命延長を達成できるか、が

大きな目標になる。 

上記を実現するためのポイントとして、 

・臨機応変な医療と保健師との時系列に沿

った連携対応 

・お互いの傾聴、リエゾンの存在、ニーズ

の拾い上げ 

・長期継続可能なシステムにするための努

力、の３点を挙げる。 

住民と関係スタッフが一体となって一次

予防への関心を底上げし、最終的には自分

達が地域医療を守る、守れる、という意識

の創出を目指している経験などを踏まえ問

題点の整理がなされた。 

C.1.3. 放射線災害時における保健師活

動および保健所の役割に関する研究 

原子力発電所施設を有する自治体におい

ても、想定外の事故に対する平常時におけ

る研修や訓練、事故対応に必要な物資等の

整備など、ソフト・ハード面ともに十分で

はなかったと認識されていた。 

事故後の放射線に関連した保健活動の実

態と課題として、放射線の影響に関連した

専門的な知識や情報収集や対応に困難性が

高かった。放射線事故対応に備え保健師に

必要な教育としては、「放射線の基本的知

識」,「住民支援活動の実際」,「関係機関連

携」,「こころのケア」,「リスクコミュニケ

ーション」,「平常時の体制整備」の必要性

が示された。さらに、このたびの事故後の
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広域避難の実態や被災県への派遣ニーズの

高さを鑑みても、今後は自治体内の原子力

発電所施設の有無に関わらず、全国の保健

師が同様の事故時に必要とされる専門性が

発揮できる能力を獲得するための教育・研

修の充実が喫緊の課題であることが示され

た。 

また、放射線災害を含む健康危機管理にお

ける保健所の役割としては、住民への直接

サービスではなく、地域の保健医療活動を

調整して必要なサービスを提供する仕組み

づくりであり、健康危機に対応する主体と

なることである。健康危機管理には多くの

課題があるが、保健所の活動では優先して

実施すべき対策の判断が重要であり、リス

クコミュニケーションの考え方に基づいて

適切に情報収集、連絡調整、広報発信する

ことが求められている。保健所の役割には、

健康危機発生時の適時適切な対策の実施の

他、健康危機の未然防止、事前準備、被害

回復もあり、平常時活動も重要であること

が示された。 

C.1,4 現場での放射線リスク・コミュニ

ケーションの困難さの分析を踏まえた保健

医療福祉関係職種の支援のあり方に関する

研究 

保健医療福祉関係職種が関わる放射線リ

スク・コミュニケーションの困難さを分析

し、抽出された課題として以下のようなも

のがあげられた。 

（１）福島県内の保健医療福祉関係職種自

身が、放射線リスクやその対策に関して何

が正しいのか困惑している。このため、彼

ら自身が、関連する事業に従事することの

困難さを感じている。 

（２）現場での問題解決モデルがイメージ

され難い。問題解決が現場に押し付けられ、

重責となっていると認識されている。 

（３）それ以外の地域では、放射線防護対

策の実施による放射線リスクの制御の成功

により、問題への関心が低下している。こ

のことが、福島県の復興阻害となることが

懸念される。 

また、課題解決の方策・求められる研修の

あり方として、以下のようにまとめられた。

１）福島県の保健医療福祉関係職種自身の

懸念を軽減させる。 

２）福島県の現場での問題解決の支援：現

場での合意形成の困難さに基づく重責感の

強さがあることから、実現可能な合意形成

のイメージを持てるようにする必要がある。

そのためには、リスク・コミュニケーショ

ン理論４）に裏打ちされたモデル的な取り組

みや海外も含めた具体的事例を共有し、現

場に負担をかけることなく、対応できるよ

うな支援が必要。地域活動支援でのニーズ

とデマンドとのギャップがあり、このうち、

外部からの人的資源の活用を阻害する要因

を解消するには、地域メディエイターの活

用が考えられる。 

３）福島県以外の保健医療福祉関係職種の

コンピテンシーの維持・向上：原発事故は、

今後も様々な社会的なインパクトを与え、

リスクの公平配分が求められることから、

研修等は福島だけに限定せず、日本全体で

認識を共有し、福島県民の混乱防止に配慮

する必要がある。 

C.2 モデル研修の実施と評価 

C.2.1.災害時の不安障害のマネジメント 

今回の震災においては、被災者を支援する

立場にある自治体職員そのものが被災者で

あるケースも多く発生した。そのような中

10



- 7 - 
 

で不安障害に対して被災住民に対応すると

ともに、自身のマネジメントの点からも以

下のようにまとめられた。 

災害時における不安は異常な状況に対す

る正常かつ一過性の反応であることが多く、

必ずしも医療の対象とはならない。不安は

不安感情、生理的反応、逸脱行動、不安に

関する悲観的思考の4要素から構成されて

いる。正常反応としての不安感情が医療の

対象とならない場合でも、生理的反応や行

動面において制御不能な症状が見られると

きには治療の対象となる。生理反応に対し

ては呼吸法などによる交感神経系の鎮静、

カフェインの過度の摂取や激しい運動の制

限が有効である。不安に対する心理教育に

よって悲観的思考を修正し、二次的な不安

を軽減することが必要である。 

さらにモデル研修においては、チェルノブ

イリにおけるメンタルヘルスの問題や心理

的応急処置に関する国際的な取り組み状況

などについて紹介された。 

C.2.2.放射性物質の健康リスクにおける

リスクコミュニケーションに関する研究 

事故後に福島県内及び地域として実施さ

れたリスクコミュニケーション事例を一部

検証し、その結果、リスクコミュニケーシ

ョンを円滑にすすめるための企画や技術を

自治体職員等が学ぶ必要があることがわか

った。原子力災害時のリスクコミュニケー

ションに関しても、東海村JCOの臨界事故

などを受け、平成14年に内閣府原子力安全

委員会でも図6のようにまとめられていた

５）が、今般の事故においてはそこで議論し

たものがほとんど機能しなかったのが現状

であった。 

また、食品衛生監視員を対象にデルファイ

法を用いた放射性物質の健康リスクに関す

る情報提供内容の明確化と優先度の検討を

行った結果、リスク概念そのものを理解す

ることが上位に抽出された。情報提供内容

は対象者のニーズにあったものにしなけれ

ばならないが、放射性物質に関するリスク

だけでなく、リスクそのものの概念などを

伝えていかなければならないことが理解さ

れた。 

C.2.3. モデル研修の評価 

リスク・コミュニケーションの視点を取り

入れた、双方向で受講者間のコミュニケー

ションを促進し、人々の考え方がそれぞれ

異なることの再認識を起点として課題解決

に取り組むアプローチを取り入れた研修モ

デルを作成し、試行した。その結果、福島

県内の保育士対象の試行研修ではよく受け

入れられ、プログラム内容が概ね支持され

た。研修中に抽出された福島県内の保育士

が日常業務で課題と考えていることのトッ

プ２は，職場内での意見の違いへの対応、

保護者への対応であり、コミュニケーショ

ンのあり方が課題であった。その一方、東

京都内での実施では、参加者が多職種で構

成されていたこともあり、参加者の関心の

違いによる評価の違いが見られたが、リス

ク・コミュニケーション的な取り組みは概

ね好評であり、このプログラムは参加者に

新しい視点を提示したことが確認された。 

 リスク・コミュニケーション的な視点を

取り入れ、これまでの災害からの地域社会

での回復過程での取り組みも参考とし、発

想を柔軟に見直すことを促す研修が有用で

あり、困難な状況でのパラダイムシフトの

導入が保健医療福祉分野での地域活動のポ

イントになると考えられた。 
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Ｄ.結論 

原子力災害対応において、福島県内にお

いては保健医療福祉職が医療･健康以外の

対応が増加し保健医療の資源を圧迫し、放

射線に依らない健康指標の悪化が示されつ

つあるなか、一次予防対策の推進が改めて

求められた。平成 25年 3月に原子力規制委

員会から「県民健康管理調査等の現状と提

」が公表され、その中でも「不安軽減の

ために放射線健康影響の知識の普及啓発が

必要」といった従来の指摘の他に「放射線

リスクのみならず二次的な健康リスクにも

考慮する必要あり」といった新たな内容を

含む提言がなされた。 

本研究班では、放射線に対する健康不安に

対応するためのモデル研修を作成し実施し

た。放射線・放射能に関する基礎知識の伝

達は今後も継続して必要であることが認め

られたが、それ以上に保健医療福祉職に対

するリスク・コミュニケーションについて、

日頃よりその概念だけで無く具体的な技術

を含め習得する必要性が示された。 

地域活動支援でのニーズとデマンドとの

ギャップがあり、このうち、外部からの人

的資源の活用を阻害する要因を解消するに

は、地域メディエイターの活用が有効と考

えられる。 

また原子力災害における公衆衛生対応に

ついては、当該災害の広域性を勘案しつつ、

平時からの人的、物的な体制の構築と、迅

速な情報把握に基づく住民避難が急務であ

り、とりわけ一連の対策を円滑に進めるた

めには、訓練等を通じた国、都道府県、市

町村の連携体制の確認と強化が求められる。 

今後長期的に向き合っていかざるを得な

い、低線量・低線量率放射線の健康リスク

に関し、健康リスク要因の一つとして、ほ

かのリスクと同様に多角的にとらえ、より

健康的な生活が営まれるように一次予防に

目を向けた保健医療対応と支援が継続かつ

着実に実施されることが望まれる。 
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分担研究報告 

 

原子力災害に伴う公衆衛生対応について 

 

研究分担者：国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 金谷泰宏 

 

 

A. 研究目的 

 1999 年に茨城県東海村で発生した JCO 臨界事故

の教訓を生かし、より有効な災害対策の策定を目的

とした原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」

という。） が、災害対策基本法および原子炉等規制

法の特別法として2000年に施行された1。原災法は、

原子力災害の特殊性に鑑み、原子炉等規制法、災害

対策基本法等で不足する部分を補い、原子力災害に

対する対策の強化を図ったもので、①初期動作の迅

速化、②国と地方自治体の連携強化、③国の緊急時

対応体制の強化、④原子力事業者の責務の明確化が

４本柱となっている１。特に、緊急時に国と地方公

共団体が緊密な連携を保ちながら対応できるよう、

現地に緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセン

ター）を設置し、原子力災害現地対策本部及び原子

力災害合同対策協議会を組織して対応することが

定められている。 

 さらに、国レベルでは、原災法及び防災基本計画

（原子力災害対策編）に定める事項等を具体化する

ことで、関係省庁が連携して一体となった防災活動

を可能とするため「原子力災害対策マニュアル」が

策定されている２。なお、平成 23 年の東京電力福島

原子力発電所事故を受けて組織された「東京電力原

子力発電所における事故調査・検証委員会」ならび

に「国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」

による指摘事項等を踏まえ、「原子力災害対策マニ

ュアル」の改訂が行われたところである。改訂の概

要としては、オフサイト対策の対応体制と業務の明

確化に向けて、政府一体となった住民避難、被ばく

医療、被災者の生活支援・帰還支援等に取組むこと

が盛り込まれるとともに、事後対策の主な業務とし

て、健康管理・除染・廃棄物対策等が、国の責務と

して明記された。 

 一方、原子力災害対策指針に基づき、原子力災害

対策重点区域を設定する都道府県及び市町村は、地

域防災計画の中で、当該区域の対象となる原子力事

業所を明確にした原子力災害対策を定めることと

されているが、内閣府・消防庁は、各自治体に対し

て地域防災計画（原子力災害対策編）作成マニュア

ルを示している 3,4。 

 本研究においては、福島第一原子力発電所事故後

において実施された公衆衛生対策とその課題につ

 1999 年に発生した JCO 臨界事故を契機に原子力災害対策措置法が、災害対策基本法及び原子炉等

規制法の特別法として 2000 年に施行されたが、東京電力福島原子力発電所事故において、同法に基づ

く体制が十分機能したとは言えない。とりわけ、今般の原子炉事故においては、避難住民に対するス

クリーニング、安定ヨウ素剤の予防内服、災害時要援護者の支援、放射性物質によって汚染された遺

体の扱い等の公衆衛生上の課題のすみやかな解決が求められた。本研究においては、福島第一原子力

発電所事故後において実施された公衆衛生対策とその課題について整理するとともに、事後の事故対

応規定の見直しに伴い、いかなる対応が、保健行政に求められることになるかについて検討を行った。
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いて整理するとともに、その後の事故対応規定の見

直しに伴い、いかなる対応が、保健行政に求められ

ることになるかについて検討を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究においては、原子炉事故発生直後からの公

衆衛生対応について時系列的に課題を整理すると

ともに、事故後に新たに示された原子力災害対策マ

ニュアル及び地域防災計画（原子力災害対応編）作

成マニュアル（県、市町村）のうち、公衆衛生対策

と関連する項目を抽出した。 

 

（倫理面への配慮） 

 今年度の研究においては人を対象とした研究は

実施していない。 

 

C. 結果 

 時系列に沿って、事故後の対応を整理した結果、

発災直後〜10 日目においては、避難指示及び情報伝

達、スクリーニング、安定ヨウ素剤の予防服用、災

害時要援護者等の支援という経過で、課題への対応

が求められた（図１）。一方、発災 20 日目に至り、 

放射性物質によって汚染された遺体の扱いに関す

る問題が提起されることとなった。 

 

C.1. 避難指示及び情報伝達 

 平成 23 年 3 月 11 日 16 時 36 分、原子力災害対策

特別措置法第 15 条 1 項 2 号の規定に該当する事象

が発生し、原子力災害の拡大の防止を図るための応

急の対策を実施する必要があると認められ、19時 3

分に同条の規定に基づき原子力緊急事態宣言が発

せられた。しかしながら、放射性物質による施設の

外部への影響は確認されていないことから、対象区

域内の居住者、滞在者については、それぞれの自宅

や現在の居場所で待機し、防災行政無線、テレビ、

ラジオ等で最新の情報を得ることとされた。21 時

23 分、福島第一原子力発電所より 3km 以内の住民に

避難が指示され、3～10ｋｍの住民には屋内退避が

指示された。3 月 12 日 5 時 44 分には福島第一原子

力発電所から 10km 以内の住民に対する避難指示が

なされた。同日 7 時 45 分、福島第二原子力発電所

から 3km 以内の住民の避難が指示され、3～10ｋｍ

の住民には屋内退避が指示された。さらに、17 時

39 分には 10km 以内の住民に対する避難が指示され

た。18 時 25 分に福島第一原子力発電所から 20km

以内の住民の避難が指示されることとなった。 

 

C.2.放射能除染スクリーニング 

 3 月 13 日 9 時 30 分、福島県知事、大熊町長、双

葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原災法に基づ

きスクリーニングが指示され、全身除染が開始され

た５。なお、現地においては、全身除染を行う場合

のスクリーニングレベルは 100,000cpm 以上とされ

た５。3月 18 日に至り、原子力発電所周辺の避難・

屋内避難圏内から他県に避難した者や避難・屋内退

避圏を通過した者に対する放射線の影響に関する

健康相談が開始された６。なお、図２のとおり、サ

ーベイランスの対象は、避難・屋内退避圏から来た

又は通過した者に限定され、それ以外については、

保健師が心のケア等を実施し、説明後帰宅すること

とされた。避難・屋内退避圏から来た又は通過した

者については、13,000cpm を除染（一番外の着衣の

脱衣及びウエットティッシュによる拭き取り）の下

限とされたが、3月 20 日には、原子力安全委員会に

-14-

20



おいて、従来の除染基準である 10,000cpm が

100,000cpm まで引き上げられた７。なお、地域での

サーベイにあたっては、検査を行う診療放射線技師

やサーベイメータの確保が急務とされた。 

 

C.3.安定ヨウ素剤の配布と内服 

 3 月 16 日 10 時 35 分、原子力災害対策現地本部長

より、「避難区域（半径 20ｋｍ）からの避難時にお

ける安定ヨウ素剤投与の指示」が、県知事及び市町

村（富岡町、双葉町、大熊町、浪江町、川内村、楢

葉町、南相馬市、田村市、葛尾村、広野町、いわき

市、飯館村）宛に発出された８。しかしながら、三

春町においても福島第一原発の爆発事故などを受

け、15 日に安定ヨウ素剤を配布した（23 三町保第

257 号）。福島県は 17 日までに、三春町に対して安

定ヨウ素剤の回収を指示したが、既に住民の一部が

内服することとなった。この事態を受けて、3月 21

日 7 時 45 分、原子力災害対策現地本部から「安定

ヨウ素剤の服用について」として、安定ヨウ素剤の

服用は、本部の指示を受け、医療関係者の立ち会い

のもとで服用するものであり、個人の判断で服用し

ない旨の指示が、県知事及び関係市町村長(富岡町、

双葉町、大熊町、浪江町、川内村、楢葉町、南相馬

市、田村市、葛尾村、広野町、いわき市、飯舘村)

宛に発出された。 

 

C.4.災害時要援護者等の支援 

 災害時要援護者等における避難の対応状況とし

て、20km 圏内の入院患者及び介護施設入居者につ

いては、避難指示の後、すみやかに搬送が終了した。

一方、20～30km 圏内の入院患者については、福島

県と協力都道府県間との受入調整に基づき、搬送手

続きを実施し、6 病院、約 700 人の搬送が 3 月 21

日まで行われることとなった 9。20～30km 圏内の介

護施設への入居者については、入院患者と同様に協

力都道府県と受入調整を行うことで、18 施設、約

980人の搬送を3月22日までに終了した9。この際、

福島県内からの患者受入れに際して、放射線の影響

を懸念して受入れを躊躇する等の指摘もあり、厚生

労働省災害対策本部より 3 月 18 日付で「福島県内

からの患者の受入れについて（事務連絡）」が発出

された 10。また、入院患者の搬送に際しては、十分

な装備がないことから、警察と自衛隊によって移送

されることとなった。 

  

C.5. 遺体の取扱い  

 福島第一原子力発電所が所在する福島県警双葉

署管内では NBC 災害対処の原則に従い、本事例では

20km 圏内避難指示区域をﾎｯﾄｿﾞｰﾝ、30km 圏をﾜｰﾑｿﾞｰ

ﾝとして、その周辺部（浪江町津島中学校）に遺体

安置所が設置された（図３）11。しかしながら、空

間線量測定の結果、空間線量屋外 16.8μSv/h, 除染

テント内 8.8μSv/h と、同遺体安置所は高線量地域

に該当することが後日判明し、同安置所は３日間で

閉鎖され、後方の相馬署管内遺体安置所へ統合され

ることとなった 11。このため、双葉署管内で収容さ

れた遺体の除染は、収容時に表面線量を計測し、水

槽で一次除染を行った後、30km 圏外へ搬出し遺体安

置所収容時に再度表面線量を計測し、水洗浄により

基準値（10,000cpm 以下）になるまで二次除染を繰

り返すという手順で行われた 11。 

 原子力災害における放射性物質汚染遺体の取扱

いについては、これまで具体的な規定はなく、「東

京電力福島第一原子力発電所災害に係る避難指示
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区域内の御遺体の取扱について（健衛発 0331 第 2

号 平成 23 年 3 月 31 日）」により、はじめて除染

の手順が示された。 

 

 

D. 考察 

 東京電力福島原子力発電所事故後の対応のうち、

主な公衆衛生上の課題について時系列に沿って整

理した。図１に示すとおり、原子力緊急事態宣言が

出された後（3 月 11 日）、スクリーニングが開始さ

れるまで 2 日を要し、安定ヨウ素剤の内服指示まで

5 日を要したことがわかる。さらに、屋内退避区域

に所在する６病院の入院患者の搬送については、事

故発生後 4 日目（３月 15 日）から開始され、完全

に搬送が終わるまでに約 7 日間を要した。一方、福

島県外に避難された者に対する健康影響調査につ

いては、発災後７日目（3 月 18 日）から開始され

るなど、所定の対策の実施に際して、相当の期間を

要したことが分かる。これらの課題の克服に向けて、

原災法に基づく原子力災害対策指針、原子力災害対

策マニュアル及び地域防災計画（原子力災害対応編）

作成マニュアルの見直しが、平成 24 年度に実施さ

れた。 

 今般の原子炉事故では、スクリーニングの対象が

大幅に想定を上回った、安定ヨウ素剤の予防服用の

時期を逸した、および、災害時要援護者とりわけ入

院患者の搬送中において死亡したことが、公衆衛生

上の大きな課題である。その主たる原因について、

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会におけ

る報告書（以下、「事故調査報告書」という。）は、

「こうした事態をもたらした要因は、広範な避難区

域設定を伴う大規模な原子力災害を想定していな

かった地方自治体及び医療機関の防災計画の不備

にあったと言わざるを得ない。」と指摘している 12。   

 今般のような事態を回避するためには、「避難

先・避難手段の確保における制度的担保」、「県地域

防災計画における大規模原子力災害の想定」が不可

欠であり、これらの指摘事項の、原災法に基づく指

針及びマニュアルへの反映が急務である。具体的に

は、表１に示すとおり、災害時要援護者対応として、

国レベルでは、規制庁が予防的措置範囲（PAZ: 

Precautionary Action Zone）に指定されている自治

体に対して事故警戒本部立ち上げの通知と併せて、

対象区域内の高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、

妊産婦その他の災害時要援護者の避難準備など、警

戒体制をとるよう要請することとされ（原子力災害

対策マニュアル）、都道府県及び市町村のレベルで

は、避難誘導、避難場所での健康状態の把握等の対

応、災害時要援護者への情報提供の実施が新たに盛

り込まれることとされた（地域防災計画（原子力災

害対策編）作成マニュアル）。一方、病院等医療機

関及び社会福祉施設の管理者は、県及び市（町村）

と連携して、原子力災害時における避難経路、誘導

責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確

保、避難時における医療の維持方法等についての避

難計画を作成することが求められることとされた。

その上で、病院等医療機関及び社会福祉施設は、原

子力災害が発生し、避難の勧告・指示等があった場

合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基

づいて、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、

迅速かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を

避難又は他の医療機関へ転院させることとなる。そ

の上で、入院患者、外来患者、見舞客等を避難させ

た場合は、県に対し速やかにその旨連絡するものと
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することとされた。また、県は、国と連携して、入

院患者の転院先となる医療機関を確保することが

求められることとされたが、これらの対応を円滑に

進める上において、平素からの病院等医療機関と市

町村及び都道府県とが連携した訓練等の実施が必

要と考えられる。 

 次に公衆衛生上の大きな課題として、安定ヨウ素

剤の予防内服があげられるが、福島第一原子力発電

所事故に際しては、配布方法、介入レベル、内服方

法において、情報の途絶にともなうヨウ素剤の内服

指示の連絡不徹底、SPEEDI による予測線量の活用、

情報共有・公開の不徹底、避難住民に対する安定ヨ

ウ素剤の有効な投与タイミング及び第一対応者に

おける内服中止の時期が大きな課題として指摘さ

れている。本件に関して、事故調査報告書は、「今

後、本事故と同等又はそれ以上の規模の原子力災害

が起こった場合、住民に対して空間線量や原子炉の

状況に応じて適時にヨウ素剤の服用指示を行うこ

とができるためには、運用上の介入レベルとしての

ヨウ素剤の服用基準を定めたり、服用指示を速やか

に住民に伝達するための市町村の対応策を整備す

る必要がある。特に甲状腺がんのリスクが高いとさ

れる小児が適切にヨウ素剤を服用できるよう体制

を整えなくてはならない。」と、現行対策の是正を

求めている。現在（平成 25 年 1月）、これらの指摘

を盛り込んだ原子力災害対策指針（改訂原案）につ

いて、パブリックコメントが求められているところ

であるが、「安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備と

して、PAZ 域内については住民等への事前配布の導

入、PAZ 域外については地方公共団体による備蓄等

を行うこと等」が明記されている。また、避難者に

対するスクリーニングによる汚染程度の把握は、緊

急被ばく医療のみならず、急性放射線障害の回避、

安定ヨウ素剤の投与指示の判断基準、汚染の拡大防

止等のためにも不可欠である。しかしながら、今般

の事故では、想定を上回る数の対象者が発生したこ

とで、十分な計測装置および計測者を確保すること

が困難であった等、スクリーニングの実施体制（場

所、値の解釈、標準化、測定者の確保等）を平時か

ら整える必要がある。今般の指針の改訂に際して、

「スクリーニングの実施体制の整備として、内部被

ばくの抑制、皮膚被ばくの低減、汚染拡大の防止等

のための避難所等における具体的な体制等」につい

て記載されている。 

 本研究においては、原子力災害に伴う公衆衛生対

応について、東京電力福島原子力発電所事故後の対

応を例に、その後の国レベルでの対処計画について

課題と対応について整理を行った。 

 

E.結論 

 原子力災害における公衆衛生対応については、当

該災害の広域性を勘案しつつ、平時からの人的、物

的な体制の構築と、迅速な情報把握に基づく住民避

難が急務であり、とりわけ一連の対策を円滑に進め

るためには、訓練等を通じた国、都道府県、市町村

の連携体制の確認と強化が求められる。 
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表
１
：
原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
地
域
防
災
計
画
（
原
子
力
災
害
対
策
編
）
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
公
衆
衛
生
対
応
に
つ
い
て

 
 

項
 

目
 

原
子

力
災

害
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

 

地
域

防
災

計
画

（
原

子
力

災
害

対
策

編
）

作
成

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

県
分

 
市

町
村

分
 

 

6 
緊

急
輸

送
 
 
放

射
線

防
護

に
係

る
対

処
 

現
地
住
民
安
全
班
及
び
医
療
班
は
、
避
難
輸
送
に
使
用
し
た

バ
ス
車
両
、
従
事
し
た
運
転
者
、
乗
車
し
た
避
難
民
等
が
避

難
指
示
の
対
象
区
域
か
ら
外
部
に
移
動
す
る
際
に
は
、
中
継

ポ
イ
ン
ト
等
に
お
い
て
自
治
体
が
行
う
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

の
支
援
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
証
明
書
を
発
行
す
る
と
と
も

に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
結
果
に
応
じ
必
要
な
除
染
の
支
援
を

行
う
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

県
は
、
原
子
力
事
業
者
と
連
携
し
、
国
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

指
定
公
共
機
関
の
支
援
の
下
、
住
民
等
が
避
難
区
域
等
か
ら
避

難
し
た
後
に
、
住
民
等
(避

難
輸
送
に
使
用
す
る
車
両
及
び
そ
の

乗
務
員
を
含
む
。
) 
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
及
び
除
染
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
誘

導
等

の
防

護
活

動
 

避
難
対
象
区
域
を
含
む
市
（
町
村
）
は
、
住
民
等
の
避
難
誘
導
に
当

た
っ
て
は
、
県
と
協
力
し
、
住
民
等
に
向
け
て
、
避
難
や
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
の
場
所
の
所
在
、
災
害
の
概
要
そ
の
他
の
避
難
に
資
す
る
情

報
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
避
難
対
象
区
域
を
含
む

市
（
町
村
）
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
、
原
子
力
災
害
現
地
対

策
本
部
等
及
び
県
に
対
し
て
も
情
報
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
7 

被
ば

く
医

療
活

動
 
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

予
防

服
用

 

官
邸
チ
ー
ム
医
療
班
は
、
官
邸
チ
ー
ム
放
射
線
班
か
ら
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
結
果
及
び
そ
の
評
価
に
関
す
る
情
報
を
入
手

し
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
予
防
服
用
に
係
る
防
護
対
策
の
指
標

を
超
え
る
放
射
性
ヨ
ウ
素
の
放
出
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
，
原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
原
災
法
第

6 
条
の

2）
を
踏
ま
え
、
該
当
す
る
地
域
に
お
い
て
安
定
ヨ

ウ
素
剤
を
服
用
す
る
べ
き
時
期
、
服
用
の
方
法
、
医
者
・
薬

剤
師
の
確
保
等
に
関
す
る
方
針
を
検
討
し
、
原
災
本
部
長
及

び
委
員
会
委
員
長
に
上
申
し
、
指
示
内
容
を
決
定
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

県
は
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
踏
ま
え
、
国
が
決
定
し
た
方

針
に
従
い
、
又
は
独
自
の
判
断
に
よ
り
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
予

防
服
用
に
係
る
防
護
対
策
の
指
標
を
超
え
る
放
射
性
ヨ
ウ
素
の

放
出
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
服
用
対
象

の
避
難
者
等
が
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
服
用
で
き
る
よ
う
、
服
用
す

る
べ
き
時
機
及
び
服
用
の
方
法
の
指
示
、
医
師
・
薬
剤
師
の
確

保
等
そ
の
他
の
必
要
な
 措

置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
誘

導
等

の
防

護
活

動
 

市
（
町
村
）
は
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
踏
ま
え
、
国
が
決
定
し

た
方
針
に
従
い
、
又
は
独
自
の
判
断
に
よ
り
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
予

防
服
用
に
係
る
防
護
対
策
の
指
標
を
超
え
る
放
射
性
ヨ
ウ
素
の
放
出

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
服
用
対
象
の
避
難
者

等
が
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
服
用
で
き
る
よ
う
、
服
用
す
る
べ
き
時
機
及

び
服
用
の
方
法
の
指
示
、
医
師
・
薬
剤
師
の
確
保
等
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
1 

情
報

収
集

・連
絡

 

規
制
庁
は
、
Ｐ
Ａ
Ｚ
に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に

対
し
、
事
故
警
戒
本
部
立
ち
上
げ
の
通
知
と
併
せ
て
、
対
象

区
域
内
の
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
外
国
人
、
乳
幼
児
、
妊
産

婦
そ
の
他
の
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
準
備
な
ど
、
警
戒
体

制
を
と
る
よ
う
要
請
す
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ａ
Ｚ
内
の
関
係
地
方

公
共
団
体
等
に
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
防
護
の

準
備
（
被
ば
く
医
療
体
制
、
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
及

び
避
難
体
制
等
に
関
す
る
準
備
）
を
要
請
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

県
は
、
市
町
村
と
連
携
し
、
国
の
協
力
を
得
て
、
避
難
誘
導
、

避
難
場
所
で
の
生
活
に
関
し
て
は
、
災
害
時
要
援
護
者
及
び
一

時
滞
在
者
が
避
難
中
に
健
康
状
態
を
悪
化
さ
せ
な
い
こ
と
等
に

十
分
配
慮
し
、
避
難
場
所
で
の
健
康
状
態
の
把
握
、
福
祉
施
設

職
員
等
の
応
援
体
制
、
応
急
仮
設
住
宅
へ
の
優
先
的
入
居
、
高

齢
者
、
障
害
者
向
け
応
急
仮
設
住
宅
の
設
置
等
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
災
害
時
要
援
護
者
に
向
け
た
情
報
の
提
供
に

つ
い
て
も
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

避
難
対
象
区
域
を
含
む
市
（
町
村
）
は
、
県
及
び
関
係
機
関
と
連
携

し
、
国
の
協
力
を
得
て
、
避
難
誘
導
、
避
難
場
所
で
の
生
活
に
関
し

て
は
、
災
害
時
要
援
護
者
及
び
一
時
滞
在
者
が
避
難
中
に
健
康
状
態

を
悪
化
さ
せ
な
い
こ
と
等
に
十
分
配
慮
し
、
避
難
場
所
で
の
健
康
状

態
の
把
握
、
福
祉
施
設
職
員
等
の
応
援
体
制
、
応
急
仮
設
住
宅
へ
の

優
先
的
入
居
、
高
齢
者
、
障
害
者
向
け
応
急
仮
設
住
宅
の
設
置
等
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
災
害
時
要
援
護
者
に
向
け
た
情
報
の

提
供
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

安 定 ヨ ウ 素 剤 の 予 防 服 用 災 害 時 要 援 護 者 対 応 ス ク リ ー ニ ン グ 
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5 

避
難

、
区

域
設

定
・管

理
 

Ｅ
Ｒ
Ｃ
チ
ー
ム
住
民
安
全
班
は
、
現
地
住
民
安
全
班
や
Ｅ
Ｒ

Ｃ
チ
ー
ム
実
動
対
処
班
を
通
じ
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の

避
難
状
況
を
確
認
し
、
避
難
状
況
を
定
期
的
に
ま
と
め
、
官

邸
チ
ー
ム
住
民
安
全
班
及
び
Ｅ
Ｒ
Ｃ
チ
ー
ム
各
機
能
班
に

共
有
す
る
。
 

な
お
、
避
難
状
況
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
災
害
時
要
援
護

者
、
病
院
、
福
祉
施
設
、
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園
等
（
以

下
「
援
護
者
等
」
と
い
う
。）

の
避
難
に
つ
い
て
十
分
な
把

握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

病
院
等
医
療
機
関
は
、
原
子
力
災
害
が
発
生
し
、
避
難
の
勧
告
・

指
示
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
機
関
ご
と
に
定
め
た

避
難
計
画
等
に
基
づ
き
、
医
師
、
看
護
師
、
職
員
の
指
示
・
引

率
の
も
と
、
迅
速
か
つ
安
全
に
、
入
院
患
者
、
外
来
患
者
、
見

舞
客
等
を
避
難
又
は
他
の
医
療
機
関
へ
転
院
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。
入
院
患
者
、
外
来
患
者
、
見
舞
客
等
を
避
難
さ
せ
た
場
合

は
、
県
に
対
し
速
や
か
に
そ
の
旨
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

県
は
、
病
院
等
医
療
機
関
の
避
難
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、

国
の
協
力
の
も
と
、
医
師
会
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
入
院

患
者
の
転
院
先
と
な
る
 医

療
機
関
を
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

県
内
の
医
療
機
関
で
は
転
院
に
対
処
で
き
な
い
場
合
は
、
関
係

周
辺
都
道
府
県
及
び
国
に
対
し
、
受
入
れ
協
力
を
要
請
す
る
も

の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

病
院
等
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
県
及
び
市
（
町
村
）
と
連
携
し
、

原
子
力
災
害
時
に
お
け
る
避
難
経
路
、
誘
導
責
任
者
、
誘
導
方
法
、

患
者
の
移
送
に
必
要
な
資
機
材
の
確
保
、
避
難
時
に
お
け
る
医
療
の

維
持
方
法
等
に
つ
い
て
の
避
難
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 病
院
等
医
療
機
関
は
、
原
子
力
災
害
が
発
生
し
、
避
難
の
勧
告
・
指

示
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
機
関
ご
と
に
定
め
た
避
難
計

画
等
に
基
づ
き
、
医
師
、
看
護
師
、
職
員
の
指
示
・
引
率
の
も
と
、

迅
速
か
つ
安
全
に
、
入
院
患
者
、
外
来
患
者
、
見
舞
客
等
を
避
難
又

は
他
の
医
療
機
関
へ
転
院
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

  

 
5 

避
難

、
区

域
設

定
・管

理
 

Ｅ
Ｒ
Ｃ
チ
ー
ム
住
民
安
全
班
は
、
現
地
住
民
安
全
班
や
Ｅ
Ｒ

Ｃ
チ
ー
ム
実
動
対
処
班
を
通
じ
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の

避
難
状
況
を
確
認
し
、
避
難
状
況
を
定
期
的
に
ま
と
め
、
官

邸
チ
ー
ム
住
民
安
全
班
及
び
Ｅ
Ｒ
Ｃ
チ
ー
ム
各
機
能
班
に

共
有
す
る
。
 

な
お
、
避
難
状
況
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
災
害
時
要
援
護

者
、
病
院
、
福
祉
施
設
、
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園
等
（
以

下
「
援
護
者
等
」
と
い
う
。）

の
避
難
に
つ
い
て
十
分
な
把

握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

原
子
力
災
害
が
発
生
し
、
避
難
の
勧
告
・
指
示
等
が
あ
っ
た
場

合
は
、
あ
ら
か
じ
め
施
設
ご
と
に
定
め
た
避
難
計
画
等
に
基
づ

き
、
職
員
の
指
示
の
も
と
、
迅
速
か
つ
安
全
に
、
入
所
者
又
は

利
用
者
を
避
難
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
入
所
者
又
は
利
用
者
を

避
難
さ
せ
た
場
合
は
、
県
に
対
し
速
や
か
に
そ
の
旨
連
絡
す
る

も
の
と
す
る
。
 

県
は
、
被
災
施
設
か
ら
の
転
所
が
県
内
の
 他

の
施
設
で
は
対
処

で
き
な
い
場
合
は
、
関
係
周
辺
都
道
府
県
及
び
国
に
対
し
、
 社

会
福
祉
施
設
等
へ
の
受
入
れ
協
力
を
要
請
す
る
等
、
避
難
先
の

調
整
の
た
め
必
 要

な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章

 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 
 

第
４
節

 
屋

内
退

避
、
避

難
収

容
等

の
防

護
活

動
 
 

社
会
福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
県
及
び
市
（
町
村
）
と
連
携
し
、
原

子
力
災
害
時
に
お
け
る
避
難
場
所
、
避
難
経
路
、
誘
導
責
任
者
、
誘

導
方
法
、
入
所
者
等
の
移
送
に
必
要
な
資
機
材
の
確
保
、
関
係
機
関

と
の
連
携
方
策
等
に
つ
い
て
の
避
難
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す

る
。
特
に
、
入
所
者
等
の
避
難
誘
導
体
制
に
配
慮
し
た
体
制
の
整
備

を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

 社
会
福
祉
施
設
は
、
原
子
力
災
害
が
発
生
し
、
避
難
の
勧
告
・
指
示

等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
施
設
ご
と
に
定
め
た
避
難
計
画

等
に
基
づ
き
、
職
員
の
指
示
の
も
と
、
迅
速
か
つ
安
全
に
、
入
所
者

又
は
利
用
者
を
避
難
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

※
 予

防
的
措
置
範
囲
（
PA
Z）
：
IA
EA

の
安
全
用
件
及
び
安
全
指
針
に
お
い
て
、
確
定
的
影
響
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
た
め
に
、
施
設
の
状
況
に
基
づ
い
て
、
放
射
性
物
質
等
の
放
出
前
も
し
く
は
放
出
直
後
に
予
防
的
緊
 

 
急
防
護
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
区
域
。
 

 

病 院 等 医 療 機 関 社 会 福 祉 施 設
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

―原発事故に伴う放射線に対する健康不安に対応するための保健医療福祉                    

関係職種への支援に関する研究（－福島県内の活動－） 

 

研究分担者 宮崎 真 福島県立医科大学放射線健康管理学講座 助手

Ａ．研究目的 

  2011年3月11日に発生した東日本大震災

は、東京電力福島第一原子力発電所（福島

第一原発）においてレベル７の原発事故が

発生し、未曾有の複合災害となった。原発

から北西方向を中心に放射性セシウムの

土壌汚染が高濃度の地域があり、空間線量

率もそれとほぼ比例する状況であった。 

ごく初期に原子力災害対策として重要

なのは吸入による内部被ばくを防止する

ことであるが、今回の事故では、初期避難

が必要でない地域でも、飲料水や食品の放

射線検査体制を早急に整えて慢性期に出

荷や摂取の規制を行うことが必要であっ

た。内部被ばく線量評価においては、緊急

から現存被ばく状況に移行する時間経過

とともに、初期の短半減期核種による内部

被ばくと、慢性期の長半減期核種による内

部被ばくに焦点を変えて考えなくてはな

らない。特に今回の事故の場合は、核種の

放出比を考えると、放射性セシウムによる

内部被ばくがどの程度になるかが、慢性期

の主たる被ばく量コントロールの鍵にな

ると考える。 

これらの現状を、主任研究者が現地行政

や保健福祉担当者などの専門職の方々と

共有するために、現状の詳細な報告と、支

援者に求められていることの現地のニー

ズの取得方法も含めて、研究分担者が行っ

てきたことを、以下に報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

  研究分担者は、地震発生直後から主に、

福島県内におけるホールボディカウンタ

ー（WBC）の計測の現場に赴き、現地での

情報共有と結果の説明に多くの時間を割

いてきた。その目的は現地説明者となった

保健福祉担当者向けに、計測における基本

的技術の理解と、その結果が示す意味を説

明することであった。ただし、単に説明す

るだけでは現地担当者との深い信頼関係

が得られないため、都度要望やニーズの吸

研究要旨 

東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性物質の環境汚染が引きおこされた。

近隣住民においては強制避難が強いられ不自由な生活が続いているが、汚染土壌等から

の外部被ばく、および飲食品の放射性物質による汚染により内部被ばくに対する対策が進

められている。その結果、初期の I-131 の吸入による甲状腺内部被ばくと、慢性的経口摂

取の Cs-134, Cs-137 による内部被ばくはいずれも、低いレベルで抑えられている。現地保

健福祉担当者に求められ説明してきた、今後の対策を含めた概況を提示する。 

また、本研究は放射線・放射能に対する基礎知識を有し、住民からの質問に対し対応で

きる人材の養成を目指すが、担当する者からの信頼を得ることは必須である。人材となるべ

き現地の保健福祉担当者のニーズをしっかりと吸い上げ、それに応えることが信頼形成に

繋げるために重要であるが、そのひとつの取り組みである「よろず健康相談」の概要と今後

の取り組みに関して述べる。 
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い上げを重視した結果、対話が非常に重要

であることが明白となった。 

その対話の内容として、双方向性の情報

交換がいかに現場と為されたかについて、

ニーズに応じ研究分担者側から提供した

 １．県民健康管理調査に関する概要 

２．初期外部被ばく線量評価、甲状腺線

量評価、および慢性期の外部被ばく線

量評価について 

３．福島県における初期および慢性期内

部被ばく検査（WBC結果を中心に）に

ついて 

をいかに説明してきたかを述べる。 

また、現場側から要望されたニーズから

見えるものとして 

４．よろず健康相談の概要から見える地

域保健衛生の状況 

を述べ、その今後の発展の可能性について

も考察にて概説する。 

 

（倫理面への配慮） 

本報告には個人情報の扱いはなく、倫理

面への配慮は必要ありません。 

 

 

Ｃ．研究結果 

   

 以下、現場と研究分担者が共有し、さ

らにそれを主任研究者に還元した内容に

ついて述べていく。 

 

１．県民健康管理調査に関する概要 

 

今回の原子力災害では、災害前よりも

放射線量が高くなる地域が出現し、健康

に影響を与える可能性のある環境リスク

の一つとして認識する必要が出てきた。

単に線量低減や環境リスクだけに目をつ

けるのではなく、社会的な面や、心身両

面から一人一人に対し、地域の保健や医

療と協力して、双方向性の長期サポート

体制構築することが重要と考える。 

このような観点より、福島県全体とし

ては県民の長期間の健康を見守るため県

民健康調査事業がスタートしている[1]。

これは、上述した初期の外部被ばく線量

を推計する基本調査に加えて、18歳以下

の子供の甲状腺検診、妊産婦調査、避難

地区の住民に対する健診やこころの健康

と生活習慣病に対する対応などが行われ

ているので紹介する。 

 

（１）小児甲状腺スクリーニングについ

て 

 

小児甲状腺がんはチェルノブイリの例

から考えると４，５年後の比較的早期よ

り発症増加が見られはじめる可能性がな

いとはいえない。前述したように放射性

ヨウ素の内部被ばくの結果からは、甲状

腺がん発症率増加は考えにくいとはいえ、

甲状腺がんのリスクを正しく評価するこ

とは、住民の心配に答える意味でも重要

である。そのため、子どもの甲状腺の超

音波検査が事故当時0-18歳、36万人を対

象に20歳まで2年に1回、その後5年に1回

超音波検査を行うことで2014年より本格

的なスクリーニング健診が開始される。

 2011年より甲状腺スクリーニングの先

行健診がスタートした。この先行健診は、

まだ放射線の影響が考えられない時期の

子供たちの甲状腺の状態を把握して、も

し何らかの影響があった場合でもその変

化を鋭敏にとらえる目的である。日本で

小児の甲状腺超音波スクリーニングを行

うことは初めてであり、様々な専門的な

観点を考慮し、日本や世界の甲状腺や超

音波の専門家からの意見を取り入れなが

ら、統一した基準で行い、診断や治療の

適応もガイドラインに従って始めた。ス

クリーニング基準としては、結節と嚢胞

に焦点をあて、結節の場合は直径が5mmよ
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り大きいもの、嚢胞の場合は直径が20mm

より大きいものを2次スクリーニングが

必要なB判定とした。複数あった場合はそ

の最大径で判断している。また嚢胞内結

節を認める場合は、嚢胞でなく結節とし

ている。サイズだけでなく、その他の所

見で必要あれば小さい結節でもB判定に

している。一方、A判定は正常範囲内だが、

結節や嚢胞の所見を認めなかったものを

A1判定、上記の基準以下の所見を認めた

ものをA2判定としてお知らせしている。

また至急2次判定が必要な方はC判定にし

ている。2013年3月現在、すでに約17万人

の先行検査が終了し、順次結果をお知ら

せしている。この一次スクリーニングで

は昨今の日常診療で用いられているよう

な精密な超音波機器を用いて行っている

こともあり、微細なコロイド嚢胞のよう

な所見がたくさん認められ、約40％前後

の方がA2判定になっている。もともと誰

にでもあるような変化であるが、所見が

あれば心配されるのは当然で、お一人お

一人の疑問に丁寧に答える分かりやすい

方法を工夫しながら取り組んでいる。A2

判定は大部分が嚢胞だが、全体の約0.5%

が小さな結節である。甲状腺の小さな結

節は縮小・消失するものも多く[2]、増大

する場合も非常にゆっくりしていること

より、それらは次回の本格健診における

スクリーニングで再検されることになる。

次にB判定は全体の約0.5%だった。B判定

の方々は2次スクリーニングを受け、採血

検査や超音波検査の再検を行い、必要が

あれば甲状腺結節の細胞診を施行し、良

性と悪性の鑑別を行う。B判定の方の大部

分は良性だが、一部に甲状腺がんを認め

る。B判定で2次検査を受けた平成23年度、

約3万6千人の先行調査中で10名の甲状腺

がんもしくは疑いの方々が発見された。

つまりスクリーニングを行うことにより、

症状の出ない時期の甲状腺がんを早期発

見することに繋がる。それらは早期治療

ができて、低侵襲の手術で行えるなどの

メリットがある。ただ腫瘍の増殖スピー

ドが遅く、予後もいい小児～若年の甲状

腺がんを非常に早期に診断することにな

るので、フォローアップのやり方が成人

や高齢者と同様でよいかを今後よく考え

てゆく必要がある。さらにスクリーニン

グをしていないときの発症率と、スクリ

ーニングを行う状況での発症率には差が

出てくるので、それをどのように補正す

べきかも重要な点である。まだまだ課題

はあるが、今後、福島県内の医療機関の

協力を得て、より充実した体制をめざし

ている。 

 

（２）健康診査、こころの健康度・生活

習慣病調査、妊産婦調査について 

 

避難地域の住民約21万人を対象に、健

康診査とこころの健康度・生活習慣病調

査が行われている。健康診査は2011年度

全体で約7万5千人が受診し、そのうち福

島医大が行った健康診査に約42,000人が

受診した。著しい異常値を認めた方には、

直接保健師が電話にて対応をしている。 

全体としては、肥満や耐糖能異常、高

脂血症、肝機能障害、高血圧などの疾患

の増加を比較的若い時期からも認め、主

として避難等に伴うライフスタイルの変

化や、子供では環境中の放射性物質によ

る運動不足などが影響している可能性が

考えられる。生活習慣に関与する疾患の

発症予防に向けて、地域の医師会や市町

村の保健担当者などと益々の連携が必要

とされている。 

2012年度は、受診機会を増やすため県

内外の指定医療1092機関に協力をお願い

し、近くの医療機関で健康診査が受けら

れるようにした。また集団健診の場所に

おいて、受診者の健康の全般的な相談が
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できるように「よろず健康相談」を83回

行った。さらに多くの方が健康相談を受

けられるような体制を地域の保健関係者

とともに整備したいと考えている。 

2011年度のこころの健康度・生活習慣

病調査は自記式調査表を郵送し、回答率

は44％にのぼった。支援が必要と判断さ

れたこころ関連の5200人、生活習慣関連

の2300人に対し、臨床心理士、保健師、

看護師らによる電話支援を行い、地域で

の支援が必要と思われる方に対しては、

地域の保健関係者や心のケアセンターの

紹介を行っている。また診療が必要と思

われる方は、福島県内の医療機関で協力

いただけるところにお願いし、登録医講

習会を受けられた医師を紹介している。

登録医は2012年には82医療機関142名に

上っている。 

福島県内で母子手帳の交付を受けられ

た妊産婦にも調査票ベースの支援を行っ

ている。2011年度は、15,954人に調査票

を送り、9266人から回答が寄せられた。

うち1,393人に支援が必要と判断し、助産

師、看護師を中心に電話や、メールで健

康相談を行った。相談内容で最も多いの

は放射線・放射能に関する質問で24％、

次に母親自身の健康のことが16％、育児

に関する悩みが11％、子供の健康に関す

ること8％、避難生活に関すること8％、

家庭生活の悩み4％であった。 

妊産婦の方々は、受診されている産科

の医師や助産師に赤ちゃんのことは相談

されているので、そこで相談しにくい内

容がこの支援では相対的に多くなると思

われる。 

 

２．初期外部被ばく線量評価、甲状腺線量

評価、および慢性期の外部被ばく線量評価

について 

 

 今回の原発事故に伴い環境中に飛散し

た放射性物質により、チェルノブイリ原発

事故後の小児甲状腺がんのような、内部被

ばく線量に比例した甲状腺がん発症率の

増大[3]といった健康リスクがあるかどう

かを我々は知る必要がある。 

事故発生後迅速に行われるべき原子力

防災対策も、大震災の被害ため混乱してい

た。しかし、多くの関係者の努力で避難や

屋内退避指示が早期になされ、また水・食

物の放射性物質の測定、その結果による出

荷制限・摂取制限が、早期より実行された。

実際に、SPEEDIの推定結果（1歳児が24時

間外にいるという保守的な推計）に基づき、

放射性ヨウ素による内部被ばく線量が100

ミリシーベルトを超える可能性が考えら

れた地域の子供たち1080名に対して、原子

力安全委員会が2011年3月下旬に行った簡

易甲状腺スクリーニングでは、持続摂取シ

ナリオで保守的に見積もって、最も高い甲

状腺の等価線量が約35ミリシーベルトで

あり、55%が検出限界以下であったと報告

されている。また弘前大学のグループが、

初期に空間線量率が高くなった地域へ避

難した住民に対し甲状腺モニターにて直

接測定したヨウ素131の甲状腺等価線量も、

成人54名中検出したのが74％で、最大が3

3ミリシーベルト、中央値が3.6ミリシーベ

ルトであった。子供も8名中6名で検出し、

最大が23ミリシーベルト、中央値が4.2ミ

リシーベルトであった[3]。 

一方、チェルノブイリ原発事故では、食

品、ミルク、飲料水などの放射線量の測定

や規制が当初極めて不十分であったため、

放射性ヨウ素で汚染した原乳の摂取など

により、ICRPやUNSCEARなどの報告によれ

ば、原発30キロメートルより避難した子供

の甲状腺等価線量は平均1800ミリシーベ

ルト、ゴメリ州全体で平均610ミリシーベ

ルト、ベラルーシ国全体で平均150ミリシ

ーベルトと報告されている[4]。これらの

内部被ばく線量推計結果から見れば、福島
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における甲状腺がんのリスクは小さいと

考えられる。 

初期の外部被ばく線量については、福島

県の県民健康管理調査における基本調査

として、問診票に行動記録を付けていただ

き、現在判明している空間線量率などのデ

ータと合わせて初期4か月間の外部被ばく

実効線量を放射線医学総合研究所のコン

ピューター解析にて推計している。2013

年2月の発表によれば、福島県の約38万7

千人の解析が終了し、その結果では2011

年3月11日から7月11日までの4か月間の推

計実効線量は、1ミリシーベルト以下が66.

3%、2ミリシーベルト以下が95.0%、3ミリ

シーベルト以下が99.3%で、最高は25ミリ

シーベルトだった。 

その後の慢性的な外部被ばく線量につ

いては市町村単位で簡易線量測定器（多く

はガラスバッチ）を用いて測定がなされて

いる。例えば、郡山市の発表によれば、中

学生以下の児童約2万数千人あまりの結果

では、2011年11月のガラスバッチ線量が1

年に換算すると年間平均0.97ミリシーベ

ルトであった。2012年11月の結果は年に換

算すると年間平均0.59ミリシーベルトと

なっており、かなり低下してきている。 

 

３．福島県における初期および慢性期内部

被ばく検査（WBC結果を中心に）について 

 

内部被ばく線量評価においては、緊急時

の短半減期核種による内部被ばくと、慢性

期の長半減期核種による内部被ばくに焦

点を変えて考えなくてはならない。今回の

事故の場合、核種の放出比を考えると、放

射性セシウムによる内部被ばくが今後ど

の程度になるかが、慢性期の主たる被ばく

量コントロールの鍵になると考える。その

ために必要な情報、コミュニケーションと

はなにか、を以下に示す。 

 

（１）福島県におけるWBC検査の現状と初

期の線量評価 

 

2013年3月現在、福島県内に体内放射能

量を実測するホールボディーカウンター

（WBC）は約50台前後存在する（筆者調べ）。

その多くはキャンベラ社製の立位・簡易型

WBCで、設置状況は違えども、ある程度の

精度を持って運用されている。わずかに椅

子型が存在するが、バックグラウンドにタ

ーゲットの核種が見える現存被ばく状況

下では立位型に比べ性能が発揮しにくい

が、関係者の努力により、現場レベルでの

全体的な精度向上と、情報共有が徐々に進

んでいる点は強調したい[5]。測定現場に

おける情報共有をさらに進めるために、福

島県立医科大学放射線健康管理学講座が

事務局を務める「第1回福島県ホールボデ

ィカウンター研究会」が2013年2月23日に

開催された。以後、継続して開催していく

予定である（第2回予定は2013年6月29日）。 

 機械の成り立ち以上に、WBCを運用して

いる主体の違いが、データ全体の俯瞰的な

評価を困難なものにしている。福島県はバ

ス搭載型WBCを8台所有し直轄で測定をし

ている他、県下市町村からの派遣要請にも

応えているが、WBCを有する市町村は現住

民の測定を別途数多く行い、さらに病院単

独や、NPO法人などが独自に測定を行って

おり、最終的にどのくらいの方がどういっ

た質の検査を受けているのか、実態の把握

が難しい。また、県民健康管理調査事業へ

のデータリンクについても、現時点では予

定されている、という段階である。 

これらデータの集積に基づく県の結果

公表[6]によれば、2011年6月～2013年2月

までの総検査人数は118,930人、うち放射

性セシウムによる預託実効線量1～2ミリ

シーベルトの方が14人、2ミリシーベルト

が10人、3ミリシーベルトが2人とされてお

り、この方々以外は1ミリシーベルト以下
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である。ただし実際のベクレル量の分布に

ついては詳細な内容が開示されていない

一方、郵送される個人結果通知には検出限

界を超えて有意に測定されたベクレル量

が数字として記載されている、という乖離

もある。 

 

（２）独自公表結果からみるWBC実測に基

づく慢性期の線量評価 

 

 前項のような状況ではあるが、独自に測

定結果を公表している機関もいくつか存

在し、我々はそれらを通して、福島県に於

ける現存被ばく状況下の内部被ばくの現

状を、概ね正確に把握出来るようになった。

南相馬市では南相馬市立総合病院でのWBC

検査の結果を、定期的にホームページにて

公表している[7]。また民間ではあるが、

公益財団法人震災復興支援放射能対策研

究所も同様の結果公表を行っている[8]。

いずれの結果も、立位・簡易型WBCの検出

限界を下回る方の割合が極めて高く、住民

の日常的な放射性セシウム摂取がごく少

ない、ということが見て取れる。また、こ

こに挙げた公表分については、前者につい

ては東京大学の坪倉ら[9]、後者は東京大

学の早野ら[10]が中心となってまとめ、英

語論文として国際的な発信もなされた。 

 早野らの報告は、 

1. 福島県の慢性期内部被ばくレベルは、

チェルノブイリ原発事故と比較する

と、土壌汚染のレベルに比して非常に

低い 

２． 特に、2012 年5 月以降に測定され

た小児においてはひとりも検出限界

を超えていない 

３．ごく少数の高齢者において体重1kg

あたり100ベクレルを超える放射性セ

シウムを保有する方がおられ、その原

因として検査を受けていない天然の

キノコやイノシシ、川魚などの食材を

日常的に、摂取していたことが考えら

れるが、これらの方々は、汚染食材の

摂取を控えることで、生物学的半減期

に沿った体内放射性セシウム量の減

少が確認されている 

４．福島県の三春町の小中学生ほぼ全員

を、時期を分けて2回測定した結果、2

回目で全員が検出限界以下になった。

これは、内部被ばくレベルの低い集団

だけが初期に検査を受けたというサ

ンプリングバイアスの可能性が低く

日常摂取が低いことがわかる 

という４点を明確に示している。この結果

は、福島県[11]や厚生労働省[12]、コープ

ふくしま[13]などが行っているマーケッ

トバスケット調査、陰膳調査などの結果と

概ね一致しており、例外的に摂取量が多い

方は極めて少ない、という現実が見えてく

る。 

 

（３）現地保健担当者が知識として必要と

したWBCの役割と被検者に伝えるべき内容 

 

 住民に提供する情報として、実測された

内部被ばく量が極めて少ないという結果

は非常に喜ばしいことだが、これが個人の

みに伝えられ、その意味がわからない、と

いう声が現場に届く。公表されるWBC結果

のフォーマットがほとんどすべて「1ミリ

シーベルト以下」であるということと、ご

くわずかな例外を除く住民のほとんどが、

毎日の食事から放射性セシウムをごく少

なくしか摂取していない、という認識の乖

離を繋ぐことができない。そのため、例え

ば自家産品や家庭菜園などの作物に関し

ても、単純に避ける傾向を止めることがで

きない。遠隔地でも流通品を避ける傾向の

経時的助長がある、という。 

 WBC検査を行っている現場側にも、この

低い内部被ばく量の結果が、生産者および

研究者による放射性セシウムの農産物へ
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の移行を防ぐ努力、農地や果樹樹皮除染の

努力、食品計測の努力、適切な摂取制限・

出荷制限の指示、消費者自らの努力、これ

らがすべて相まって計測値が低い、という

実感が得られていない。そして、その努力

の連環による結果を報道も伝えきること

ができない。これらは、今回の事故では内

部被ばくによる影響はごく少ないだろう、

という説明のみでは片付かない問題であ

り、「食」が生きると言うことに密着して

いること、明日何を食べればいいのか、と

いう切実なものと直結していることを、多

くの当事者が共有した上で、すべての対策

が防護的に成功している、という実感を共

有し、住民にそれを還元することが、2年

間で得られたデータを有効に利用する方

法ではないか、と考えている。WBC結果の

収集解析と、そこから何が言えるのかをは

っきりとわかりやすく、生活に役に立つ情

報として住民や現場に落とし込むことが、

現地では求められている。 

 

４．よろず健康相談の概要から見える地

域保健衛生の状況 

 

2012年度に入り、避難地域の保健師さん

方から、長期化する避難が、住民の健康を

現実に悪化させつつある、というお話しを

聞くことが多くなった。避難による環境の

変化、生活スタイルの変化、ストレスの増

強等により、体重の増加や運動不足が基礎

となって、いわゆる生活習慣病、生活不活

発病の顕在化が始まっていることが徐々

に知られつつある。 

この状況に医療者がどう関与できるか、

我々の結論のひとつが、現場のニーズに応

え、住民個別の悩みと健康の状況を傾聴し、

保健業務への医療側からの人的助力を試

みることであった。相談の内容は特に限定

せず、健康のこと、放射能のこと、その他

雑談などにも対応することとし、2012年5

月末、飯舘村の健康診断に併設する形で

「よろず健康相談」は始まった。その後、

いくつかの避難町村において同様の形で

健康相談が行われ、2012年度末までに健診

結果返却会などにも併設する形を取った。

各町村の保健師が抱えるニーズは、福島医

大と連携した国立病院機構災害医療セン

ターの医師が直接訪問し、リエゾンとして

細かく拾い上げていただき、それに応える

というスタイルに終始した。 

開設した健康相談ブースに来訪頂ける

のは、健診にいらした方の約1割程度であ

った。効率の悪さは当初より想定されてい

たが、よろず健康相談の主目的は個人ベー

スでの健康不安や放射線不安の内容を拝

聴することはもちろん、地域の保健師から

のニーズに応え、医療者と保健師の間に

「顔の見える信頼関係」を作ることにあり、

それは十分に達成されつつある。 

その中で、多くの方がいまだ大規模かつ

長期の避難という状況にある今、医療者と

保健福祉担当者が密接な連携を結び対処

すべき問題が見えてきている。その内容を

主に飯舘村の現状に学び、4点に絞って報

告する。 

 

[1]．高齢化の進行 

 

飯舘村は、震災前2010年11月1日時点の

人口が6,187人、そのうち老年人口（65才

以上）が1,859人で高齢化率30.0％だった

が、2013年3月1日時点では、それぞれ5,9

35人、1,836人、30.9％となっている（福

島県ホームページ「福島県の推計人口 福

島県現住人口調査月報」より）。福島県全

県でも2011年から2012年にかけて約1％の

高齢化率の上昇があるが、実際には飯舘村

のように高齢者の実数そのものが増加し

ているわけではなく、若年人口の低下が、

高齢化率の引き上げを加速している。さら

に福島第一原発から20km圏のほとりで定
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住実生活をしている地区の高齢化率は、統

計上の数字でみるよりも高まっている可

能性がある。これは、事故による影響に福

島県全体として共通する傾向とも言える。 

 

[2]．人口の分散 

 

まず、飯舘村が公表している避難の状況

（表1）によれば、仮設住宅に入居してい

る方が1,177人なのに対し、知人住宅・借

り上げ住宅の入居者数は4,909人と5倍近

くになっている。この状況は、公表されて

いるデータの中では、南相馬市と比べると

質的にも規模的にも全く異なることがわ

かる（表2）。一方、他の避難町村で細か

な避難状況の公表に辿り着くのはいまだ

難しい。 

飯舘村の場合、実際の個別訪問や健康指

導の案内など、これまで村内の活動半径内

で出来ていたことが難しくなっている。仮

設住宅では住民が集中しているため逆に

効率的、とのことであったが、広範囲に点

在する狭い借り上げ住宅では、多世代・大

家族同居だった暮らしが、世代ごとに離散

し核家族化が進んでいる。その結果、高齢

者単独居住世帯、見かけの世帯数が増える

ことで、行政や近隣、家族間等での健康見

守りの目が行き届きにくい、という状況も

生まれている。 

 

[3]．ライフスタイルの変化 

 

仮設住宅や借り上げ住宅に住むことで、

自然とのふれあい、農作業に従事すること

がほとんどなくなり、生きがいの消失を口

にする方は多かった。いくら体重が増え指

導を受けても、ただ歩くことなど我慢なら

ない、と言う人も多い。また、食材の多く

を自家産品から得ていたスタイルから、近

くのスーパーで調達をする、という変化は、

食卓の近代化・都市化をも進めている。 

村から離れて、都市圏の利便性を感じた

方も多い。もともと持病を持っている方の

通院に関しては、むしろ以前より密なケア

が為されているケースが多いようである。

ただ、新たに体調不良が出現した場合には、

馴染みのない地域で適切な医療機関を選

択しにくい、という声も聞こえてくる。 

 

[4]．コミュニティの崩壊 

 

これまで挙げた高齢化の進行、人口の減

少分散、家族の離散、生活の都市化などは、

実は日本における多くの過疎地が抱えて

きた、既存の構造的脆弱性の表出に他なら

ない。大規模避難は、その流れを急速に加

速し引き寄せた、といえる。また、震災以

前から、福島県に於ける地域医療や保健福

祉は強いものとは言えなかったことも要

因としてある。 

さらに先の見えない長期的な避難は、こ

れらの問題に加えて、疲労感の増幅と、地

域コミュニティ力の低下を招いている。コ

ミュニティの崩壊が健康面にもたらす影

響として、家族や集落の単位で見守られて

きた高齢者や、健康・不健康の境界線上に

いた方が、一線を越えていくのを阻止出来

ない状況が想定される。さらに家庭医、か

かりつけ医の固定が難しく、周囲からの継

続した注意喚起が減ることも、今後生活習

慣病の増加・進行を助長する可能性がある。 

 

 これら問題は現地保健福祉担当者と共

有され、今後の方向性を考える大きな指針

となっている。顔の見える関係性をさらに

深め、逐次対話を繰り返しながら、認識の

共有を進めている。 

 

Ｄ．考察 

 

 これまでの多くの説明、対話をもとに、

現地の保健福祉担当者に対し、研究分担
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者が行ってきたこと、そして今後行うべ

きことについて分けて考察する。 

 

１．初期（事故後1年目まで）の経時的経

緯と県民健康管理調査事業について 

 

  福島県においては、大震災と津波に続発

した福島第一原子力発電所事故による放

射性物質飛散が、当初大きな混乱をもたら

したことは事実である。その住民対応に、

放射線計測や放射線影響、リスクコミュニ

ケーションの専門家の関与が必要なのは

もちろんであったが、住民に実際に応対し、

個人計測のセッティングや、個人の放射線

被ばく不安の実際の窓口となるのは、市

町村行政の担当者であり、その多くはも

ともと保健福祉を担当していたものがほ

とんどであった。その中でも、特に保健師

や保育士の役割は大きく、低線量被ばくへ

の不安が子どもに集中する中で、個別対応

者の中心となってしまったことは、もとも

と市民の前で対面相談を職務の基本とし

ていた職種としては自然な流れであろう。 

 福島県内において、保健福祉担当者が放

射線不安に対する説明や基本的な放射能

に関する知識の伝達、今後の対応方法、リ

スクコミュニケーションの手法などにつ

いて、詳しく講義を聞きたい、というニー

ズは事故直後から強くあった。特に前記の

ような現場対応者からの要望は非常に大

きかった。しかし県内既存のリソースのみ

ではその要望に応えることは難しく、分担

研究者の見ていた範囲内でも、日本中から

そういった方が沢山福島県に入ったとは

いえない、と考える。 

 分担研究者が震災前に属していた福島

県立医科大学放射線医学講座や、震災後に

関与した緊急被ばく医療班でも、ニーズは

把握していたものの、あまりに広大な市町

村からの要望に応えることは難しく、大規

模な人的支援が入らないことも傍観する

ほかなかった。その中で、最初は基本的な

放射線知識の提供、次に環境や土壌などの

計測値に基づく現状の共有、さらにホール

ボディカウンターの結果をどう考えてい

くか、本格的に始まった県民健康管理調査

事業の説明などを、最初の1年間では保健

福祉担当者向けに講義を行うのが精一杯

であった、といえる。 

 それでも、現在に至るまでの丁寧な説明

の繰り返しは無効ではなかった。特に詳細

健康診査結果については、今後県民健康管

理調査センターと避難者を抱える13市町

村の間に協議会を設置し、保健福祉担当者

からの要望に応え、迅速な解析後のデータ

還元と、保健福祉業務現場への人的助力を

行う態勢作りが進行している。これは、顔

の見える関係性作りを行ってきた努力の

成果でもあると考えている。 

 ただ、こういった状況の改善に繋がるよ

うな動きは、あまり行政側に伝わっている

とは言いがたい。情報共有の努力は今後も

継続しなければならない。特に現実の保健

福祉業務に、いかに人的リソースが不足し

ているかという部分は欠落した視点とな

っており、関係者がリエゾンやオブザーバ

ーとして常に参加し現状を把握する枠組

みは必要と考える。 

 

２．今後、保健担当者、医療者がともに出

来ることはなにか 

 

 震災から2年目に入ってからまず飯舘村

の要望に応える形で「よろず健康相談」が

始まったが、その後避難住民を抱える町村

にその流れが拡がっていったのは、現場の

保健師からは、避難者の多くが放射線不安

以上に、今すぐの健康危機を抱えているこ

とへの不安があり、そこに医療者が関わる

ことがニーズとして求められていたから

に他ならない。 

 医療者が避難者の抱えるこれら問題に
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対し出来ることは少ない。しかし誰も経験

したことのない大規模な全町・全村避難と、

帰還の時期が見えない状況がもたらすも

のは、頭で考えるほど単純ではなく、飯舘

村の事例と他の町村では、事情もニーズも

まったく異なることも見えてきた。 

 避難者に共通しているのは、多くの方が、

自分が健康でいられるかどうかに不安を

感じつつ、セルフケアのモチベーションが

上げられないことである。加えて既存の一

次疾病予防システムや保健福祉の介入が

不十分な場合、最終的には要医療者の増加

と寿命の短縮が食い止められない可能性

がある。 

当面急ぐべきは震災関連死増加の歯止

めである。また現場においては、短期的に

は今すぐ不健康に傾く可能性の高いハイ

リスク群の拾い上げが中心となり、中期的

には要医療者の増加に対する対応が主に

なるであろう。長期的には、既存の様々な

健康リスクを含め、セルフケアの推進とと

もに保健対応者、医療者の連携が功を奏し、

最終的に健康的な寿命延長を達成できる

か、が大きな目標になる。 

上記を実現するためのポイントとして、 

・ 臨機応変な医療と保健師との時系列

に沿った連携対応 

・ お互いの傾聴、リエゾンの存在、ニー

ズの拾い上げ 

・ 長期継続可能なシステムにするため

の努力 

の３点を挙げる。 

医療と一次疾病予防との連携について、

上記３点を実現するモデルとなりうる離

島医療と地域医療における事例は大変興

味深い[15]、[16]、[17]。いずれも、住民

と関係スタッフが一体となって一次疾病

予防への関心を底上げし、最終的には自

分達が地域医療を守る、守れる、という

意識の創出を目指している。 

離島や過疎地での地域医療と、避難者

の医療で共通している問題については、

まず情報共有により、医師や看護師、保

健師や行政の福祉担当者などが個別に悩

むのではなく、お互いを支え、補完しあ

うことが重要に思う。これらの取り組み

から学ぶことは、今後の避難者へのサポ

ートの向かうべき先を示唆している。一

次疾病予防を基礎に考え、限られた人的

リソースを有効に生かし、医師・病院ス

タッフがまず保健担当者のニーズに応え、

地域の有志さらに住民自らも健康維持活

動に関与する、というビジョンが必要に

思う。 

こういった取り組みは、避難者の医療

の充実のみに限定されず、元から住む住

民のための、構造的な問題に陥っている

地域医療再生への糸口にもなるのではな

いか、とも考えている。現行の地域医療

の充実も、長期的な取り組みとして大き

な課題である。それを打開する皮切りと

して、医療と保健福祉、公衆衛生との連

携が効果的であることを、福島の地から

広く提案することも可能ではないか、と

考える。 

 

Ｅ．結論 

 

 大規模震災に続く放射線事故、広範な放

射能汚染を機に、初期から現在にかけて行

われている福島県内における医療者およ

び保健福祉担当者の対応について、研究分

担者から主任研究者に伝えたことを前半

に述べた。 

さらに、現在行われている医療者と保健

担当者間の動き、避難者を中心とした状況

を説明することで、今後向かうべき方向性

について、具体的な提案も含めて後半に述

べた。 

これら情報の共有が、今後の福島県内の

保健福祉、教育担当者などの研修に生かさ

れ、さらに地域医療と一次疾病予防への関
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心を高めるための方策に繋げるため、今後

さらに研究を重ね、発信をしていく必要が

ある。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 ありません。 

 2.  学会発表 

 ありません。 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 ありません。 

 2. 実用新案登録 

 ありません。 

 3.その他 

 ありません。 
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表 1 飯舘村民避難の現状（飯舘村ホームページより） 

2013 年 3 月 1 日現在 飯舘村調べより筆者改変 

村内居住者 

村内・自宅居住 13 人

いいたてホーム 76 人

計 89 人

村外避難者 

県内の知人宅や借上げ住宅等 4,909 人

県内の仮設住宅 1,177 人

福島県外 500 人

所在不明 2 人

計 6,588 人

 

 

表 2 南相馬市民避難の現状（南相馬市ホームページより） 

2013 年 3 月 28 日現在 南相馬市調べ 

市内居住者 

自宅居住 34,995 人

市内の知人宅や借上げ住宅等 5,470 人

市内の仮設住宅 5,612 人

計 46,077 人

市外避難者 

市外の知人宅や借上げ住宅等 17,002 人

（うち福島県外） （10,295 人）

計 17,002 人

その他 

死亡（震災以外の死亡含む） 2,270 人

転出 6,090 人

所在不明 122 人

計 8,482 人
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研究要旨 
【研究の背景・目的】災害等の健康危機管理事象発生時、効果的な地域保健活動を展開

するためには平常時から想定される事象に対する備えが必要である。しかし 2011 年 3
月に発生した東日本大震災では、戦後最大規模の被害をもたらした地震災害被害に加

え、原子力発電所施設事故による放射線の影響に対する健康不安が加わり、被災地にお

いては前例のない事象に直面し、長期にわたる保健活動が今もなお継続されている。本

研究では、原子力発電所施設事故発生後の自治体保健師による放射線に関連する支援活

動の実態を検証することにより、同様の事故発生時に求められる保健師の役割と求めら

れる役割を発揮するために必要な能力の獲得のための教育について検討することを目的

とする。 

【研究方法】1.調査対象：福島県下自治体に所属し、原子力発電所施設事故に伴う支援

活動に従事経験のある保健師 2．調査内容：1）地域保健活動拠点（保健所、市町村）に

おける保健活動の実態および課題 2）放射線に関連する事故発生時に保健師に求められ

る役割および教育 3．調査方法：1）データ収集方法：グループインタビューおよび関連

する活動記録や資料収集 2）データ分析方法：インタビューは許可を得て録音し発言内

容を逐語録におこし質的分析を行った。 
【研究結果】1.調査対象：自治体保健師 11 名（所属：県保健師 3 名、市町村保健師 8
名）、保健師従事経験年数 30.7±3.0 年 2.放射線に関連した保健活動の実態と課題：事故

発生以前の平常時、保健師の専門性に特化した知識・技術の習得機会は乏しく、事故後

は放射線の影響に関連した専門的な知識や情報収集や対応に困難性が高かった。3.放射

線事故対応に備え保健師に必要な教育：「放射線の基本的知識」,「住民支援活動の実

際」,「関係機関連携」,「こころのケア」,「リスクコミュニケーション」,「平常時の体

制整備」の必要性が示された。 
【結論】原子力発電所施設を有する自治体においても、想定外の事故に対する平常時に

おける研修や訓練、事故対応に必要な物資等の整備など、ソフト・ハード面ともに十分

ではなかったと認識されていた。このたびの事故後の広域避難の実態や被災県への派遣

ニーズの高さを鑑みても、今後は自治体内の原子力発電所施設の有無に関わらず、全国

の保健師が同様の事故時に必要とされる専門性が発揮できる能力を獲得するための教

育・研修の充実が喫緊の課題であることが示された。 

Key Words：原子力発電所施設事故、放射線、保健師、保健活動、教育 
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A.研究の背景・意義 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災は、

戦後最大規模の被害をもたらした地震災害

に加え、原子力発電所施設事故に伴う放射

線に関連する健康不安が加わり、わが国内

において前例および想定のない災害となっ

た。被災地域の自治体においては地域住民

の健康と安全を守るため、事故直後から今

なお長期にわたる保健活動が継続されてい

る。このような事故発生時、保健師は放射

線の影響を考慮した被災時保健活動の第一

線を担うが、一方で看護領域の基礎教育課

程や自治体就労後に放射線に特化した系統

立った教育訓練制度は存在しない 1）2）。ま

た、原子力発電所施設の設置県および近隣

県の自治体保健師を対象にした過去の調査
3）においても、放射線に関する研修受講経

験のある保健師の割合は低く、平常業務に

占める“マニュアル作成”や“要援護者対

策”などの災害に備えた取り組みの割合は

「5％以下」が 88.9％を占め、放射線に関

連した支援に対する備えが十分ではない実

態が先行研究において明らかになっている。

このたび発生した事故後においても、情報

が錯綜する中、専門的知識が必要とされる

実態に直面した保健師は、放射線に関連し

た教育の必要性について改めて指摘してい

る 4）～6）。また、この問題は原子力発電所

施設の設置の有無に関わらず住民の広域避

難対応の必要性から、全ての自治体保健師

に必要とされるものである。このような背

景から、今後の放射線災害発生に備え、保

健師に求められる役割および必要な能力を

獲得するための教育のあり方を検討する意

義は極めて高い。 

  

Ｂ.研究目的 

本研究は原子力発電所施設事故後、自

治体保健師による放射線に関連する活動の

実態を検証し、同様の事故発生時に求めら

れる保健師の役割の明確化を図る。また、

求められる役割を発揮するために必要な能

力を獲得するための教育のあり方について

検討することを目的とする。 

 

Ｃ.研究方法 

1. 調査対象 

2011 年 3 月に発生した原子力発電所施

設事故発生時、福島県下自治体に所属し事

故後の放射線に関連する保健活動に従事し

た経験のある保健師を対象とした。また保

健活動に関連する報告書等の資料について

もあわせて収集しデータ分析の補助として

活用した。 

 

2. 調査時期 

2013 年 1 月 

 

3. 調査方法 

1）データの収集 

原子力発電所施設事故発生時、放

射線に関連する保健活動に従事し

た経験のある保健師に対し、概ね

60 分のグループインタビューを実

施した。発言内容は許可を得て録

音し逐語録におこしデータを質的

に分析した。また、当該活動に関

連した報告書等の文献・資料から

データの補足を図った。 
2）データの分析 

得られたデータから以下の点につ

いて実態の検証、要因の考察、今

後に向けた具体的方策の提言を行

う。 

（1）原子力発電所施設事故後の地

域保健活動の実際と課題 

(2）放射線災害を想定し保健師が

獲得する必要がある知識・技術と

教育・研修のあり方 
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4. 主な調査内容 

①事故後の対応の実際 

②事故後の対応上の課題 

③事故発生に備えた提言 

④保健師に求められる放射線に関連し

た保健活動に必要な能力 

⑤求められる能力獲得のための教育 

 

（倫理面への配慮） 

本調査の実施にあたっては、事前に対

象者へ文書による研究の主旨・概要につ

いて説明文書を送付した。また調査開始

時点に、研究代表者および研究分担者か

ら、調査内容は本研究以外の目的には使

用しないこと、調査結果の公表にあたっ

ては保健師個人および所属部署等が特定

されることのないよう十分配慮すること、

調査実施後の調査協力への辞退は可能で

あること、本調査に関する質問や疑問点

については、随時研究者が応じること等

を伝え調査への協力を得た。 

 

Ｄ.研究結果 

1.調査対象者の基本属性（表 1） 

放射線に関連する支援活動に従事経験

のある保健師 11 名 

1）所属自治体 

県保健師 3 名、市町村保健師 8 名 

2）役職・職位 

副部長 2 名、課長・主幹 4 名、 

係長・室長 4 名、主任 1 名 

3）行政保健師経験年数（調査時点） 

mean±SD 30.7±3.0 年 

（range：24-34 年） 

 

2.放射線に関連する保健活動 

1）放射線に関連する保健活動の実態と課

題（表 2） 

（1）平常時（原子力施設事故発生以前） 

①マニュアル・ガイドライン等 

・「緊急医療被ばくマニュアル（県）」

や自治体の「地域防災計画」，「保健活

動マニュアル」などは整備されていた。 

・「地域防災計画」や「保健活動マニュ

アル」は、主に自然災害の発生を想定

したものであり、大規模災害や原子力

発電所施設事故は想定外であった。 

②研修・訓練 

・放射線に関連した研修（県主催，年 1

回開催）に対する保健師の関心は高い

とはいえず、被ばく事故に伴う対応に

必要な知識や技術を獲得するための保

健師に特化した系統立てた教育の機会

は存在しなかった 

・研修で行われていた模擬訓練と、今

回の事故後の実態は乖離が大きいもの

であった 

（2）事故発生後 

①支援内容 

・事故後の状況や推移などの迅速かつ

正確な情報収集が困難であった 

・放射線の影響に関する対応のための

活動体制の確立やマンパワーの確保に

苦慮した 

・放射線の影響に関する様々な対応に

必要な知識が保健師に不足していた 

・放射線に関連した対応に追われた結

果、災害時要援護者対策や避難所感

染症対策など公衆衛生対策全般への

着手が遅れた 

②支援体制 

・広域避難者の受け入れ体制整備に約 1

週間を要した。（約 2,000 人以上/日の

住民の線量測定、測定結果証明書発

行、健康相談など 24 時間対応） 

・初期の線量測定は放射線技師と保健

師の職種限定（1 チーム）であったが、

測定希望住民数が多く対応困難なた
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め職種の拡大を図り（5 チーム）対応

した 

・長期的な放射線に関する対策は、県

レベルの施策以外にも市町村自治体

独自の取り組みも実施している 

・自治体独自の放射線対策推進にあた

って、必要な専門機材や専門家など

のタイムリーな確保は困難であった 

（3）放射線に関連する情報 

①知識・情報収集 

・活動に求められる知識に関する主な

情報源は国の通知や専門家の助言で

あった 

・保健師自身も国や専門家の情報で、

適宜、必要な知識を得ながら対応を

行っていた 

・時間経過とともに二転三転する事態

や様々な専門家が示す異なる見解に

混乱が生じた 

②専門家確保と情報提供 

・放射線に関する専門アドバイザー確

保は、市町村自治体独自で行った事

例と、県へ相談し専門機関を紹介さ

れ確保に至った事例があった 

・放射線に関する専門アドバイザーは、

線量、防護、被ばくなど専門分化さ

れた領域ごとに確保を必要とし、1 自

治体あたり 4～6 名の専門家の支援を

受けている 

・地域住民を対象に専門家を招いた講

演会や相談会などを実施するが、専

門家や行政に対する不信を抱く住民

の反応は様々で対応に苦慮した 

・目に見えない放射線による長期的な

健康影響に対する不安への配慮や、

ニーズに応じた専門知識をわかりや

すく伝える困難性が高い 

（4）関係機関連携 

①医療機関 

・線量測定や除染対応等のマンパワー

不足のため地元医療機関へ協力要請

を行った。 

しかし、病院内対応優先のため行政へ

の協力は 1 日のみに限定された 

・一般医療機関従事者の中にも被ばく

に関する偏見や誤解がみられた 

②自治体間連携 

・必要な資機材や専門家など人的，物

的支援を市町村から県へ要請した 

・広域避難住民に対する情報把握や個

人情報の共有は困難であった 

 （5）その他 

・低線量被ばくの健康影響に関する住

民不安は長期にわたることが想定さ

れるため、継続的支援に果たす専門

職の役割は大きいと認識している 

・支援活動に従事した職員自身のメン

タルサポート体制の重要性 

 

2）放射線災害を想定し整備・充足すべき

点及びそのための具体的方策（表 3） 

 （1）平常時の備え 

 ・放射線に関連する活動に必要な資機材

の確保や専門家や派遣保健師等の速や

かな支援が可能となる県レベルの人

的・物的スキームの確立 

・事故後急性期の膨大なニーズ（線量

測定、証明書発行（必要性の明確化含

む））のための職種間や関係機関連携の

検討 

・全国の保健医療従事職員に対する放射

線に関連する知識・技術の強化 

（2）保健活動計画（ガイドライン等）

へ放射線災害を想定し留意すべき点 

・放射線事故時の県，保健所，市町村保

健師の役割 

・広域避難住民対応時の自治体間の連携 

・長期支援の特性と支援活動体制 
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・放射線事故対策従事職員の安全管理と

こころのケア 

・放射線に関する専門機関,各種関係機

関との連携 

 

3）放射線事故発生時に備えた保健活動に

必要な教育（表 4） 

（1）放射線に関する基本的知識 

  放射線、被ばく、防護など放射線

に関連する基本的な知識および、支

援活動従事職員の放射線管理、保健

活動体制などの理解 

（2）支援活動に関する知識・技術 

 ・放射線事故によってもたらされる

地域住民の健康や生活への影響 

・中長期的な支援に関する知識 

（3）関係機関連携 

 ・放射線対応に必要な地域内外の関

係機関や関係職種との連携 

  に関する知識 

（4）こころのケア 

 ・放射線災害におけるこころのケア 

 ・放射線災害支援従事者のこころの

ケア 

（5）リスクコミュ二ケーション 

 ・情報発信，対応のあり方 

 ・住民支援（相談・苦情対応含む）

に必要なリスクコミュ二ケーション

の方法・技術 

（6）事故に備えた平常時の活動体制整

備に関する知識 

 ・実態に即した研修や訓練の強化 

 ・市町村等の自治体単位で必要とす

る資機材や医薬品（線量測定機材、

安定ヨウ素剤など）および管理に関

する知識 

 

Ｅ.考察 

1.放射線災害時に保健師に求められる役割 

保健師は事故発生直後から情報収集，

安全確保，生活支援，健康相談，関係機関

連携などの多様な活動を継続的に実施して

いた。このような放射線に関連した地域保

健活動の国内の過去の事例は 1999 年の茨

城県東海村のウラン加工施設事業所

（JCO）における臨界事故のみである。

この事故に対応した保健師は、不安をいだ

きながらも事故後の早期から避難所等へア

ウトリーチを行い、健康管理，健康相談，

こころのケアなど住民の不安軽減を優先し

た支援を行っている 7～13）。この事故発生

から 10 年以上が経過した現在においても、

地域住民の中には目に見えない放射線によ

る健康への影響に対する不安が存在し、健

康相談などの対策が継続されている 14）。

今回の東北地域の被災地においても、放射

線の影響不安など、長期的な専門職による

支援が求められることが想定される。 

一方法整備の面では、茨城県東海村の

臨界事故を契機として、原子力規制法の改

正、原子力災害特別措置法の制定、原子力

安全委員会から“緊急被ばく医療のあり方

について”の発出などが行われ、わが国の

原子力災害対策の大きな転換点ともなった

15）。今回、事故が発生した福島県下では、

これらの法改正に則り平常時から SPEEDI

の予測に基づくオフサイトセンター設置訓

練等が行われていた。しかし、現実の事故

後は訓練で行ってきたことが活かされず、

線量の高い地域を転々とせざるを得なかっ

た自治体住民が多数存在し、想定されてい

た訓練と実態とのかい離の大きさも混乱の

一因となったことが指摘されている 16）。 

今回の事故後の支援活動に従事した保

健師は、放射線に関連する情報が錯綜する

状況下において、保健師自身も不安を抱き

ながら目の前の対応に追われていたと語ら

れた。事故発生の約 1 月後に県外から支援
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におとずれていた専門医師から「放射線は

大丈夫な範囲である」ことを聞き、その言

葉を支えに活動をした 17）とあり、住民の

不安の軽減に努めながら、その対応に従事

していた保健師自身が専門家の助言を拠り

所にしていた実態があった。 

災害・事故後の復興は被災地域住民の

安心で安全な暮らしの再開である。被災地

域においても、事故発生直後の急性期を経

て、県民健康調査，健康診査をはじめ自治

体独自に WBC 検査，積算線量計の貸与、

除染作業などの被ばく対策を推進している。

保健師はこれらの対策とともに、事故後に

再開された日々の保健事業等を通じて出会

う住民への個別対応を含め、放射線に関連

するデータのモニタリングや、専門家と住

民が直接語り合う機会を設けるなど、住民

ニーズを反映した長期的な保健活動を思考

錯誤の中ですすめている 18）。このような

事故時の住民健康相談は、住民が適切に対

応し、また健康不安を解消するためには、

国などの関係機関に加えて保健所などの地

域の公衆衛生機関による健康に関する相談

対応やリスクコミュ二ケーションが必要で

あるとされる 19）。しかし、様々な方策に

着手している県下において、事故後 2 年

が経過した現在、政府の示す安全基準以下

の線量が確認されても、低線量被ばくなど

に対する住民不安は大きく、特に子どもを

持つ保護者の不安は深刻であり、家庭内に

おいても若い世代は地域外に居住し高齢の

世帯だけが帰郷をするなど家族崩壊をもた

らしている 20）実情にある。 

放射線災害時の地域住民は、健康面の

みならず日常生活、倫理などのあらゆる面

に中長期にわたって影響を及ぼすために、

これらの様相に沿った支援方策の検討や工

夫が必要であり、住民に身近な立場で接す

る保健師は放射線に関連した専門的かつ柔

軟で丁寧な対応が求められていることが被

災地の実態に示されている。 

 

2.放射線災害時に求められる専門性を向上

させるための教育について 

放射線診療を行う病院の看護師は法律

にもとづく放射線教育を受ける機会がある

21）が、保健師や看護師の基礎教育課程で

は、有事に必要とされる知識・技術に関す

る教育の提供はなされていない 22）。この

ような実状は国内のみならず、国際的にも

同様であり放射線看護領域の学術的歴史は

浅く、看護職者は放射線に関する学問を体

系的に習得していない経緯もあり、現状で

は有事の際に放射線への対処について大き

なリスクを感じてしまうことが指摘されて

いる 23）。看護学性の放射線に対する知識

と不安に関する先行研究 24）においても、

放射線に関する知識が乏しい人ほど、不安

度の高く、放射線に関する不安を解消する

ための教育の必要性が示されている。今回

のインタビューにおいても「放射線に関連

した知識は十分ではなかった。」「保健師自

身が不安であった。」と語られた。このよ

うな経験を踏まえた保健師から、今後全国

の自治体保健師が放射線災害支援に備え必

要とされる教育として「放射線に関する基

礎知識」，「住民対応の知識・技術」，「関係

機関連携」，「こころのケア」，「リスクコミ

ュ二ケーション」が提言された。緊急被ば

く医療研修への関心を調査した先行研究
25）においても、放射線の基礎知識や、放

射線災害時のこころのケアについて学ぶ必

要性が示され、特に「保健師としての役割

が具体的にわかる内容」のニーズがあり、

このような内容を網羅した保健師の研修プ

ログラム構築が必要である。しかしこのよ

うな放射線に関する知識と技術を確実に習

得するためには、短期間の研修では不可能
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であり継続的な積み重ねが必要であること

も示唆されている 26）。 

さらに今回の事故後に広域避難がなさ

れ、被ばくに関連する相談のニーズを持つ

住民は全国各地へと避難した。このため、

被災地域住民を受け入れた自治体は、被ば

くに関する検査や相談などに応じる必要性

が生じた 27）。また事故発生後、被災地自

治体の派遣要請に基づき県外保健師が被災

地へ赴き住民の健康支援に従事した。この

ような実態から、所属する自治体内の放射

線関連施設の有無や距離に関わらず、全て

の行政保健師が放射線に関連する基本的な

知識と技術を常日頃から備える必要がある。 

このような現状に対し昨今の看護教育

界では、有事に備えた専門職教育の必要性

から、一部の大学教育機関において高度専

門職業人をめざした専門課程が開始され

「放射線看護専門看護師（仮称）」の確立

へ向けた取り組みが始められている 28）。

また、放射線看護の高度化・専門化をめざ

し学会も設立され（日本放射線看護学会）、

2012 年度に第 1 回学術集会が開催された。

より高度な専門性の発揮が求められる看護

職の資質向上と専門性の確立に向けて、教

育界においては着実な歩みが認められる。

しかし、このような教育の取り組みは一部

の大学であり、このような養成課程を経て

就労する看護職は限定的である。放射線災

害の発生の想定が困難な現状において、保

健師が常に専門性を発揮した支援が可能と

なるよう、現職者を対象とした専門性の獲

得・向上のための体系的な教育の機会が求

められている。 

さらに、大規模な事故・災害時の被災

地域の活動の推進には、保健師のみならず

様々な地域の医療・保健・福祉等の関係機

関や地域住民組織等との協力や連携が不可

欠となる。今回の災害では事故直後から約

１週間、放射線に関連した初期対応に追わ

れ、災害時要援護者対策や避難所等の感染

症対策をはじめとする災害対策全般への着

手に遅れが生じた地域が存在した。しかし、

災害時要援護者は放射線の不安の有無に関

わらず、支援の必要性が高い住民である。

そのため災害時要援護者に関わる地域の医

療・福祉関係機関の専門職（訪問看護師、

介護福祉士など）や、地域住民（民生委員、

自主防災組織員など）に対しても、平常時

に放射線に関する研修等を実施し、基本的

知識の獲得を図ることが重要である。これ

らの関係職種や住民も含めた教育の機会の

提供を図り、いざという時に多くの関係者

や住民一人ひとりが、正しい知識に基づき、

“適切に怖がり”、冷静な対処ができるこ

とをめざした地域ぐるみの取り組みが、健

康危機管理対応の第一線機関である保健所

を中心に展開されることを期待したい。 

また、このたびの放射線災害後の被災

地においては、住民の健康不安等が長期化

することが想定されるため、今後の住民の

ニーズや支援経過に応じた長期支援活動の

ための研修プログラムの提供も必要である。 

保健師が被ばくに関連する支援に今後

従事する必要性に迫られる事象発生そのも

のがないことを切に願いたい。 

しかし、まれな事象であるからこそ、

いざという時に備えるためには過去の事例

の教訓を活かした、具体的な活動のイメー

ジ化をもたらす継続的な教育の機会が必要

である。想定外、未曾有と叫ばれたこのた

びの事故後、今後も継続される長期活動の

実態を含め、被災地域の経験的知識の蓄積

と並行した継続的な学びの機会による専門

性の向上が必要である。 

 

Ｆ.結論 

1. 保健師は事故発生直後から情報収集，
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安全確保，生活支援，健康相談，関係機関

連携などの多種多様な活動を長期にわたり

継続実施していた。 

2.事故発生以前の平常時に保健師を対象に

した放射線に関連した系統立った教育の機

会は乏しく、放射線災害による地域住民支

援を想定した保健活動マニュアルはなかっ

た。 

3.放射線事故対応に備えた必要な教育内容

は、「放射線に関する基礎知識」，「住民対

応の知識・技術」，「関係機関連携」，「ここ

ろのケア」，「リスクコミュ二ケーション」

であった。 

4.放射線の影響に対する住民の健康不安は

今後も継続することが想定されるため、経

過に応じた研修プログラムの提供も必要で

ある。 

5.原子力発電所施設保有の有無に関わらず、

放射線に関する基礎的な知識を獲得する必

要性の認識と、教育機会の確立による保健

師の能力の向上を図ることが必要である。 

6.放射線に関連した対応は、事故直後から

急を要する対応を必要とされるため、平常

時から実態に即した人的・物的スキームの

確立が必要である。 

 

【謝辞】長期的支援が継続するご多忙の中、
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表 1 調査対象者の基本属性   n=11 

  全体 保健所 市町村 

  n=11 n=3 n=8 

性別     

 女性 11 3 8 

 男性 0 0 0 

役職・職位 n(%)     

 副部長 2(18.1) 2(66.7) 0 

 課長・主幹 4(36.4) 1(33.3) 3(37.5) 

 係長・室長 4(36.4) 0 4(50.0) 

 主任 1(9.1) 0 1(12.5) 

保健師従事経験年数      

 mean±SD 30.7±3.0 31±2.2 30±3.2 

 range 24-34 29-34 24-34 
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表2　放射線事故に関連した保健活動の実態と課題

項　目 実　態 課　題

Ⅰ　事故・災害発生以前の平常時の状況に関すること

・県「緊急医療被曝マニュアル」 ・「緊急医療被曝マニュアル」は平時から熟読する習慣はなかった

・県・市町村「地域防災計画」

・保健所、市町「保健活動マニュアル」

2.研修・訓練

・研修：県主催（年１回２日間）原子力施設事故による被曝模擬訓練 ・平時の放射線施設事故対応への関心は高いとはいえなかった

・研修の受講は圏域（20ＫＭ）管内職員及び圏域外希望職員

・被ばく対応のための備え ・広域避難住民対応（線量検査等）に必要な物的・人的不足

（線量測定機器類、除染対応資材、安定ヨウ素剤など） ・職員の被ばく管理のための備え不足（防護服、積算線量計等）

Ⅱ　事故・災害発生後の放射線に関連した保健活動に関すること

1.支援内容

・安全確保 ・避難所設営、避難誘導 ・放射線関連対応に追われ、一般的な災害対策への着手は遅れた

・要援護者などの受け入れ先確保の調整 ・保健師は屋内退避住民からの要請で防護服のないまま出向いた

・生活支援 ・避難生活（屋内退避等）必要物資の確保，配布や情報提供 ・屋内退避などによる物資調達困難

・市外・県外避難者の連絡調整 ・市町や県設置の避難所が混在し自治体間の役割・調整の混乱

・避難住民の情報不足による対応困難

・情報収集 ・災害被害および放射線施設事故に関連する情報収集 ・原子力施設事故の状況や推移など正確な情報入手困難

・自治体の対応方針，専門家などに対する情報収集 ・二転三転する情報の錯綜や指示変更による混乱

・健康管理 ・放射線スクリーニング ・事故直後から放射線測定、証明書発行に専従したがマンパワー

・避難、受験、病院受診目的の線量測定、結果証明書発行 　不足が続き、要援護者対策等災害支援全般への着手が遅れた

・被災者調査（巡回訪問等） ・縦割り行政による類似調査の重複調整の必要性

・県民健康調査，各種健康診査，WBC検査等への問い合わせや相談

・健康相談 ・専門相談の開設 ・低線量被ばくによる健康への影響不安

 　健康教育 ・専門家による市民や関係者対象の講座の企画と実施 　（特に乳幼児の保護者や妊産婦等の被ばくに対する健康不安）

・仮設集会所等でのサロン等対話のできる機会の設定 ・保健師自身知識不足により配慮に欠ける対応と受けとめられた

・住民メディエイタ―との協力，連携による住民相談 ・放射線の影響を考慮した外出機会の減少による活動量の低下

・職員も知識が不足し相談対応などへの不安が強かった

・こころのケア ・放射線の健康への影響不安に伴うメンタル相談 ・自主避難に苦慮する住民へ対する専門職としての対応困難

・職員自身(家族等含む)の心身の安全に対する不安

・専門家の対応や情報へ対する問い合わせやクレーム対応 ・支援に対するメディアの行政批判報道による対応職員の疲弊

・広域避難や転居の判断など多種多様な相談対応 ・専門的知識をわかりやすく伝える困難性

・安全と安心の相違，個人の価値観などへの配慮の必要性

・関係機関連携 ・支援従事職員とのミーティングの開催 ・外部支援者の増加に伴う調整困難性の増大

・在宅福祉サービス関連施設、ボランティアなどの積極的支援

・広域長期活動 ・サービスの公平性をこころがけた対応 ・自治体内外の避難住民からの様々なニーズ

・避難勧奨地区・地区外の保障格差等による地域内関係性崩壊

2.支援体制

・初動，急性期 ・事故直後から直属上司の指示に従い個別に対応を開始した ・分散配置による公衆衛生を基本とした広域保健活動推進の困難

・情報が不足した初期、上司の指示によりガウンを着用し対応した ・放射線関連従事職員の安全管理のための装備の不足

・急性期の膨大な住民ニーズに対する絶対的マンパワー不足

・指示がめまぐるしく変更することによる混乱

・線量測定（約2,000人/日・24時間）活動体制確立に約７日間要した ・職種限定による急性期放射線線量測定など困難

・有志ボランティア、地元看護職などによる柔軟な支援と連携 ・広域避難住民対応等のためのマンパワーの確保困難

・3月末以降、庁内メールによる災害対策本部など動向把握 ・被災直後は自治体災害対策本部の動向把握困難

・急性期以降 ・所属部署を越えた保健活動支援体制構築（保健師一元化）

・外部支援者の増加によるミーティングの開催（HC支援） ・外部支援者増加に伴うコーディネート業務負担

・放射線対策は県の取り組み以外にも、自治体独自で専門家等の助
言を得て低線量放射線対策を推進している

・自治体の対策方針（室内遊びの場の提供、各種機材の購入、継続
的な検診など）に対する個々の住民や議員等の意見の格差

・県立医大によるNPO法人のこころのケアシステムの開設 ・除染対応や保健事業等、他自治体との対応比較による苦情

・震災対応アウトリーチ推進事業などの活用 ・在宅福祉サービス等の減少に伴う長期的な方策検討の必要性

・自治体の地域防災計画や保健活動マニュアルは主に自然災害時
活動計画であり放射線事故の想定ではなかった

1.マニュアル・ガ
イドライン等

3.専用機材・関
連物品等準備

・リスクコミュニ
ケーション

・保健師として求められる専門知識・技術を獲得するための系統
立った教育・研修の機会は充分にはなかった

・被ばくに関する相談を不要とする市内の災害被災者と情報不明な
被ばく不安を伴う広域避難住民の同時対応の困難性

・直後の線量測定業務は放射線技師と保健師（1チーム）対応だった
が対象人数が多く従事職種の範囲を広げ体制変更し（5チーム）対応
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表2　放射線事故に関連した保健活動の実態と課題（続き）

項　目 実　態 課　題

Ⅳ　放射線事故に伴う関係機関との連携に関すること

1.関係機関

・線量測定や除染対応のため地元の病院へ協力要請を行った ・医療機関の自治体への支援は1日限定で継続支援困難

・社協ボランティアなどによる支援提供と実態の情報共有 ・一般医療機関従事者にも正しい知識に基づかない対応の存在

（線量測定未確認患者の受診拒否、放射線影響を危惧した閉院等）

2.自治体連携

・必要な資機材，専門家などの要請をHCへ行った（市町） ・必要な資機材確保，調整困難

・必要な資機材，専門家などの要請を本庁へ行った（県）

・広域避難住民の避難先自治体との情報共有 ・広域避難住民の情報共有などの困難性

Ⅴ　その他

・前例のない大規模災害・事故による住民の不安は今後も長期にわたることが想定され継続的支援に果たす専門職の役割は重要

・安全な暮らしのための体制構築（水や食品などの安全、外出・農作業など日常の暮らしへの影響のモニタリング）

・放射線に対し、住民一人ひとりが知識を得て、自ら判断し行動できるようになることを目指した継続的支援

・災害・事故により減少した在宅療養・介護などを支援する地域保健サービスの再構築

・放射線対応を含む困難事例に従事した職員自身のメンタルサポート体制の必要性
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表 3. 放射線災害の経験に基づく今後へ向けた提言 

1.平常時の備え 

  
・放射線に関連する機材の確保や専門家の速やかな派遣支援が可能となる県レ

ベルの人的・物的スキームの確立 

  
・原子力施設の有無や施設からの距離等にかかわらず、全国の保健医療従事関

係職種の放射線に関連する知識・技術強化の必要性 

    

    

2.保健活動計画（ガイドライン等）へ放射線災害の特性として考慮すべき点 

  ・放射線事故時の県・市町村保健師の役割 

  ・広域避難住民対応時の自治体間連携 

  ・長期支援の特性と支援体制 

  ・放射線事故対策従事職員の安全管理とこころのケア 

  ・専門的対応のための人員や体制整備（自治体外派遣保健師、放射線専門家等） 

  ・自治体内の災害対策本部会議への専門家の参画の位置づけ 

  ・関係機関との連携 
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表 4 放射線事故発生時の保健活動に必要な教育・研修に関する意見 

１.放射線に関する基本的知識 

  ・放射線と放射性物質（種類、単位、基準値など） 

  ・放射線被ばく 

  ・放射線の防護 

  ・放射線災害がもたらす健康への影響と対策 

  ・放射線の検査、予防内服、治療 

  ・対策従事職員の放射線管理（防護、安全） 

  ・放射線事故対応のための保健活動体制 

    

2.住民支援対応に関する知識・技術 

  ・放射線がもたらす健康課題 

  ・放射線がもたらす生活影響（水・食品安全、妊産婦・子どもの影響、ホットスポット等） 

  ・広域避難や中長期支援に対する方策 

  ・コミュニティ再建のための支援 

    

3.関係機関連携に関する知識 

  ・専門機関（専門職）確保と自治体の連携 

  ・医療機関等関係機関、関係職種との連携 

    

4.こころのケアに関する知識・技術 

  ・放射線災害におけるこころのケア 

  ・支援従事者のこころのケア 

    

5.リスクコミュニケーションに関する知識・技術 

  ・情報発信、マスメディア対応のあり方 

  ・住民支援（相談・苦情対応）の方法・技術 

  ・行政職・専門職としての対応のあり方 

    

6.平常時の体制整備に関する知識 

  ・実態（過去の事故災害時等）に即した研修・訓練の強化 

  ・地域（市町村）自治体で整備すべき資機材や医薬品とその管理 
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平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

 分担研究報告書 

 

災害時（特に放射線災害）における保健所の役割 

 

分担研究者  倉橋俊至 渋谷区保健所長 

研究要旨 

災害時(特に放射線災害)においては、保健所はその専門性を活かして積極的に役割を果た

すべきである。保健所に最も期待されている役割は、住民への直接サービスではなく、地

域の保健医療活動を調整して必要なサービスを提供する仕組みづくりであり、健康危機に

対応する主体となることである。 

健康危機管理には多くの課題があるが、保健所の活動では優先して実施すべき対策の判

断が重要であり、リスクコミュニケーションの考え方に基づいて適切に情報収集、連絡調

整、広報発信することが求められている。保健所の役割には、健康危機発生時の適時適切

な対策の実施の他、健康危機の未然防止、事前準備、被害回復もあり、平常時活動も重要

である。 

 

A．研究目的 

原発事故に伴う放射線に対する健康不

安に対応するため、保健医療関係職種の活

用と支援が重要である。特に保健所におい

ては、医師をはじめとして多数の専門職が

配置されているため、災害時の対応におい

て大変有用である。 

放射線災害においては専門家の支援等

の下に保健所がどのような役割を果たすべ

きかを検討する。 

 

B．研究方法 

福島県内の実情、災害時のメンタルサポ

ート、リスクコミュニケーション、法制度

等の各分野の専門家の班員の現状報告や課

題分析を基に保健所の果たすべき役割を分

析検討し、各分野の専門家の助言を得て保

健所の役割としてまとめる。 

 

C．研究結果 

健康危機管理とは「何らかの原因により

生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事

態に対して行われる健康被害の発生予防、

拡大防止、治療等に関する業務」をいう（図

１）。 

健康危機管理において保健所に最も期待

されている役割は、住民に対する医療・保

健の直接サービスではなく、必要な保健・

医療サービスの調整と仕組みづくりである

（図２）。具体的な業務としては、医療の確

保、現状の分析評価と原因究明、健康被害

の拡大防止等であるが、災害弱者対策や心

のケア、遺体処理やペット対策まで、多岐

にわたる分野において、災害時の住民の健

康を守って健康危機に総合的に対応する主

体となることが求められている。 

健康危機の最も有効な対策は、発生の「未

然防止」であり、対策の「事前準備」であ

る。発生した健康危機に対しては、適時適

切な「対応」をすることはもちろんである

が、住民の社会生活を以前の状況に復旧さ

せることを早期から想定する「被害の回復」

と事後評価も重要である。健康危機管理に

は時間経過をも考慮した 4 つの側面がある
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といえる（図３）。 

近年の健康危機事例を検討すると地震や

噴火といった自然災害によるもの、毒物や

感染によるもの、事故やテロ等の人為的原

因によるもの等、さまざまな分野において

多様な健康危機事例が毎年のように多発し

ている（図４）。中でも、放射能関連事故と

しては、1999 年の東海村 JOC 臨界事故、

そして 2011 年の東日本大震災の福島第一

原発事故がある。今回の原発事故は、大地

震、大津波、放射能災害という「複合健康

危機」であり、「人為的健康危機」であると

いう大きな特徴がある。 

具体的な保健所活動としては、地域の健

康危機の情報収集、状況分析、そして対策

の立案、実施、評価等の健康危機に対応す

る中核的組織として主体的に活動すること

が最も重要であることは既に論じたが、そ

の他には分野ごとに対応が定められている

主管課としての業務、関係所管や関連機関

との情報連絡・連携協力、平常時からの情

報連絡体制の整備等がある（図５）。発生時

の具体的活動についても、危機事象の発生

探知から有効な初動活動、保健所長の適時

の判断と適切な指示、多岐にわたる健康危

機対応活動の実施とその記録、そしてリス

クコミュニケーションの考え方に基づいた

住民への情報提供や災害弱者対策等、様々

な業務を実施することが求められている。 

 

D．考察 

近年の健康危機管理は、多種多様な分野

にわたる複合的事例が多発していることが

特徴である。このような健康危機に際して

は、公的な組織が責任を持って迅速的確に

対応することが必要であるが、この点で保

健所が健康危機に対応することには次の３

つの利点があると考える。 

(1)専門性：保健所には医学、薬学、化学等

の科学的知識を持つ医師、衛生監視員、保

健師等の数多くの専門職種が配属されてい

る。また、所長の下に組織的活動ができる

唯一の公的組織である。 

(2)情報：保健所も地方自治体の一部であり、

かつ全国的に国、都道府県、保健所間の情

報連絡体制が整備されている。法的問題も

含めて、行政情報、科学技術情報、地域情

報等の情報が得られ、また、発信できる。 

(3)信用：研究機関と行政機関の中間的性格

のため、行政的問題と科学技術的問題の双

方に関して、地域住民から一定の信頼が得

られている。 

したがって、災害時特に放射線災害にお

いてはこのような観点から保健所が積極的

にその役割を果たすべきである。 

保健所の活動においては、住民の側に立

った優先順位の判断が重要であり、的確な

状況判断に基づいて、医療体制を確保し、

情報提供・相談体制を整備し、必要に応じ

て自治体首長の行う住民の行動制限等を要

請する等の対策を優先して実施すべきであ

る（図６）。この際には、リスクコミュニケ

ーションの考え方に基づいて信頼を得るよ

う正確に迅速に情報を公開することが重要

であろう。 

 

E．結論 

災害時(特に放射線災害)においては、保健

所はその専門性を活かして積極的に役割を

果たすべきである。保健所の活動では、優

先して実施すべき対策の判断が重要であり、

リスクコミュニケーションの考え方に基づ

いて適切に情報収集、連絡調整、広報発信

することが求められている。保健所の役割

には、健康危機発生時の適時適切な対策の

実施の他、健康危機の未然防止、事前準備、

被害回復もあり、平常時活動も重要である。

-50-

56



図1 健康危機管理とは

• 「健康危機管理」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水そ
の他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を
脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防
止、治療等に関する業務（であって、厚生労働省の所管に属するもの）

をいう

• 「健康危険情報」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水そ
の他の何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全
に直接係わる危険情報をいう

• 「健康危機管理担当部局」とは、医政局、健康局、医薬食品
局、医薬食品局食品安全部及び労働基準局安全衛生部を
いう

平成１３年３月「厚生労働省健康危機管理基本指針」より

図2 健康危機管理における保健所の役割

• 保健所に最も期待されている役割は、住民に医療サービス
や保健サービスを直接提供することよりも、地域の医療機関
や市町村保健センター等の活動を調整して、必要なサービ
スを住民に対して提供する仕組みづくりを行い、健康危機に
対応する主体となることである。

• 具体的には、被害者の医療の確保、原因の究明、健康被害
の拡大防止に加えて、被害を受けた住民に対する健康診断
及びＰＴＳＤ対策を含めた心のケアのほかに、障害者、小児
及び高齢者といった災害弱者対策等において、主体的に役
割を果たすことが期待されている。
また、本来の健康危機管理とは異なるが、保健部門におい

ては、大規模災害時の被害者の遺体処理、被災により飼い
主を失った犬及び猫の問題まで含めて議論された
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図3 健康危機管理の４つの側面

（１）健康危機発生の未然防止
これは、管理基準の設定、監視業務等、健康危機の発生を未然に防止するための対策である。地域

の状況を十分に把握し、保健所管轄区域において発生が予想される健康被害に応じた対策を講じること
が重要である。

（２）健康危機発生時に備えた事前準備
これは、健康危機がその時々の状況によって急速な進展をみることがあることから、保健所が迅速か

つ効果的な対応を行うために、健康危機の発生に備えて事前に講じられる種々の対策である。これには、
手引書の整備、健康危機発生時を想定した組織及び体制の確保、関係機関との連携の確保、人材の確
保、訓練等による人材の資質の向上、施設、設備及び物資の確保、知見の集積等が含まれる。

（３）健康危機への対応
これは、健康危機の発生時において、人的及び物的な被害の拡大を防止するために行う業務のこと

である。具体的には、対応体制の確定、情報の収集及び管理、被害者への保健医療サービスの提供の
調整、防疫活動、住民に対する情報提供等の被害の拡大防止のための普及啓発活動等のことである。
また、被害発生地域以外からの救援を要請することも含まれる。

（４）健康危機による被害の回復
これは、健康危機による被害の発生後に、住民の混乱している社会生活を健康危機発生前の状況

に復旧させるための業務である。具体的には、飲料水、食品等の安全確認、被害者の心のケア等が含
まれる。

また、健康危機が沈静化した時点で、健康危機管理に関する事後評価を行うことも必要である。

図4 近年の健 康 危 機 事 例
１９９５年１月 阪神・淡路大震災

５月 地下鉄サリン事件
１９９６年６月 Ｏ１５７集団食中毒事件 岡山 ７月 堺市Ｏ１５７集団食中毒事件
１９９８年７月 和歌山市カレー毒物混入事件
１９９９年１月 患者取り違え手術事故 ９月 東海村ＪＣＯ臨界事故

ダイオキシン報道騒動
２０００年３月 有珠山噴火 ６月 三宅島噴火 雪印乳業食中毒事件
２００１年７月 明石歩道橋事故 ９月 国内ＢＳＥ発生

９．１１米国同時多発テロ 炭そ菌テロ
２００３年３月 外国人医師旅行後ＳＡＲＳ発症 鳥インフルエンザ発生
２００４年１月 鳥インフルエンザ 山口、京都 １０月 新潟中越地震

１１月 内視鏡手術事故 １２月 スマトラ島西方沖地震・大津波
２００５年３月 福岡県西方沖地震 ４月 ＪＲ福知山線快速電車脱線転覆事故

６月 アスベスト ８月 ハリケーン・カトリーナ ９-11月 竜巻(延岡・佐呂間)
２００６年７月 豪雨災害 諏訪市など
２００７年１月 鳥インフルエンザ 宮崎 ３月 能登半島地震

５月 麻しん流行 ７月 中越沖地震
２００８年１月 毒物混入冷凍餃子 ５月 ミヤンマーサイクロン・高潮 四川大地震
２００９年４月 豚由来の新型インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）
２０１１年３月 東日本大震災 大津波 福島第一原発事故（複合健康危機）

４月 腸管出血性大腸菌O111食中毒事件
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図5 健康危機管理・保健所活動

１．中核的組織として活動
区の健康危機管理対策の立案、実施、評価

２．分野別対応、主管課

３．関係課の情報連絡・共有、連携・協力

４．平常時の活動

健康被害未然防止、情報収集、情報提供、関係機関とのネットワーク
５．発生時の対応
ア 発生探知
イ 初動活動
ウ 保健所長の判断と指示
エ 健康危機管理活動とその記録

◆ 現地調査、専門機関、 医療機関、国・都・警察・消防等と連携

◆医療救護活動

◆情報連絡調整：対応可能医療施設、受け入れ、治療情況把握

◆庁内・関係機関連絡調整

オ 区民への適切な情報提供 ：リスクコミュニケーション

カ 災害弱者対策、被害者等の人権擁護

図6 優先して実施すべき対策

• 医療体制の確保
• 状況把握

（必要に応じて実地調査、疫学調査等を実施）
• 住民の行動制限

（制限区域の設定と学校等の休業要請）
• 重傷健康被害例の把握と対策
• 相談体制の整備
• 住民への情報提供

特に現状と対応策等の迅速な伝達
リスクコミュニケーション

• 庁内・関係機関の連絡調整
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

 

分担研究報告書 

  

現場での放射線リスク・コミュニケーションの困難さの分析を踏まえた 
保健医療福祉関係職種の支援のあり方に関する研究 

 

研究分担者 尾形由美子 青葉保育園 副園長（全国保育士会 副会長） 

研究分担者 山口一郎 国立保健医療科学院生活環境研究部 上席主任研究官 

研究要旨 

 原発事故後の地域での保健医療福祉関係職種が関わる放射線リスク・コミュニケーションの困

難さを分析し、今後、実践的に展開するために求められるパラダイムシフトの方向性を提示し、業

務上の負担を軽減するための研修のモデルを提示した。 

 【抽出された課題】 

（１）福島県内の保健医療福祉関係職種自身が、放射線リスクやその対策に関して何が正しいの

か困惑している。このため、彼ら自身が、関連する事業に従事することの困難さを感じている。 

（２）現場での問題解決モデルがイメージされ難い。問題解決が現場に押し付けられ、重責となっ

ていると認識されている。 

（３）それ以外の地域では、放射線防護対策の実施による放射線リスクの制御の成功により、問題

への関心が低下している。このことが、福島県の復興阻害となることが懸念される。 

【課題解決の方策・求められる研修のあり方】 

（１） 福島県の保健医療福祉関係職種自身の懸念を軽減させる 

・ 関係職種スタッフの疑問を引き出し、それに丁寧に対応する。このため、参加人数を制限し、

自由に意見交換・質疑応答できるようにする。また、扱う内容は、現場の問題意識に沿い、ス

タッフのメンタルヘルスにも配慮したものとし、話を伺う時間を確保し、自分自身の内面でのリ

スク・イメージの形成や各個人の意思決定の困難さの負担の軽減を目指すものとする。 

（２）福島県の現場での問題解決の支援 

・ 中長期での防護対策は、住民の価値観に基づく意志を尊重する必要があり、地域の主体性

が求められるが、このことは大きな負担をもたらす。このため、保育所管理者からは、具体的

な指示の提示を望む意見が根強い。その背景として、現場での合意形成の困難さに基づく

重責感の強さがあることから、実現可能な合意形成のイメージを持てるようにする必要があ

る。そのためには、リスク・コミュニケーション理論に裏打ちされたモデル的な取り組みや海外

も含めた具体的事例を共有し、現場に負担をかけることなく、対応できるような支援が必要。 

・ 地域活動支援でのニーズとデマンドとのギャップがあり、このうち、外部からの人的資源の活

用を阻害する要因を解消するには、地域メディエイターの活用が考えられる。また、様々な分

野の専門家の活用ではコミュニケータの支援を得ることが考えられる。 

・ リスク・コミュニケーションの取り組みは、社会のとらえ方に深く関連することから、根付かせる

ことは容易でなく時間がかかる。実践例を示しながら粘り強く取り組む必要があり、社会科学

者の関与も有用であると考えられる。 

（３）福島県以外の保健医療福祉関係職種のコンピテンシーの維持・向上 

・ 原発事故は、今後も様々な社会的なインパクトを与え、リスクの公平配分が求められることか

ら、研修等は福島だけに限定せず、日本全体で認識を共有し、福島県民の混乱防止に配慮

する必要がある。 
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Ａ．研究目的 

原発事故後の地域での保健医療福祉関係

職種が関わる放射線リスク・コミュニケーシ

ョンを実践的に展開するための手法を提示

する。 

Ｂ．研究方法 
 これまでの取り組みから、課題を抽出し、

海外の資料などを参考し、その解決策の提示

を試みた。福島県内での取り組みとしては、

本研究班が福島県子育て支援課と共に試行し

た保育士対象研修と福島県保育協議会が行っ

た調査のデータを参照した。福島県外での取

り組みとしては、宮城県仙台市青葉保育園に

おける原発事故対応の経緯を参考にした。ま

た、解決策の提示では、福島県伊達市が行っ

た事業評価のための調査のデータを参照した。 

 

C．研究結果 
 【抽出された課題】 

（１）福島県内の保健医療福祉関係職種自身

が、放射線リスクやその対策に関して何が正

しいのか困惑している。このため、保健医療

福祉関係職種自身が、リスク・コミュニケー

ションに従事することが困難だと認識されて

いる。 

（２）現場での問題解決モデルがイメージさ

れ難い。問題解決が現場に押し付けられ、重

責となっていると認識されている。福島県の

歴史的な背景や汚染の程度の違いに基づく、

各地域の違いへの配慮が外部からの支援者に

は希薄であり、また、地域で暮らしている側

が示すべき立場の微妙さが理解されがたいと

認識している。 

（３）福島県以外の地域では、放射線防護対

策の実施による放射線リスクの制御の成功に

より、問題への関心が低下している。このこ

とが、福島県の復興阻害となることが懸念さ

れる。 

【抽出された課題の背景】 

（１） 情報の信頼性への懸念・リスク・コミ

ュニケーションでの保健医療福祉関係職種の

役割認知 

（保健医療福祉関係職種自身が抱える不安と

問題の特性） 

 原発事故後のコミュニケーションの問題に

根ざすと考えられる不信感があり、関係作り

ができていないことから、保健医療福祉関係

職種自身にも、政府機関や専門家から提示さ

れるリスク評価情報への懸念がある。事故後

のコミュニケーション対応で率直さが欠けて

いたのではないかという県民の懸念に対して、

外部の支援者は向き合い、置かれた状況を理

解して関係作りを進める必要がある。 

 また、原発事故での放射線リスクが社会的

な論争となったことや科学的に考えることの

困難さにより、何が正しいリスク評価情報で

あるのか混乱がある。他の環境汚染を伴う災

害と比較すると、原子力発電の是非と言った

政治的な問題とも関連するために、被災地で

の何らかの判断が、外部の原子力発電を推進

あるいは反対する双方の勢力から、批判を受

けることがあり、そのことがコミュニケーシ

ョンの困難さをもたらしている。このような

現場が置かれている状況を理解して、支援活

動の取り組みを進める必要がある。 

（リスク認知は線量の大きさだけでは決定さ

れない） 

 東電福島原発事故は、チェルノブイリ事故

に比べると環境放出量が小さく、放射線防護

対策の質の違いにより受けた線量も小さいと

考えられるが、人々の認知は、これらのデー

タだけに依存しない。東電福島原発事故では、

複数の原子炉や使用済み燃料格納プールで

次々とトラブルが発生し、講じた対策の限界

が大きかったことに由来する技術面での不信

や発電所内に複数の原子炉があるため存在す

る核燃料の量が大きいことやこの災害をもた

らした原因が自然災害であることから、余震

時などに対する防災対策への懸念があるなど、

様々なリスク認知に影響を与える要因がある。 

（保健医療福祉関係職種分野の原子力災害へ

の備えの不十分さと災害への備えでのリス

ク・コミュニケーションの役割） 

 原発事故対策に関して、保健医療分野でも

取り組みはなされていた。例えば、原子力災
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害時の飲食物の摂取制限の指標としては原子

力安全委員会により「原子力災害時における

飲食物摂取制限に関する指標」（平成10年3
月6日）が提示されており、それに基づき、飲

食物摂取制限の暫定規制値が設定され、出荷

制限等が実施された。「原子力災害時におけ

る飲食物摂取制限に関する指標」は、チェル

ノブイリ事故のような原子力施設からの放射

性物質の大気放出が想定されており、野菜や

牛乳などの出荷制限は、その指標がそのまま

取り入れられた。東京電力福島第一原子力発

電所事故では、海洋に大量の放射性物質が放

出されると共に放射性物質を取り込みやすい

淡水魚での汚染も次第に明らかになっていっ

たが、原子力安全委員会による指標は余裕を

持った想定で設定されており、海洋汚染時の

対応に関しても留意事項が明記されており、

魚介類の汚染が明らかになった後は、それに

従った対応がなされた。 
しかし、全体としてみると、過酷事故を見

越した対応としては限界があった。例えば、

原子力災害時に飲食物摂取制限が必要となる

事態を想定し、平成12年度厚生科学研究費補

助金特別研究事業(H12-特別-047)「原子力施

設の事故等緊急時における食品中の放射能の

測定と安全性評価に関する研究」(主任研究

者:出雲義郎)報告書に基づいた「緊急時にお

ける食品の放射能測定マニュアル」（平成14
年3月）が厚生労働省より示されており、食品

のモニタリング法やモニタリング結果による

線量評価が示されているが、多数の測定が必

要になることを想定したロジスティックへの

配慮が十分ではなかった。地方衛生研究所は、

以前より、文部科学省の事業である環境放射

能水準調査で環境放射能測定を継続して行っ

ており、環境放射能調査研究成果発表会や地

方衛生研究所全国協議会研究会を通じて、本

院や周辺自治体の地方衛生研究所と日頃から

関係を築いていたことが、緊急時の対応に役

だったと考えられるが、水道関係では、測定

マニュアルはあったものの、放射能測定に関

してリソースが圧倒的に不足しただけでなく、

給水などの支援に入るべき側が放射線への不

安を感じ、それと葛藤する事態となった。こ

のことがもたらした福島県民の困窮も踏まえ

て対応することが求められる。 
また、人でのサーベイに関しては、マニュ

アルが整備されていたものの、その意味する

ところが研修で参加者に伝わっておらず、サ

ーベイ結果が何を示しているのが、そのリス

クの程度がどの程度であるのか、現場が理解

できない状況に陥った。ある手法がどのよう

なリスクを制御しようとしているか、また、

それがどのような基本原理に基づくかを理解

することが混乱回避にどの程度役立つか、ま

た、このような教育的な介入アプローチがど

こまで現実的かは、試行しつつ確認するほか

はないであろう。 
いずれにしても、これらは過酷事故の備え

に帰着するが、原子力災害時の食品・水の放

射能汚染に対する事前の備えとして、英国健

康保護庁（HPA）放射線・化学物質・環境セ

ンター（Center for Radiation，Chemical and 
Environmental Hazards）の放射線防護部門

では、1997-2000年にUK Agriculture and 
Food Countermeasures Working Groupを
設置し、UK Nuclear Recovery Planning 
Groupの活動の一環として、多機関による

communications workshopを実施している

1,2,3,4,5。ここでのシナリオは東電福島原発事

                                                  
1http://www.decc.gov.uk/assets/decc/what%20we%
20do/uk%20energy%20supply/energy%20mix/nucl
ear/issues/emergency_plan/neplg/1_201001181602
03_e_@@_neplgrecoverysgmeetingnov09.pdf 
2 Nisbet A, Howard B, Beresford N, Voigt G. 
Workshop to extend the involvement of 
stakeholders in decisions on restoration 
management. J Environ Radioact. 
2005;83(3):259-61. 
3 Nisbet AF, Mercer JA, Rantavaara A, Hanninen 
R, Vandecasteele C, Carlé B, Hardeman F, 
Ioannides KG, Papachristodoulou C, Tzialla C, 
Ollagnon H, Jullien T, Pupin V. Achievements, 
difficulties and future challenges for the 
FARMING network. J Environ Radioact. 
2005;83(3):263-74.  
4 Nisbet AF, Mercer JA, Rantavaara A, Hanninen 
R, Vandecasteele C, Hardeman F, Ioannides KG, 
Tzialla C, Ollagnon H, Pupin V, Jullien T. 
Variation in stakeholder opinion on 
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故よりも小さい事故の想定ではあったが、関

係者巻き込みにより検討したことで、検討の

現実性が増していると考えられる。事実、こ

の検討過程で想定された事態は東電福島原発

事故で顕在化している。このことから、事前

の準備においても関係者巻き込みが有用であ

ることが示唆される。このプロジェクトは、

チェルノブイリ事故を意識して立ち上げられ

たものであり、農地土壌を汚染するような放

射性物質の環境放出を想定しているが、具体

的に対応を考える上で、対応能力、費用、放

射線学的あるいは環境面でのインパクト、対

処法実施の受け入れやすさを考慮する必要が

あり、これらは、幅広い分野の専門家の意見

を集約する必要があると考えられるものの、

専門家の意見集約が難しかったことを経験し、

それを乗り越えるための方策として試みられ

たものである。既存の対応の困難さを認識し、

それをどう克服するかを考えられるかどうか

もポイントになるように思われる。これまで

の方法の限界を知り、改善策を講じるように

取り組めることの支援も必要かもしれない。 

（安全基準や安全目標とは何か？） 
 規制値設定に関するより根源的な課題と

しては、緊急時や現存被ばく状況での段階的

な目標レベルの設定の意味合いや、そもそも、

「安全基準」とは何かの理解を巡った混乱が

今なお続いていることがあげられる。「安全

基準」が客観的あるいは科学的に定義できる

と思い込むと、平時の計画被ばく状況を想定

した放射線安全規制での指標と緊急時や現

存被ばく状況での指標の乖離は、受け入れが

たいものになるだろう。しかし、現実を考え

ると、状況に応じた最適な規制を求めざるを

得ない。こう考えると、最適な解はトレード

オフ分析により得ることになり、価値観を客

                                                                        
countermeasures across Europe. J Environ 
Radioact. 2005;83(3):371-81.  
5 Alexander C, Burt R, Nisbet AF. Stakeholder 
involvement facilitates decision making for UK 
nuclear accident recovery. J Environ Radioact. 
2005;83(3):297-303. 

 

観的に評価できると、最適解が得られること

になる。 
ところが、それぞれの内面に持つ価値観は

他人では評価が困難なので限界がある。 
また、食品で考えると、最適な放射能濃度が

あるということになる。このアイデアが受け

入れられることには、困難が伴うだろう。結

果として、国の基準が住民に受け入れられて

いない場合、すなわち、流通品を無条件に給

食に使うことに合意が得られていない場合

（学校給食での地元産のコメの利用に関し

て、平成24年度末でも、まだ何らかの制限を

設けている自治体が福島県内には複数ある）

に、保育所現場での食材選択を巡ってどうす

ればよいのかの答えが得ることが困難にな

る。安全とは、リスクが受け入れられる程度

であることであり（ISO）、受け入れられるリ

スクの大きさにより決定される。ここで、受

け入れられるリスクの大きさはリスク認知

に依存するので、前述したように価値観を考

慮する必要があるが、これを客観的に行うこ

とには限界がある。 
また、価値観を考慮したリスク認知が何ら

かの方法で客観的に示されとしても、トレー

ドオフ分析でも用いられる費用便益分析は、

補償原理に基づき、効率性のみを追求してい

る。費用便益分析は複数のオプションを現場

で比較する際に有力な手段となり得るので、

より活用が望まれるものの、分配の公平性が

損なわれる場合には、費用便益分析に基づく

最適解は社会全体では最適化されていても

公平性の観点では、正義が実現されないこと

から、正しい答えかどうかが疑問視されるこ

とになり、結局、最後は公衆衛生倫理問題に

行き着く。いずれにしても、リスク分配の公

平性を考えると、どのような問題も、それが

影響を受けた地域・時代にとどまらないこと

を意味する。 
 これらは結果として、何が正しいかの確信

を弱めるように働きうるだろう。 
 
（２）問題解決が現場に押し付けられている

という不満を払拭し、実現可能で有効な対策
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が現場の負担を増やすことなく現場で講じ

られるというマインドを研修で醸成できる

か？ 
（これまでの成果を正当に評価すること） 
 現場での地道な努力は住民の放射線線量

の制御では着実な効果を生んでいる。このこ

とは誇るべきことであり、これまで講じた対

策の問題点や限界のみに着目せず、達成した

ことを前向きに捉えることが有益だとも考

えられるが、そのことを改めて捉え直す場面

が不足しているのかもしれない。 
（問題解決に向けたイメージの共有） 
 また、自信を取り戻すだけではなく、よい

問題解決モデルのイメージが形成・共有され

ていないことも課題であると考えられる。現

場からの意見としては、リスク・コミュニケ

ーション分野での専門家の貢献が目立たず、

このことから自分たちは見捨てられている

という感情すら抱きかねないというものが

あった。事実、リスク・コミュニケーション

分野の専門家が、体系的にこの課題に取り組

むという姿勢の顕在化は課題であるように

も見受けられる。その一方、リスク・コミュ

ニケーション分野の専門家による地道な取

り組みも福島県内外で続けられている。この

ような取り組みの情報共有の課題としては、

リスク・コミュニケーション活動により何ら

かの先鋭化した行動化を防止するような事

例は、問題を顕在化させないので目立たない。

つまり、うまく行った例は、そのことを誰か

がアピールしない限り、他の人には伝わりづ

らい。また、効果を発揮するのには時間がか

かる。即効的に目に見える効果をもたらすこ

とは限られた範囲となり、そもそも地道な取

り組みであるので，情報発信を工夫しないと

情報が伝わりにくいとも考えられる。 
（支援受け入れに係る調整上の課題） 
 地域への外部支援の問題点としては、そも

そも、何らかの支援を受け入れることは、調

整など何らかの負担増をもたらすだけでは

なく、リスク・コミュニケーションの基本的

な取り組みの戦略が、必ずしも地域の文化に

そぐわないことも考えられる。リスク・コミ

ュニケーションでは、公開性、率直性をベー

スにしており、ある問題に関して、色々な意

見を持つグループを巻き込んで、みんなで解

決策を考えるという基本的な思想がある。こ

のことは、地域の文化に馴染まないことがあ

ると考えられ、一度目の接触ができても、そ

れ以降は、ある考え方が外部支援者側から地

域社会に押し付けられ、自分たちの考え方に

何らかの影響が与えられるのではないか、地

域に混乱をもたらすのではないか、行政機関

の役割によからぬ変化をもたらすのではな

いか、自分たちが都合のよいように利用され

るのではないかという懸念が生じ得ること

により支援活動の継続が困難になることが

あると考えられる。 
このため、リスク・コミュニケーションに

係る支援はできるだけパッケージ化し、受け

入れ側の負担を小さくすると共に、それが問

題解決のために役立つ有益なものであるこ

とを実例と共に伝える必要がある。その際に

は，地域では、その地域の独自の事情に基づ

く課題に困惑しているという思いがあるこ

とも考えられるので，一般化された対策の考

え方の中で、どの部分がどこまで利用可能な

のかのイメージを伝える必要がある。 
 青葉保育園での取り組みでは、当初から保

護者の意見に対して，保育所として何ができ

るかを検討して保育所の方針を決定する姿

勢を明らかにし、大学に勤務する保護者の協

力も得てデータを得て、データに基づく対策

の検討が進められ、大学やNPOの協力を得て、

意志決定し，職員の研修が実施された。また、

自治体の調査活動に協力し、それで得られた

データを対策に活用する過程が観察された。

このような様々な工夫がそれぞれの保育所

でなされているので、このような情報の共有

を促進することが有用ではないかと考えら

れた。 
（研修が何を改善させるかのイメージ） 
 研修参加に関しては、参加することそのも

のに負担があるだけではなく、研修に参加す

ることで何らかの役割負担の増加があるの

ではないかとの懸念を与えうるとも考えら
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れる。研修がどのような性格のものであり、

それが何を目指しているのかが適切に伝わ

る必要がある。 
（現場と支援者側の認知のギャップ） 
 同様に、地域での問題解決を促す言動は、

皆さんで決める必要があるという指摘は、リ

スク・コミュニケーションの考え方からは，

方面的には正しいかもしれないが、地域への

責任押付や地域の関係者に重責を与えるも

のと受け止められ、責任逃れであると考えら

れかねない。 
 これらの課題は、外部支援者側と現場側の

双方での不信感に根ざすものだとも考えら

られる。 
現場からすると、専門家の助言の中には、

現場での問題の本当のところに気付かず、専

門家自身興味持っているところにばかりこ

だわり、説明が不必要に細かすぎ、かえって

住民に不信感を与え、行政の事業展開に有害

だと受け止められることがある。また、科学

的な事実に関する説明が、単純ではなく、そ

の解釈の限界も提示されることが、言い訳の

ように受け止め、逃げ道をあらかじめ用意し

た説明で、問題に対峙するという覚悟に欠け

ている態度であると受け止めることことが

ある。 
逆に専門家の側では、地域の行政側からの

講演内容に関する専門性を高くしないで欲

しいという要望に関して、講演で、問題はな

い、安全だと言って欲しいと干渉されている

と受け止めるだけでなく、地域行政側が科学

的な事実をよく理解しておらず、そこから目

をそらしており、事態をありのままに受け入

れ、公平に物事考えることへの覚悟に欠けて

いると受け止めることがある。 
 このような認識のギャップが、至る所で見

受けられる。関係作りの根本的な問題として、

事故前の対策に関して福島県民のことを考

える真摯さが足りなかったのではないか、事

故後のコミュニケーション対応で率直さが

かけていたのではないかという不信に対し

て、それぞれの外部支援者が事故後の対応も

含めて、当時、どのようなことをしていたの

かを伝えることが必要かもしれない。 

 また、福島県内の活動で考慮すべきことと

しては、地域性への配慮があげられよう。違

いに対してセンシティブな状況では、話し手

がどこから来たかが、受け手の認知に影響を

与えることが考えられる。福島県の歴史的な

背景や汚染の程度の違いに基づく、各地域の

違いへの配慮が外部からの支援者には希薄

であり、また、地域で暮らしている側が示す

べき立場の微妙さが理解されがたいと認識

されていることがあるので、そのことに自覚

的である必要がある。一般に公的立場にいる

方にとっては、中立性の確保する必要がある

ことから、住民からの、何らかの見解を求め

られるような質問に対して、答えることに負

担を感じていることから、その負担を減らす

ような対応が求められている。本研究で検討

しているアプローチは、現場での問題に対し

て、専門家側が、自分の信念を伝えることを

考えるのではなく、地域での問題解決支援に

徹するという考え方に基づいており、この考

え方を浸透させることができると、現場で感

じられている閉塞感が軽減できるかもしれ

ない。 

（バランスを考えて対策を決定するために

必要なこと） 

関係作りができて問題の具体的な解決を

考える段階で課題となりうるのは、何が望ま

しい解決策であるかであろう。 

価値観や状況の多様性から、選択される放

射線防護対策は地域毎に異なることになる

とも考えられるが、その判断のための材料が

存在しなかったり、現場に提供されていない

と、解決策を得るために考えることが負担に

なる。できれば考える負担を減らすという観

点からは、信頼ある誰かの判断を参考にした

いと思うことになるが、バランスを取って考

えることは、複数の対策案を比較し、もっと

も望ましいものを選択することに他ならず、

そのためには判断の材料が必要となる。比較

で用いられる項目は多岐にわたると考えら

れ、幅広い分野の専門家の参画を得る必要が

あると考えられる。 
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（３）日本全体での取り組みの必要性 

 福島県とそれ以外では、研修参加者のマイ

ンドに大きな違いがあると考えられた。福島

以外では、ともすると放射線は終わった問題

であり、日常生活には関係がないという考え

方が支配的となっている。これは、対策が功

を奏し、放射線リスクの低減の観点からは、

問題を解決に導いていると考えられるが、原

発事故がわが国に及ぼす影響は大きく、今後、

様々な社会的な課題になると考えられ、被災

地を孤立させないような対策が求められる。

このコンセプトは、ICRP Pub.111におい

て、”A thorough debate at national level 

is necessary to achieve a certain degree of 

solidarity within the country. “と記述さ

れている(第84項)。 

この課題は、公衆衛生倫理上は、リスクの公

平配分の実現に係るように思われる。ある地

域を特殊視しないように、研修等は福島だけ

に限定せず、日本全体で認識を共有し、福島

県民の混乱防止に配慮する必要がある。 

 また、福島県からの避難者が全国各地に暮

らしている。この方々への支援も公衆衛生上

の課題であると考えられる。 

 

【課題解決の方策・求められる研修のあり方】 

（１） 福島県の保健医療福祉関係職種自身

の懸念の軽減を目指す 

・各保健医療福祉関係職種スタッフの疑問を

引き出し、それに丁寧に対応する。丁寧に対

応するには時間をかける必要があるが、放射

線に関する疑問の解消（例えば、切り干し大

根の汚染から懸念される洗濯物への放射性セ

シウム付着による線量増加に伴うリスク増加

の程度や疫学研究の結果の解釈）は、いくつ

かの基礎知識を必要とし、自分自身で納得す

るのは、多くのステップが必要となってしま

う。このような疑問は，背景に様々な不信が

あると考えられるので、誠実に疑問に付き合

うことで、不信を解きほぐすことが求められ

る）このため、参加人数を制限し、自由に意

見交換・質疑応答できるようにする。お互い

の情報を交換するグループワークは有用な機

会であると考えられる。グループワークなど

は、コミュニケーターの援助を受けることが

望ましいと考えられる。あるいは、地域のメ

ディエイターを活用することも有用であると

考えられる。研修で扱う内容は、現場の問題

意識に沿い、厳しい状況ではバーンアウトな

どのリスクが高いことから、スタッフのメン

タルヘルスにも配慮したものとする。 

・何かを説明することだけではなく、話を聴

くことを重視する。経験した方々の話は、研

修提供側の学びの元になるものである。 

・研修結果を職場に伝達させることには限界

があるので、計画的に実施し、少なくとも全

員が一回は研修が受けられるようにすること

が望まれる。福島県内の保健師を考えると約

20人規模の研修を50回程度実施する必要があ

るが、地域や保健師が従事している業務によ

り、感じている問題が異なると考えられるの

で、類似したグループで実施することが望ま

れる。市町村では独自に平成25年度事業とし

て保健師研修を計画しているところもあり、

現実に事業展開するには、現場の職能団体な

どとさらに調整する必要がある。保健師対象

研修を計画している自治体に、計画の支援サ

ービスを提供するのが現実的かもしれない。

保育士の場合は、各保育所を巡回することを

考えると300回程度が必要になる。福島県保育

協議会が平成24年10月に行った調査では、回

答者の85%は、放射線の知識を学びたいと回答

しており、ニュースレターの発行などを考え

てもよいかもしれない。 

 

（２）福島県の現場での問題解決の支援 

・環境汚染伴う災害後の中長期での防護対策

の決定では、住民の価値観に基づく意志を尊

重する必要があり、地域の主体性が求められ

るが、このことは大きな負担をもたらす。事

実、保育所管理者から、具体的な指示の提示

が強く望まれている。その背景として、現場

での合意形成の困難さに基づく重責感がうか

がわれる。現場に役立つ方向性を示すことが

重要であり、実現可能な合意形成のイメージ

を持てるようにする必要がある。モデル的な
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取り組みや海外も含めた具体的事例の共有、

実践的な取り組みの推進が考えられる。モデ

ル的な取り組みに関しては、その結果を、保

育所行政をつかさどる機関から、各保育所に

伝達することが考えられるかもしれない。こ

のようなモデル的な取り組みでは、どの程度

の放射線レベルを目指すことが望まれるかを

検討することになるので、リスク科学の専門

家を巻き込むことも考えられる。 

また、環境汚染を伴う災害例では、実践例6

とその理論的な背景7がセットになった資料

が用意されており、汚染物質の種類は違うが

参考になると考えられる。 

・地域活動支援でのニーズとデマンドとのギ

ャップがあり、このうち、外部からの人的資

源の活用を阻害する要因を解消するには、地

域メディエイターの活用が考えられる。 

 

（３）福島県以外の保健医療福祉関係職種の

コンピテンシーの維持・向上 

・原発事故は、今後も様々な社会的なインパ

クトを与えることから、福島だけに限定せず、

日本全体で認識を共有し、福島県民の混乱防

止に配慮する必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 原発事故後の地域での保健医療福祉関係

職種が関わる放射線リスク・コミュニケーシ

ョンの困難さを分析し、今後、実践的に展開

するために求められるパラダイムシフトの

方向性を提示した。本研究班でなされた検討

に基づき、新しくデザインされた保育士対象

研修が福島県子育て支援課により実施され

ることが計画されている。 
 
 
 
 
 
                                                  
6http://www.epa.gov/ciconference/previous/2006/do
wnload/presentations/partnership.pdf 
7http://www.epa.gov/ciconference/previous/2006/do
wnload/presentations/partnership2.pdf 
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Radiological Emergency 
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2012
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Chapter 8: 328 - 331 Prevention and treatment of 
psychological consequences. 

2009
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福島県内の保育士からの研修に関するご意見 
 
福島県保育協議会が平成24年10月に実施した福島県内の保育士を対象にした調査から、放射線対

策に関する研修希望を整理した。 
 
１．日々の生活に関連した放射線の知識 
メディアに露出した様々な立場の専門家、自治体のアドバイザーとなっている専門家、フリージ

ャーナリスト、自治体の事業に協力している地域メディエイター、海外の専門家、様々な立場の

NPO、福島県立医大の専門家に対して、子どもの長期的な放射線影響について、取るべき対策に

関する要望があった。その要望の中には、現存被ばく状況での食育に関することもあげられてい

た。 
 
２．室内遊びに関するもの 
地域で活動しているスタッフで実績があり、自治体の講演会で講演されている方や、様々な遊び

方を指導してくださる方をお願いしたいとの要望が多数あった。小さい子どもが狭い場所ででき

る体を使った遊びを知りたいというニーズや持久力・集中力、免疫力など高めたいという思いが

根底にあると考えられる。 
 
３．メンタルヘルスに関すること 
メンタルケアやストレスケアの概念を理解し、実際の対処法を学ぶ講義・演習や子どもの心のケ

アプロジェクトに関する研修の要望があった。また、保育所職員の心のケアに関する研修を求め

る意見もあった。 
 
４．コミュニケーションに関すること 
保護者と連携、特に苦情の多い保護者と信頼関係を結ぶことの困難さがあることや、災害時など

で、過敏に反応してしまう親への対応に戸惑いがあることから、等保護者との関わり方について

の研修や、言ったつもりが伝わっていない…どうしてだろう？どうしたらよいだろうというテー

マでの講義・演習を求める意見があった。 
 
５．保育に関すること 
保育の根幹、原点を見つめなおす内容に関する要望があった。混沌とした状況では、基本的な考

え方が大切になることがこれらの要望の背景にあるかもしれない。 
家庭支援も含め、これからの子ども達をどう支えていけば良いのかを考えるために、子どもの運

動と発達についての研修を求める意見があった。 
 
６．保育所運営への支援 
保護者への対応に関して、保護者が聞いて納得できる講演を各園で開催していただきたいという

要望があった。モデル的に実施することを考えるとよいのではないかと思われた。 
 
７．災害対応 
災害訓練のプロによる災害訓練の専門的な実地訓練など緊急時の対応の仕方に関する研修の要望

があった。 
 
８．二次的影響 
福島の子ども達の今の健康状態について(運動神経や体力も含めて)、情報欲しいという要望があっ

た。 
 
９．行政対応 
保育行政や福島県の現状と今後に関してやホールボディカウンター・甲状線検査の結果と今後も

見通しに関して行政の説明を詳しくかつわかりやすく説明して欲しいという要望があった。 
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１０．発達障害 
発達が気になる子について、日常生活、公共の場等などでの関わりや障害児保育に関する研修の

要望があった。 
 
１１．原発事故関係 
東京電力福島第一原発の状況についてや原発をなくすためにはどうすればよいかという研修を求

める意見があった。 
 
１２．その他 
チェルノブイリの保育士に被災後の保育についての話を希望するなど、海外の事例の紹介を求め

る意見があった。視点を広げることは、問題解決に役立つかもしれない。 
研修以外の要望として、①現場の線量をしっかりと捉えていただき、遊んでも大丈夫ということ

を言って欲しいです。②食材についても現物でどのようにしたら良いのか対応するのは難しい事

です。実際に訪問していただき、現状を見て、自園に沿った（合った）今後の方向性を示して下

さい。との意見があった。 
今年度で退職の予定なので、今後は機会があれば震災の状況等を伝えていきたいとの意見があっ

た。 
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地域での放射線リスク・コミュニケーション事例の紹介 
—地域のメディエイターを活用した放射線学習会は住民に受け入れられるー 

 
１．背景と目的 

 東京電力福島第一原子力発電所事故により、

福島県内外で約3万人の子どもたちが住み慣れ

た住居を離れ避難する事態となっている。放射線

に対する懸念は、福島県内の子どもを持つ家庭

だけで特に強いと考えられる福島県では公衆衛

生上の重要な問題となっている。その一方で、そ

の他の地域では、表面的にはおさまりつつあるよ

うに見受けられるが、福島県に対する見方が福島

県に住む人々に与える影響も懸念されることから、

わが国全体の課題であることには変わりがないと

考えられる。この状況に対応するために、福島県

内を中心として、専門家による講演会が多数開催

されている。しかし、事態の改善が必ずしも得られ

ていない状況にある。例えば、福島県内では仮置

き場の設置が進まないために除染が計画通りに

進捗しないことが観察される。現場でのヒアリング

では、専門家の話が自分たちのニーズにあって

いるものと考えられないことや、正確性を大切にし

た詳しい説明が理解を困難にし、かえって不信感

をかったり、食傷ぎみに感じもなっていることや、

専門家の説明が、正しく伝わらずに、むしろ現場

での作業を困難にしているという意見が聴かれる。

この状況の背景として、リスク・コミュニケーション

に関する混乱があるように見受けられる。すなわ

ち、除染した集落全体のレベルが山からの移行で

大幅に増加するので、森林から除染しないと意味

がないという意見に対して、科学的なデータを基

にした説明は、受入が困難で、心理学や脳生理

学の観点からは人間がリスクを過大に評価するの

は避けられないとして、そのために、リスクを過小

視して伝えるべきだとの意見は根強い。このレベ

ルであれば、健康には問題がないという表現は、

必ずしもリスクを過小視しないとしても、「環境中で

は放射性物質は動きません」、「セシウムは土とく

っついてびくともしません」、「放射性セシウムは空

を飛びません」という説明はどうだろうか？関係が

出来ていて、これらがリスクを考える上で無視でき

るという共通認識が出来ていれば問題にならない

かもしれないが、不信が根底にある場合には、そ

れを否定するデータが出たという情報があると、一

気に関係が悪化しかねない。レベルが小さい移

動が問題にはならないことを、どう住民に伝えて、

除染の必要性を理解していただくかが課題であり、

阿武隈山系全体で見ると、セシウムの環境中での

移行による影響は、集落全体のレベルが山からの

移行で大幅に増加するかどうかの観点では、無視

しうることの理解を求めることが課題となっているよ

うにも見受けられる。これは信頼関係がない中で

は、容易ではない問題なので、うまくいかないこと

もあり、その場合には、専門家の「環境中の移動

が少しはある」という説明が現場での作業の妨げ

になっているとも受け取られかねないだろう。そも

そも、再汚染があり得るので、先に森林を除染す

べきと考える住民の懸念は、行政への不信感に

根ざしていると推察される。行政の説明そのもの

が信用できないので、より悪いことも想定した対策

が必要であるという発想になっているとも考えられ

るからである。このような批判的な吟味は、建設的

であれば、対策を様々な視点から検討する際に

役立つが、建設的な関係ではないとすると、より声

の小さい方々、例えば地域の資源を使って保育し

ている未認可保育所側の意向が尊重できないと

いう事態をもたらすだろう。 

 このような状況に対し、福島県伊達市では、平

成24年度に地域メディエイターを活用した地域で

の放射線学習会を企画・実施している。この事例

では、原発災害後、地域での実践的取り組みを

進めていた塾の講師が活用された。市では、地域

メディエイターによる学習会が地域住民に受けい

れられているかどうかを明らかにする調査を実施

したので紹介したい。 

 

２．方法 

（１）場の設定：地域での活動実績のあるメディエ

イターを講師とし、伊達市の5つの支所別に子育

て中の親を対象とする放射線学習会を企画し、平

成24年4月から実施した。地域メディエイターとは、
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専門家などと地域を繋ぐ役割を担う人材を指す。

地域住民でもあることから、参加者の気持ちの代

弁ができ、専門家との間で活動していることから、

専門家に素直に突っ込めることから場を率直な雰

囲気にすることができる利点を有する。その反面、

科学的な正確性を欠くことがあるのが欠点である

が、この地域メディエイターは各地での学習会に

熱心に参加し、プレゼン資料に対して専門家から

批判的な吟味を受けておられた。この取り組みを

国立保健医療科学院のスタッフが支援した。学習

会はリラックスした雰囲気とするために、机や椅子

は利用せずに床にマットを敷きつめて座って行う

設定とし、学習会中の子どもの世話は同じ室内で

地域の保育ボランティアにお願いし、地域の保育

ボランティアの方にも子どもの世話をしながら話を

聞いてもらえるようにした。 

（２）学習会の進め方：原発事故以降、地域住民

の方々の間に様々な葛藤があったことに配慮し、

支持的に気持ちの整理が付けられるようにアプロ

ーチした。放射線のことは、理解が容易なように平

易な表現を用い、具体的な例でいくつかの比較を

示し、どのような程度であるかが伝わるように工夫

した。参加者の今の最大の関心事は、内部被ばく

であることから、食品から摂取する量がイメージで

きるように伝え、それぞれが定量的にリスク認知で

きるように支援した。また、主な食品に関して、放

射能測定結果の特徴を示し、なぜ、食品毎に濃

度の違いがあるのか理解できるように背景知識を

説明した。最後に、この状況で生活していく心構

えとして、関係者がそれぞれ努力していることを参

加者で確認し、地域社会のつながりを維持するた

めに、それぞれの役割を果たしていくことのメッセ

ージが伝えられた。 

（３）参加者による評価：参加者に一枚の自記式調

査票を配布し、表側を学習会参加前、裏側を学

習会参加後に記入してもらい、放射線に対する態

度や対策行動、学習会参加への印象を調べた。 

 

3．結果 

 保育所、幼稚園、小学校の保護者を対象に63

回開催され、約1,800名の参加があり、このうち、

1,026名分の調査結果が集計された。 

  

（1）学習会参加前の放射線への不安：参加者の

約4割はこのまま住み続けることに不安があると回

答し、約3割は子ども市内から移住すべきと回答し

た(8月以降は約2割)。放射線防護対策では、5月

まででは約2割が窓を閉め切り（7月まででは1割

に低下）、マスクを着用し（7月まででは1割に低

下）、約4割は洗濯物を室内干ししていた。7月ま

では約7割は東北・福島産の食品を購入せず（10

月は購入しないのは約4割に低下）、約3割は地

域での農作物を摂取せず、水道水で調理しない

と回答した（10月には1割に低下）。前向きな取り

組みとしては、約3割は独自の放射線測定を行っ

ており、約4割がストレスをためない生活をしている

と回答した。自覚的な放射線への不安度の5段階

評価では、不安が強い5が約2割、その次の4が約

2割、3が約3割であり、不安はないと回答したのは

1割にも満たなかった。この分布は5月までとそれ

以降では大きな違いは認められなかった。放射線

の知識を深めたいと回答したのは約7割で、この

割合は時期による違いを認めなかった。 

（２）学習会への評価：学習会の内容は99%の参加

者が理解できると回答し、約7割が納得できたと回

答した。約8割は、この学習会で初めて知ったこと

があると回答し、この土地で暮らしていくことに関

しては約7割が肯定的に回答した。 

（３）施策への要望：外部被ばくモニタリングの希

望が約4割であったのに対して（6月が約6割で10

月に約3割に低下）、内部被ばくモニタリングへの

要望の方が高く約5割がホールボディカウンタで

の測定を希望した（6月が約7割で10月に約4割に

低下）。 
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図１．地域学習会の風景 

 

図２．放射線への不安 

 ほとんどの方がほとんどの方が放射線への不安を感じていると回答。 
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図３．伊達市に住み続けてよいと考えているかどうか（学習会前） 

 現在、住んでおられる方でも 意見はほぼ半々となっている。 

 

 

図４．伊達市に住み続けてよいと考えているかどうか（学習会後） 

 住み続けることへの不安は当初5%だったのが3%に 。 
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図５． 子供は伊達市から出た方がよい？（学習会前） 

 

  

図６．福島産の食品を食べ続ける？（学習会前） 
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図７．放射線の知識をさらに深めたい？（学習会前） 

 

 

 

図８．わかりやすいですか？  

 

４．考察 

（１）場の設定：子どもとともに開催する形式は受け

入れられたと考えられた。「子ども」の前では素直

になったり、あるいは奉仕的態度をとりたくなるの

が、多くの大人の特性であり、場の設定が、学習

会への参加時の心理に影響を与え、未来を見据

えた講師の話の理解に役だった可能性が考えら

れる。また、子どもと一緒に参加するスタイルはリ

ラックスした雰囲気をもたらすので、見学者の受入

にも役だったと考えられる。ただし、この試みは
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様々な分野の関心を集めたところから、見学の機

会が増加し、主催する市に負担を与えた側面もあ

った。副次的な効果としては、地域での保育ボラ

ンティアグループもその場に参加したことで講師

からの参加者への突っ込みによい反応が得られ

場が和むと共に、保育ボランティア自身の放射線

への理解の促進にも役だったと考えられる。地域

での保育ボランティアグループの活用は参加者の

想定が子どもを持つ母親であることに由来してい

るが、ターゲットとする人々が参加しやすいような

環境整備が重要であると考えられる。 

（２）学習会の進め方：自らが被災者でもあるメディ

エイターが原発事故以降の様々な思いを代弁す

ることで、心的な負担を最小限にした上で、参加

者の感情が揺り動かされカタルシスが得られてい

たと考えられる。関係者それぞれが、原発事故以

降どう活動してきたかを参加者と確認し、地域住

民がそれらの活動に賛意を表する場面では、学

習会に見学に訪れた他の自治体職員や東京電

力の職員の琴線にも触れていたように見受けられ

た。それを確認した上で、今後、どう生きていくか

を参加者が考えることは置かれている立場を超え

てお互いに協力するという態度作りに役だったこ

とが考えられる。環境汚染を伴うような災害後の公

衆衛生活動では、環境汚染物質による健康被害

を軽減するだけでなく、人々の癒やしへの支援も

求められる。環境汚染を伴う災害では、汚染物質

が何であれ、人々に大きなストレスを与えるが、特

に放射線では、その影響が強くなると考えられる。

人々の癒やしを促すには、人々がお互いに支え

合って生きていることを再認識し、状況を共有し、

無理に辛い体験を思い出させることなく、感情を

共有するようなメンタルヘルスを意識した試みが

有効であると考えられる。2005年1月6日にアメリカ

合衆国サウスカロライナ州グラニットヴィルで発生

した列車事故により約60トンの塩素ガスが放出さ

れ、9名が死亡し、総人口8千の地域で５千人を超

える住民が避難を余儀なくされた事故では、住民

から話を聴き、それぞれの話をまとめて、冊子にし

て、配ったり、事故から6年が経過した時点で、地

域住民や関係者が参加する映画を製作し、地域

で上映会を行っている。この上映会は、平日の夜

に行い嵐となってしまったにも関わらず人口の一

割の800人が参加した。人々が意見を表出しづら

い場合には、このように地域メディエイターが率直

に代弁することが有効だと考えられる。このような

会合に参加しない方に対しては、人的資源の投

入を工夫し、誰かが話が聴く機会を提供すること

も有用だとか考えられる。地域メディエイターが地

域で活動を展開できた要素としては、類似した小

児科医との活動とも比較すると、 

・ どちらも地域に密着した業種であること。 

・ 母親との会話（本音を含む込み入った内容）

が日常的に行われる業種であること。 

が有効に働いた可能性があると考えられる。また、

それぞれ、多くの専門家のデータを活用できるよ

うな支援が受けられたことも共通していた。 

このような職種としては学校の教員を活用すること

も考えられるが、社会的に意見が大きく分かれて

いるような状況において、中立を守る立場の職種

では、地域の繊細な問題に入っていくことに困難

があるとも考えられる。この地域メディエイターの

場合は、災害当初から地域住民と学習会を開催

し、地域の問題を考えるために自発的に市民集

会を開催し、行政や専門家を巻き込む活動を展

開していた。この過程では、行政や専門家との間

で、様々な摩擦もあったと考えられるが、そのこと

を経験していることも有益に働いたと考えられた。 

（３）参加者の放射線不安：経口・吸入の双方での

内部被ばくの不安が強いことがうかがわれた。地

域での食材は避けられており、そこに住み続ける

ことにも懸念が持たれている状況であり、放射線

不安が強いことが確認された。これまで以前の学

習会の参加は、この事業への参加者では、まだ4

割程度に留まっていたが、約9割が放射線の知識

を深めたいと回答し、地域で信頼でき、疑問が解

消される学習会を開催することが必要であると考

えられた。 

（4）参加者による評価：内容を工夫することで、参

加者からは新しい情報が多く、よく理解できたとの

評価が得られた。また、考え方への賛同も概ね得

られた。このように高い評価を得たことから、地域
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の保護者から自発的に学習会開催の依頼があり、

保育所や幼稚園など約40箇所で追加開催された

ものである。行政側からの一方的な開催とならな

かったことも、この試み特徴と考えられよう。前述

のアメリカ合衆国サウスカロライナ州グラニットヴィ

ルで発生した塩素ガス環境放出事故でのフォロ

ーアップとしての住民の癒やしを助けることを目的

としたイベントで、主催者側が特に配慮しているの

は、参加してよかったと参加者に思って頂けるよう

にエンターテイメント性を重視していることである

が、この事業でも参加者が楽しめるようにすること

を主眼にプログラムが練り上げられており、単に学

習をしいるものでないところに共通した成功への

鍵があるように見受けられた。また、双方とも感情

面をどう丁寧に扱うかに注意が払われており、そ

れをどう具現化するかが、ポイントとなる。 

米国の事例では、これらの具体的な工夫を考えた

主催者側は外部の支援者というよりも、主体的に

企画から参加された地域住民の方々で、そこに研

究機関で働かれる地元の方も関与し、それぞれ

情報を持ち寄り、相談しながらアイデアが出され

ていったとのことである。基本的には、住民側に企

画をおまかせするという活動方針がイベントを自

分たちのものであるという思いの醸成に役立って

いると考えられる。 

 その一方で、伊達市では、この事業に関する地

域の方からのクレームはその地域での苦しい実情

を訴えるものであり、そのクレームに対応する中で

地域住民の方が疑問に思われるデータの解釈に

関するものは専門家につなぐなどし、地域支援の

厚みを増すことを目指している。また、市の職員が

直接クレームを受けるのではなく、地域メディエイ

ターが間に入ることでクッション役となり、課題の整

理と解決を促進すると共に職員の負担を軽減して

いる。 

米国の事例では、課題を住民が共通認識するよう

にphoto bookを活用した住民集会が開催されて

いた。このような住民集会では、様々な意見の

方々が参加するように特に配慮されたとのことで

ある。このアプローチは栃木県での有識者会議で

の取り組みと基本的には同じような戦略で望んだ

ものであり、このようにコミュニケーターが参加し、

工夫した取り組みを今後模索するのがよいのでは

ないかと考えられた。 

(5)課題：放射線に対する気持ちは揺れ動くことが

考えられるので、その時々の懸念事項に応じて、

気持ちを受け止め、ニーズに合った情報を提供

する必要がある。アンケートで垣間見られる学習

会への応答の良さは、気持ちが揺れやすい状況

の表れとしても捉える必要があるだろう。地域メデ

ィエイターを活用した試みは、率直なやり取りにな

る利点はあるが、地域メディエイター側にどうして

も自分の思いを伝えたいという気持ちが強くなる

面もあると考えられる、このため、考え方の押付と

受け取られかねないことが懸念されるが、この気

持ちがないと伝わらない部分もあり、 難しいところ

であると考えられる。地域住民の方々の考え方は、

それぞれであることからも、講師の話を全面的に

は受け入れられない方もおられ、そのような方は

講演会終盤の盛り上がっていく周囲の方の反応

について行けないものを感じていることが危惧さ

れることから、その対応も今後の課題として考えら

れる。このため、伊達市では、市に対して批判的

な考えを持つ市民も孤立しないような取り組みを

模索されている。アンケートの自由記載からは、よ

り深く話を聞きたいという意見やどこまで話を信じ

てよいのか戸惑う感想が散見された。住民の個々

のニーズに対応した行政サービスの提供を関係

者が支える必要があると考えられる。 

 

５．結論 

原発事故以降、地域住民の方々の間に様々な葛

藤があったことに配慮し、支持的に気持ちの整理

が付けられるようにアプローチする姿勢で臨んだ

地域のメディエイターを活用した放射線学習会は

概ね住民に受け入れられた。また、地域のメディ

エイターの活用は、関係者の取り組みを促進させ

ると考えられた。 

 

-73-

79



 

青葉保育園における原発事故対応 
 
【園の概要】 
  住  所  仙台市青葉区宮町 1 丁目 4-47（仙台駅から徒歩 10 分） 
  創  立  昭和 47 年 4 月 
  定  員  130 名（実数 150 名） 
  職員数   37 名 
  給食形態  外部委託 
  保育時間  7：15～20：15（2 時間延長保育実施） 
 
【震災時の状況】 

①  園児・保護者・職員の被害なし 
②  園庭・・・地盤沈下 
③  ライフライン・・・電気の復旧 3 日、水道の復旧 1 週間、都市ガスの復旧 1 か月 
④  3 月に新築移転をしたので、建物の被害なし 
⑤  保育の再開・・・震災の次の日から開園 
⑥  給食の完全再開・・・4 月中旬 

 
【放射能に関する情報】 

・ 震災当初はライフラインが復旧していないため正確な情報が無く、危機感がなかった。 
・ チエンメールにて、「福島の原発が危ない」という情報が入った。 
・ 電気が復旧しＴＶが見られるようになって、事の重大さに気づいた。 
・ それまでは、平気で雨にぬれたり、雪で遊んだりしていた。 
・ 11 年 5 月・・・仙台市より「保育所の対応」厚生労働省からパンフレットが届 

       き、保護者にパンフレットを配布した。 
・ 6 月・・・仙台市による「敷地内の空間放射線測定」開始。結果を掲示する。 
・ 6 月・・・市場に出ている野菜について、仙台市が線量を測定し、ネット公開 
・ 8 月・・・保育所給食の牛肉提供についての調査開始 
・ 12 年 4 月・・・脱原発ひまわりネットの学習会参加 
・ 4 月・・・給食用食材の放射能サンプル測定説明会参加 
・ 5 月・・・放射能線量計の貸し出し開始（仙台市に測定結果を報告） 
・ 6 月・・・仙台市により給食食材サンプル調査開始。 

希望保育所にて実施（月 2 品） 
・ 7 月・・・保育所給食食材の放射性物質検査に係る今後の意向調査開始 

平成 23 年度【当園の対応】 
 
月 日 保護者の状況 園の対応 備 考 

 
11,3 

・外国籍の子は、直ちに帰国 
・残った子においては、水道水

の使用を中止して欲しいとい

う要望があった 

・飲料水の持参をしても

らう 

・半年後には全

員もどってき

た 
・数ヶ月で持参

しなくなった 
 

 
  

11,4 

・0 歳児の保護者から、ミルク用

の飲料水と離乳食の持参を申

し出があった 
・牛乳、葉物野菜、きのこを食

べさせないでほしいという要

望があった 

・家庭から毎日持参して

もらい、園にて加熱し

提供 
・牛乳、青菜、きのこ類

を除去し提供 

・牛乳はロング

ライフの牛乳

を現在も持参 
・9 月まで青菜 

10 月からきの

このみの除去 
 
 
 11,5 

・東北大学に勤務している保護 
者から園の内外を測定したい

という申し出があり、園側と

・測定結果を保護者に周

知した 
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一緒に測定を行う 
 

  
 

11,6 

 ・東北大の方に問い合わ

せを行なった 
・園庭で育てて

いたトマト、

キュウリを食

べさせて良い

か確認 
 
 
 11,9 

 ・系列 3 園にて専門家に

よる研修会を開催 
講師 原子力資料情報室

    山口 幸夫氏 
・同時に園庭の土壌を測

定してもらう 

・裸足で砂遊び

をしても大丈

夫という結果

だった 

 12・2 ・給食に対しての不安があった 
保護者から、こどもが食べた

食事を調べてほしいという要

望があった。 

・一週間分提供した給食

を検査にだし、測定結

果を周知した 

・不検出 
・食材は殆ど福

島、宮城、群

馬、千葉以外

の物を提供 
平成 24 年度【当園の対応】 
 
月 日 保護者の状況 園の対応 備 考 

 
12.7 

 仙台市より給食用食材 
サンプル調査が開始 

毎月 1 回 
1 リットル 
600 グラム 

 
  

9.4 

 研修会参加 
「食品中放射能物質につ

いての意見交換会」 

栄養士参加 

 
 
 12.7 

 仙台市より給食用食材 
サンプル調査が開始 

毎月 1 回 
1 リットル 
600 グラム 

  
 

2,25 

 日本分析センター 
「内部被ばく線量評価」

食材提出 

5 日分 
2 キログラム 
使用食材全量 

 
＊保護者による問い合わせ、要望は何もなかった 
 

 

対策の特徴 

・ 保護者の意見に対して検討して保育所の方針を決定 

・ 保護者の協力も得てデータを得て、データに基づき対策を検討 

・ 大学やNPOの協力を得て、意志決定し，職員の研修を実施 

・ 自治体の調査活動に協力し、それで得られたデータを対策に活用 
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平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

原発事故に伴う放射線に対する健康不安に対応するための 

保健医療福祉関係職種への支援に関する研究 分担研究報告書 
 

災害時の不安障害のマネジメント 

 

分担研究者  金吉晴 

 

国立精神神経医療研究センター 災害時こころの情報支援センター 

 

研究要旨 

災害時における不安は異常な状況に対する正常かつ一過性の反応であることが多く、必ずしも医療の対

象とはならない。不安は不安感情、生理的反応、逸脱行動、不安に関する悲観的思考の 4 要素から構成

されている。正常反応としての不安感情が医療の対象とならない場合でも、生理的反応や行動面におい

て制御不能な症状が見られるときには治療の対象となる。生理反応に対しては呼吸法などによる交感神

経系の鎮静、カフェインの過度の摂取や激しい運動の制限が有効である。不安に対する心理教育によっ

て悲観的思考を修正し、二次的な不安を軽減することが必要である。 

 

Keywords  災害、不安、精神医療 

 

 

１ 不安から安心へ 

不安は最もありふれた精神医学的症状である。

しかし理由のある不安のほとんどは正常な一過

性の反応であり、異常なことではなく、医療の対

象にはならない。被ばくに関する不安は仮に誤解

であっても心理的にはもっともであることが多

く、その意味で医療の対象とはなりにくいが、か

といって正確な科学的知識を与えれば軽減され

ると思いがちである。しかし不安の軽減が安心感

につながるわけではない。 

 

２ 不安とは何か 

不安という用語は，痛みと同じ程度に日常的な用

語であり、不安を感じたことのない人間というの

はまず存在しないが、実は下記のような多くの側

面を持っている。 

 不安症状は以下のように大別される。 

① 主観的な不安感 （通常の不安感に加え、

また不安になるのではないかという予期不

安、確認をともなう強迫的不安など） 

② 生理的な不安（動悸、発汗、呼吸困難、振

戦、胃腸症状など） 

③ 行動的な不安（焦燥、確認、ひきこもり、

飲酒喫煙、ギャンブル、自傷など） 

④ 不安を強化する思考（どんどん悪くなる、

このまま死んでしまう、など） 

⑤ 不安の二次的影響（疲労、生活機能の低下、

身体疾患など） 

 

治療対応の上では、主観的不安を聞くだけで

はなく、必ずこれらの要素にも多面的な注意を

払うことが必要である。これらの組み合わせに

より、さまざまなタイプの不安症状がある（表

１）。また、特に代表的な不安障害である全汎

性不安（表２）とパニック発作（表３）につい

ては診断基準を示した。 

 

（表１、２，３） 

 

２ 基本的な対応 
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一般論として理由のある不安で、生理的、行動

的な症状が強くない場合には、治療介入の対象

とはならない。被ばくに関する不安は、それが

適切な情報（あるいはその不足）に基づいてお

り、同じ状況に置かれた者の多くに同様の不安

が生じている場合には、それ自体を治療や介入

の対象とすることは出来ない。対応の方法とし

ては、上記の①については直接否定することは

せず、②―⑤の症状を予防し、軽快させること

を目標とする。 

具体的には不安や心配があっても、まとまっ

て落ち着いて行動をして欲しい、きちんとした

生活を送って欲しい、ということである。不安

であっても落ち着いて欲しい、というのは一見

すると矛盾しているが、案外に多くの方々はそ

の意味を理解して適切に対処されている。 

またある程度の不安は、適切に状況を認識し

て対応するために必要なこともある。余震を軽

快して不安になっている場合には、その不安を

軽減してしまうことで、万が一の時の避難行動

を妨げてしまうかもしれない。したがって、不

安が、その人の生活機能をどれくらい妨げてい

るのか、ということに注意を払う必要がある。 

 

３ 不安軽減のための方法 

そのための補助的な方法としていくつかの留

意点がある。①不安のモニタリング②不安を悪

化させる身体的条件、生活習慣の改善。③不安

に対するリラクゼーションなどのコントロー

ル。④不安を悪化させてしまう思考のパターン

への変化。⑤不安の二次的な影響への対応、で

ある。 

 

① 不安のモニタリング 

 設定にもよるが、不安を意識していない人に対

しては、QHQ28、STAI、K6 などの質問票でス

クリーニングをするか、あるいは単に心配事があ

るか、落ち着いて熟睡できているか、という問診

を通じて不安を確認するという方法でも良い。 

 不安について治療を求めてきた場合には、まず

1 日のなかで不安がどのように変化をしているの

か、記録をしてもらうことが有益である。このこ

とによって、不安には悪化と軽快のパターンがあ

ることを認識して貰い、軽快するパターンから、

自力でのコントロールのヒントを得るようにす

る。 

 不安のレベルとして、パニックを起こして救急

車を呼びたくなるレベルを 100 とし、大体、5 点

刻みでモニターして貰い、それを表２のような日

記に付けてもらう。出来事の欄はごく簡単で良い

（起床、朝食、通勤、など）。 

 その結果を見て、不安のパターンが認識される

と、それだけでも以外に落ち着くことがある。ま

たこうした記録を後日振り返ってみると、自分の

変化が確認される。 

  

 

② 不安を悪化させる生活・身体的要因 

生活要因としては、まず生活のあり方を把握す

る必要がある。現在も続いているストレス要因や、

回復を妨げている情報の遅れを確認し、行政、福

祉との連携が必要な場合にはそうした窓口を紹

介する。これについては不安の原因となる現実的

な出来事、懸念について情報を収集するとともに、

そのような不安を感じることは当然であること

（ノーマライズ）、また事態の終息とともに不安

は軽減していくことが多いことを伝える。話すこ

とによって不安を軽減しようと力むことは禁物

である。また、被ばくへの不安の他に、不安を生

じるようなライフイベントを体験していないか

を確認し、何が不安の原因になっているのかを幅

広く把握する。特に、事故、犯罪、災害、性被害、

虐待、DV などに注意する必要があるが、これらを

たずねるためには、プライバシーと信頼感が必要

である。 

生活習慣として、飲酒、喫煙、カフェイン、そ

の他のサプリメントの摂取状況を確認する。 

 なかでもカフェインには不安を悪化させる作

用があり、アルコールと同様に依存性があるが、

日本ではこのことは余り知られていないので注

意が必要である。カフェイン中毒の症状は表４の

通りであるが、中毒とまでは行かなくても、カフ

ェインによって不安やつらさが増悪している場

合は少なくない。 

 

(表４) 
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 不安を感じている住民は、同時に抑うつ的にな

ったり、仕事の能率が上がらないことが多いので、

それへの対応として意図的にカフェインを飲ん

でいることがあるので、必ず問診をする。不安を

苦痛に感じている場合には、1 日の摂取量をゼロ

かせいぜい 1 杯程度に減らしてもらう。ただし、

1 日に数杯のカフェイン飲料を摂取している場合

には、急激に減らすと離脱症状が生じるので、１

週間毎に 1杯くらいの割合で減らしてもらうのが

よい。すでに不安障害の診断がついて抗不安薬を

投与されている場合でも、カフェインを減らすこ

とで投薬量を減らすこともあり得る。 

 今ひとつの生活習慣として、睡眠リズムがあ

る。睡眠習慣の乱れは、不安だけでなく、多くの

精神状態を悪化させやすい。基本的に睡眠には 2

時間半から 3時間の周期があり、それを上手に利

用して入眠、覚醒をするように促す。たとえば 9

時にならないと目覚めない者を8時に起こすこと

は、睡眠が深くなったときに起こしているので、

非常に難しいことが多い。むしろ 9時のひとつ前

の覚醒の周期、すなわち 6時か 6時半頃に起床を

促す方が容易な場合がある。入眠にしても、午前

2時にならないと眠れない者は、そのひとつ前の

入眠の周期、すなわち 11 時か 11 時半頃の入眠を

促す方が現実的である。また覚醒した後の 2，3

時間で、睡眠のリズムが作られており、この時間

帯で、光、熱、運動などの刺激によって十分に覚

醒しないとその日の入眠は困難になる。こうした

知識を踏まえ、睡眠リズムを回復させるように促

す。 

なお、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグ

ズ症候群などによって不眠となっている場合は、

専門的な治療が必要である。 

 さらに身体的な要因として、甲状腺機能亢進症

と不整脈、狭心症などの心臓疾患、呼吸器疾患、

貧血は、高率に不安を生じるので、もしこうした

基礎疾患が疑われるときには必ず検査をする。気

管支喘息治療としてのβ刺激剤、時には抗うつ剤

などによって、薬剤性に不安が増悪する場合もあ

るので、投薬内容を必ず確認する。 

 交感神経系を賦活するような刺激は不安を誘

発することがある。激しい運動、大音響のコンサ

ート、高温での入浴、などには注意する。 

 

（表５） 

 

 

③ 不安のコントロール 

 不安治療の原則はマネジメントスキルを向上

させ、不安症状に対する二次的な不安を軽減し、

セルフコントロールを高めることである 4。その

中で最も実施が容易であり、効果が得られやすい

のが呼吸法である。表６にその方法を示す。 

 

(表６) 

 

 これとは逆に、不安を感じている人びとは、続

けて話し続け、苦しくなったところで一気に息を

吸い、その時に胸郭を大きく動かし、また息を吐

かずに吸い込んだままの状態で話し続けるとい

うことが多い。これは吸気優位の呼吸を作り出す

ことによって、過呼吸を誘発しているようなもの

である。このような方には特に呼吸法を導入する

と良い。 

 呼吸法は多くの対象者に集団で指導すること

も出来るので、実施が容易であり、侵襲性がない。

このトレーニングを住民教育の導入に用いるの

も良い方法である。 

 

④ 認知の改善 

不安障害の患者の多くは不安が永久に続く、際

限なく悪化するという予断を持っており、その結

果、自分は不安を決してコントロールできないと

思い込んでいることが多い。図２に示したように、

些細な不安を抱きやすい状況に対して、二次的に

否定的な考えを抱き、不安を増強させている。ま

た生理的な反応や、不適切な行動によってさらに

不安が悪化してしまう。これに対しては心理教育

が有効である。様々な理由によって不安を感じる

ことは決して異常では無く、まして災害時にはむ

しろ当然であることを説明する。多くの場合、主

観的な不安がもっとも強く感じられるのは最初

の 5 分ほどであり、30 分程度で自然軽快がみられ

ることが多い（馴化）が、二次性に不安を抱くと

長期化することを説明する。 
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この技法を応用した治療法が認知行動療法 7 で

あり、薬物療法と併用、あるいは単独でも高い効

果があることが知られている。特にトラウマ性の

不安（PTSD：外傷後ストレス障害）に関しては

持続エクスポージャー療法 8 と呼ばれる認知行動

療法がもっとも強いエビデンスを出しているこ

とが米国学術会議でも裏付けられている 9。 

 

（図２） 

 

 

⑤ 二次的影響への対応 

不安を感じている状態はストレスであり、そ

れが長引くと、二次的に生活機能が低下し、

身体疾患を生じるリスクも高まる。こうした

影響については原因となる不安の軽減が望ま

しいが、被ばく不安のように背景にある情報

がかならずしも整理されない場合には、二次

的影響については個別の対症療法的な治療、

支援、助言が必要となる。福祉や、他のサー

ビスとの連携も図ることが望ましい。 

 

４ 自殺のリスク 

 不安障害は自殺のリスクを増大させる。特にう

つ病などが合併した場合、新たな生活苦が重なっ

た場合など、注意が必要である。 

 

５ 薬物療法 

・原則 

投薬はセルフコントロールが身につくまでの

臨時的なもの、あるいは補助的なものであると説

明することが必要である。 

・薬物療法の必要性の判定  

① 著しく苦痛が強い 

② 上述のマネジメントを理解できない、十

分に実行できない 

③ パニック発作を生じている（診断基準参

照） 

④ 生活機能に影響が出ている 

のいずれかに相当し、かつ 

⑤ 本人が服薬を拒否していない 

場合に薬物療法を提案する。 

・処方例 

 不安障害全体に共通する処方としては、抗不安

薬ではなく抗うつ薬を用いるのが基本である。な

かでも比較的副作用の少ない SSRI（selective 

serotonin reuptake inhibitor;選択的セロトニン

再取り込み阻害薬）が好んで使用される。抗不安

薬は連用した場合に心理的依存を生じる危険が

あるので、基本的に頓用とし、１週間を超える使

用量は処方しない。 

 A 持続性不安に対して 

  パキシル 10mg １～３T 夕 

  ジェイゾロフト ２５mg １～4T 夕 

  悪心がある場合は 

  ナウゼリン 5-10 mg 1ｆT を併用する 

  上記に不耐性の場合（悪心など） 

  メイラックスまたはロゼレム 1mg １T 

朝 

 B 発作性の不安またはパニック発作 

  A の処方を強化するのが原則であるが、一次

的に下記を併用しても良い 

  リーゼ 5mg １T 頓用  筋弛緩作用が

少なく、脱力を生じにくい 

  デパス 0.5mg ～ 1mg １T 頓用 筋弛

緩作用があり、筋緊張が亢進している場合に適す

る。 

  無効の場合 

  ソラナックス 0.4mg １T 頓用  眠気

が出ることに注意 

  

 副作用として抗うつ薬による悪心、眠気が見ら

れることがあるが、徐々に増量することで耐性が

生じることが多い。ごく稀に、抗うつ剤による

activation syndrome が生じて、不機嫌や焦燥感

が生じることがあるので、そのような場合は服用

を中止するように説明をしておく。 
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表１ 不安の類型 
 
① 全汎性不安：不安と言うよりは安心感の欠如である。様々な情報、人の言葉を悪い方

向に受け取り、実際には存在していないつらい出来事が生じるのではないかと取り越

し苦労をする。 
② 恐怖症：特定の対象（動物、車、高所、医療など）に対して強い不安を抱き、時にパ

ニック発作を起こす。そうした対象に接していないときには概ね落ち着いているが、

不安になりたくないために行動に制約が生じたり、回避のための努力に没頭すること

もある。 
③ 対人不安（社交不安）：人と接するときだけに限局した不安である。多くは相手から

自分の行動を評価されるような場面、またはそのような人の前で感じる。教師、上司

の前や接客場面などが多い。いわゆる対人恐怖である。赤面、吃音、発汗などの自律

神経症状を伴うことが多い。 
④ 予期不安：将来悪いことが起きるのではないか、自分が取り乱してしまうような不安

を生じるのではないか、ということを不安に思う。些細な出来事を悪い予兆としてと

らえやすい。 
⑤ パニック発作: 突発的な強い不安（人によっては恐怖と表現する）とともに著しい自

律神経発作を生じる。特に動悸、呼吸困難が著明である。そのために本人は自分はこ

のままどうなってしまうのかという二次性の不安を強く抱く。 
⑥ トラウマ性不安：生死の危険に瀕死、記憶についての恐怖条件付けが形成されること

によって、当時の感情と出来事の記憶がフラッシュバックのように再体験され、強い

不安を生じる。PTSD に認められる。 
⑦ 強迫：理性的には馬鹿げていると分かっていながら、同じ観念を何度も思い浮かべて

は不安を抱く（強迫観念）。確認したり安心するための反復行為を伴うと強迫行動で

ある。戸締まりを心配して何度も確認する、不潔ではないかと思って何度も手を洗う、

等である。 
 

-80-

86



表２ 全般性不安障害（米国精神医学会 DSM―５draft より） 

 

A.  ２つ以上の活動や出来事の領域（例：家族、健康、経済的状況、仕事や学業などの

困難など）についての過剰の不安と心配（予期憂慮）がある 

B. 少なくとも 3 か月間、過剰な不安と心配が起こる日のほうが起こらない日より多い 

C. 不安と心配は、以下の症状のうち１つ（またはそれ以上）を伴っている。 

1. 不穏状態または緊張感または過敏 

2. 筋肉の緊張 

D. 不安と心配は、以下の行動のうち１つ（またはそれ以上）を伴っている 

1. 否定的な結果が起こりうる活動や出来事を著しく回避する 

2. 否定的な結果が起こりうる活動や出来事への準備に著しい時間と努力を費やす。 

3. 心配のために行動や物事の決定を著しく延期する 

4. 心配のあまり繰り返し安心や安全を求める 

E. 社会的、職業的、または他の重要な領域における機能において、臨床上著しい苦痛

と障害を引き起こしている 
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表３ パニック発作（米国精神医学会 DSM―５draft より） 
 

1. 動悸、心臓の鼓動を強く感じる、心拍の亢進  

2. 発汗 

3. 震え、振戦 

4. 呼吸困難、息苦しさ 

5. 窒息感 

6. 胸痛または胸部不快感  

7. 嘔気または腹部不快感  

8. めまい、ふらつき、意識を失いそうになる、失神  

9. 悪寒または熱感  

10. 麻痺（感覚脱失または軽度の痛み) 

11. 非現実感 (本当のことではないという感じ) または離人感 (自分が自分ではなくなったとい

う感じ) 

12. 自分のコントロールを失うのではないか、気がおかしくなるのではないかとの恐怖 

13. 死ぬのではないかとの恐怖 
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表４ カフェイン中毒（米国精神医学会 DSM―５draft より） 
 
A. 最近 250mg 以上のカフェインを普通に摂取している（コーヒー２，３杯以上）。 
B. カフェイン摂取中、またはすぐ後に以下のうち 5 つの症状が認められか、悪化する 
1.      落ち着かなさ 
2.      不安 
3.      興奮 
4.      不眠 
5.     顔面紅潮 
6.      失禁 
7.      胃腸症状 
8.      筋肉のひきつり 
9.      まとまりのない思考と発話 
10.   動悸または不整脈 
11.   疲労の不感性 
12.   精神運動性興奮 
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表５ 不安障害の鑑別診断。 
 
身体要因 
甲状腺機能亢進症 
心臓疾患 
呼吸器疾患 
貧血 
β刺激薬、抗うつ剤などの投薬 
カフェイン・アルコール・喫煙 
サプリメント（セントジョーンズワートなど） 
 
環境要因 
不規則な生活習慣 
過労・疲弊 
興奮を伴う過剰な運動 
強い音響や衝撃への暴露 
その他の持続的なストレス要因 
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表６ 呼吸トレーニング  
 
吸気時に胸腔内圧が増加して不安緊張が高まり、呼気時にはその逆に不安が軽減すると

いう原理を応用し、患者に不安をコントロールさせる方法。以下のように指示する。 
 
１．口を閉じて、鼻から普通に息を吸い込む。 
２．ゆっくり息を吐き出す。 
３．息を吐きながら、ゆっくりと自分に対して静かに次のように言う 

「リラーーックス」あるいは１から６まで数を数える 
４．息を止めて３つ数え、それから次の息を吸う。 
５．この練習を 1 回 10 分、1 日に数回行う。 
６．不安が生じたときには、この呼吸法を実施する。 
 
（説明の例） 

呼吸の仕方が感じ方に影響を与えるということはたくさんの人が知っていますね。例

えば、感情が高ぶった時には、深呼吸をして落ち着きなさい、と言うでしょう？でも本

当は、深く呼吸することではなくて、ゆっくりと落ち着いて呼吸することが大切なので

す。気持ちを鎮めるためには、普通に息を吸って、ゆっくりと長い時間をかけて吐き出

します。リラックスできるのは、息を吐く（呼気）方で、吸う（吸気）方ではありませ

ん。息を吐く時に、気持ちを静めたり、くつろげるような言葉をつぶやくのもよいです

よ。そこで、息を吐く時に、「１，２、３，４，５，６」と数を数えても良いですし、

「リラックス」とゆっくりつぶやいても良いです。 

たとえばリラックスと言いながら、ゆっくり吐くことに集中していただきたいのです

が、ゆっくり呼吸するために、もう１つやってみて欲しいことがあります。息を吐いた

後、肺が空っぽになったところで、次の息を吸うのを、３−４秒待ってください。つま

り、こうするのです。「吸って（普通の速度で）————吐いて（非常にゆっくり長く）「リ

ラーーーックス」息を止めて、１，２，３、吸って（普通に） 吐いて、という具合で

す。 

息を吐くときに、肩やお腹の力も徐々に抜いていくようにしてみて下さい。 
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映画館の中で誰かがたばこを吸っている

換気が悪いので空気が汚れ
る。自分は気管支が弱いので。

きっと苦しくなる

抗議をしたいが人前でもめご
とになるのは嫌だ

これくらいのことは我慢すべき

何度も呼吸をするが、かえっ
て苦しくなる（過呼吸）

不安 動悸、めまい

事実

自動的な
考え

背景
となる
信念

感情
生理学
的反応

行動

図 不安に関する思考、行動、生理的反応のモデル
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資料 金吉晴

The British Journal of Psychiatry (2011) 199, 411–416.

方法

• 長崎の原爆当時、被ばく圏内に居住していた347名のサンプ
ル群

• 長崎の原爆から5～15年後、被ばく圏内に移住した288名の
コントロール群

• 28項目のGeneral Health Questionnaire（カットオフ・ポイント
5/6）を使い精神的ハイリスクを査定した

• 原爆に対する個人の認知、健康状態、ライフイベント、生活
習慣を査定した

Figure 1. 長崎地区

Table 1. 両群の特徴（統計）

サンプル群
(n=347)

コントロール群
(n=288)

両群
高 vs. 低リスク

年齢a 66.3 ( 6.7) 70.3 (6.4)   <0.001 <0.01

性別 (男性)b 131  (37.8) 104 (36.1) N.S. N.S.

喫煙 (はい)b 54    (15.6) 42    (14.6)   N.S. N.S.

飲酒 (はい)b 147  (42.4) 116  (40.3)   N.S. N.S.

教育年数a 9.4 ( 2.4) 10.0 (2.5)    <0.001 <0.05

雇用歴b

事務職員/公務員 91   (26.2) 84   (29.2)   N.S. N.S.

農業/漁業 132 (38.0) 102 (35.4)   N.S. <0.05

産業労働者 42   (12.1) 37   (12.8)   N.S. N.S.

自営業 59   (17.0) 39   (13.5)   N.S. N.S.

その他 22   ( 6.3) 30   (10.4)   N.S. N.S.

未雇用 39   (11.2) 26   (9.0)     N.S. N.S.

同居する家族の人数a 3.2  ( 1.7) 3.6  (2.1)     N.S. <0.05

原爆によらないトラウマの数a 4.0  ( 2.1) 4.1  (2.0)     N.S. <0.01

配偶者または3親等以内親族の原爆によ

る死b

160 (46.1) 67   (23.3)   <0.001 <0.001

Table 1. 両群の特徴（放射能に関する誤解）

サンプル群(n=347) コントロール群
(n=288)

両群
高 vs. 低リスク

放射能は爆発の閃光とは異なる 276 (79.5) 210 (72.9)    <0.05 <0.01

放射能は距離とともに減少する 133 (38.3) 116 (40.3)    N.S. N.S.

放射能は時間とともに減少する 172 (49.6) 118 (41.0)    <0.05 <0.01

自然放射能による被ばくもある 239 (68.9) 216 (75.0)    N.S. <0.01

X線検査では放射線に被ばくする 134 (38.6) 131 (45.5)    N.S. N.S.

直接・間接的被ばくが存在する 88  (25.4) 99 (34.4)     N.S. N.S.

原爆により被ばくしたと思う 272 (78.4) 60  (20.8)    <0.001 <0.001

爆心地からの主観的距離

爆心地より

ゼロ点までの６６
％地点
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Table 1. 両群の特徴（精神と身体の健康

サンプル群
(n=347)

コントロール群
(n=288)

両群
高 vs. 低リスク

フィジカルヘルスb

過去6か月以内の病気 267 (76.9) 223 (77.4)  N.S. <0.01

メンタルヘルス (GHQ28)

高リスクb,d 255 (73.5) 114 (39.6)   <0.001

合計スコアa 10.6 (5.7 ) 6.5   (5.4 )   <0.001

身体 4.2   (2.0 ) 2.4   (2.0 )   <0.001

社会 1.9   (1.8 ) 1.1   (1.4 )   <0.001

うつ 1.0   (1.6 ) 0.6   (1.5 )   <0.001

不安 3.5   (2.0 ) 2.3 (1.8 )   <0.001

Table 2. メンタルヘルスに悪影響を及ぼす変数

調整オッズ比 95% CI p

サンプル群b 5.26 2.56       11.11 <0.001

年齢 0.98 0.93        1.04 N.S.

同居する家族の人数 0.91 0.76        1.10 N.S.

教育年数 1.06 0.90       1.24 N.S.

農業または漁業の仕事歴 2.11 0.95                 4.66  N.S.

配偶者または3親等以内の親族の原爆によ
る死

1.75 0.89         3.44 N.S.

過去6か月以内の病気 B 1.77 0.82         3.80 N.S.

原発によらないトラウマの数 1.18 0.99         1.41 N.S.

放射能に関する誤解c

放射能は雷とは異なる 2.14 1.05       4.33 <0.05

放射能は時間とともに減少する 1.94 0.85       4.41 N.S.

自然放射能による被ばくもある 2.37 1.16       4.84 <0.05

Table 3. メンタルヘルスに悪影響を及ぼす変数a (サンプル群)

調整オッズ比 95% CI p

原爆の強さに対する認知 1.08 0.82    1.42 N.S.

原爆後の不安 0.77 0.36     1.64 N.S.

放射能の危険性を知ったことによる不安 2.62 1.07 6.41 <0.05

年齢 0.89 0.65     1.23 N.S.

同居する家族の人数 0.81 0.33     2.03 N.S.

教育年数 0.58 0.23     1.44 N.S.

配偶者または3親等以内の親族の原爆による死 3.34 0.53     21.07 N.S.

過去6か月以内の病気b 0.87 0.09     8.41 N.S.

原爆によらないトラウマの数 1.38 0.85     2.24 N.S.

放射能に関する誤解c

放射能は雷とは異なる 0.01 0.00     1.70 N.S.

放射能は距離とともに減少する 0.20 0.01     2.96 N.S.

自然放射能による被ばくもある 0.17 0.01     2.65 N.S.

The mental health of clean‐up workers 18 years 
after the Chernobyl accident

チェルノブイリ原発事故から18年後における
除染作業員のメンタルヘルス

Lagonovsky, K., Havenaar, J., Tintle, N., Guey, L., Kotov, R. and 
Bromet, E. 

Psychological Medicine (2008), 38, 481‐488.

方法
• チェルノブイリで1980～1990年に勤務していた男性除

染作業員295名のコホート

• 事故から18年後にインタビュー

• Composite International Diagnostic Interviews (CIDI)

• 頻繁にみられる精神疾患、自殺念慮、重度の頭痛、欠
勤日の疾患の両群比較を行った

• 曝露の程度と疾患、現在のトラウマおよび身体症状と
の関係を検討した

Table 1. チェルノブイリ除染作業員群およびコントロール群の特徴

除染作業員群 (n=295) コントロール群 (n=397)

1986当時の年齢 (歳), 平均 (S.D.) 32.7 (7.5) 38.2 (12.1)

地域, n (%)

キエフ市 43 (14.6) 46 (11.6)

キエフ地区 (キエフ市内除く) 28 (9.5) 46 (11.6)

ドニプロペトロウシク 69 (23.4) 98 (24.7)

ドネツク 85 (28.8) 139 (35.0)

ハリコフ 70 (23.7) 68 (17.1)

教育 n (%)

高校卒業以下 178 (60.5) 227 (57.3)

高校卒業以上 116 (39.5) 169 (42.7)

現在の雇用状況, n (%)

被雇用中 174 (59.0) 183 (46.2)

失職中 24 (8.1) 36 (9.1)

退職 75 (25.4) 167 (42.2)

障害 22 (7.5) 10 (2.5)
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Cont’d Table 1.チェルノブイリ除染作業員群およびコントロール群の特徴

除染作業員群
(n=295)

コントロール群 (n=397)

現在の経済状況, n (%)

充足 74 (25.3) 66 (16.9)

不足 150 (51.2) 217 (55.5)

貧困 69 (23.5) 108 (27.6)

現在既婚, n (%)

はい 241 (81.7) 312 (78.6)

いいえ 54 (18.3) 85 (21.4)

事故以前のメンタルヘルス, n(%)

情緒疾患 11 (3.7) 27 (6.8)

不安障害 (PTSDを除く) 5 (1.7) 23 (5.8)

PTSD 4 (1.4) 1 (0.8)

アルコール依存・使用障害 25 (8.6) 62 (15.6)

間欠性爆発性障害 11 (3.8) 14 (3.5)

自殺念慮 5 (1.7) 8 (2.0)

Table2.チェルノブイリ後の精神健康問題の頻度

除染作業員群（n=295） コントロール群（n=397）

うつ病

1986年から 53（18.0） 52（13.1）

過去1年 44（14.9） 28（7.1）

不安障害（PTSD以外）

1986年から 17（5.8） 22（5.6）

過去1年 15（5.1） 12（3.0）

PTSD

1986年から 11（3.7） 2（1.3）

過去1年 12（4.1） 2（1.0）

アルコール使用障害

1986年から 71（24.3） 87（22.2）

過去1年 25（8.5） 40（10.1）

間欠性爆発性障害

1986年から 18（6.1） 17（4.3）

過去1年 13（4.4） 9（2.3）

自殺念慮

1986年から 27（9.2） 16（4.1）

過去1年 8（2.7） 9（2.3）

重度の頭痛（過去1年） 204（69.2） 21（12.4）

Table 3.身体ならびにPTSD症状と曝露の関係

曝露 N 
(%)

身体症状
Mean S.D.

回避
Mean S.D.

過覚醒
Mean        S.D.

侵入
Mean S.D.

Overall PTSD
Mean         S.D.

高 45 
(15.3)

1.4 0.7 1.0 0.7 0.9 0.8 1.1 0.9 1.0 0.7

中 100 
(33.9)

1.2 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7

低 150 
(50.9)

1.2 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

P

オーバーオー
ル値

0.06 0.001 0.02 0.01 0.002

トレンド値 0.08 0.003 0.01 0.007 0.003

高 v. 中・低 0.02 <0.001 0.007 0.003 <0.001

Fig.1.過去1年のうつ病とPTSDの有無による休職日数
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NCNP

■急性期のこころのケアについて（2011.3.16更新）（PDF）

■災害救援者メンタルヘルス・マニュアル（2011.3.31更新）（PDF・HTML）

■死亡告知・遺体確認における遺族への心理的ケアダイジェスト（2011.3.30更新）（PDF・HTML）

■心のケアチームマニュアル（2011.4.25更新）（PDF）

■災害時地域精神保健医療活動のガイドライン（2011.3.16更新）（PDF）

■災害精神保健医療マニュアル：東北関東大震災対応版（2011.3.16更新）（PDF）

■マニュアル解説スライド(医療関係者用）（2011.3.16更新）（PDF）

■原子力災害の心のケア（原子力安全協会より提供）（2011.3.17更新）（PDF）

■災害時地域精神保健医療活動ロードマップ（2011.3.16更新）（PDF）

■災害被災者の不眠症への対応（2011.4.6更新）（PDF・HTML）

■被災者の飲酒問題への対応（2011.4.5更新）（PDF・HTML）

■死亡告知・遺体確認における遺族への心理的ケア（2011.3.30更新）（PDF・HTML）

■災害・紛争等緊急時における精神保健・心理社会的支援に関するIASCガイドライン（2011.4.25更新）

■災害・紛争等人道的緊急時における精神保健・心理社会的支援（保健医療版） （PDF）

■被災認知症支援マニュアル（2011.5.12更新）（医療用・介護用）

■災害 子どもの悲嘆ガイドブック（教育者、保護者向け）（2011.6.10更新）（PDF）

■災害 子どもの心のケア（一般支援者向け）（2011.3.18更新 3.29名称変更）（PDF）

■災害 被災した子どもを支援する方々へ（医療者、教育者向け）（2011.3.29更新）（PDF）

■災害 子どものトラウマ支援5原則（2011.3.18更新）（PDF）

■災害 子どもの保護者向けリーフレット（2011.3.18更新）（PDF）

■災害 障害児への対応の手引き（2011.3.18更新）（PDF）

■災害 発達障害をもつ保護者の方へ（2011.3.18更新）（PDF）

医療従事者向けガイドライン・マニュアル

一般向け説明用
■ガイドライン解説スライド（一般向け説明用）（2011.3.16更新）（PDF）
■こころの健康を守るために（厚生労働省） （リンク）
■ほっと安心手帳（内閣府）（2011.5.10更新）（PDF） 10

こころの健康を守るために
被災された方へ
○ お互いにコミュニケーションを取りましょう
○ 誰でも、不安や心配になりますが、多くは徐々に回復します
○ 眠れなくても、横になるだけで休めます
○ つらい気持ちは「治す」というより「支え合う」ことが大切です
○ 無理をしないで、身近な人や専門家に相談しましょう
周りの人が不安を感じているときには
○ 側に寄り添うなど、安心感を与えましょう
○ 目を見て、普段よりもゆっくりと話しましょう
○ 短い言葉で、はっきり伝えましょう
○ つらい体験を無理に聞き出さないようにしましょう
○ 「こころ」にこだわらず、困っていることの相談に乗りましょう

特に子どもについては、ご家族や周囲の大人の皆様はこのようなことに気を付け
ましょう
○ できるだけ子どもを一人にせず、安心感・安全感を与えましょう
○ 抱っこや痛いところをさするなど、スキンシップを増やしましょう
○ 赤ちゃん返り・依存・わがままなどが現れます。受け止めてあげましょう

こころの健康を守るために

被災された方へ
○ お互いにコミュニケーションを取りましょう
○ 誰でも、不安や心配になりますが、多くは徐々に回復します
○ 眠れなくても、横になるだけで休めます
○ つらい気持ちは「治す」というより「支え合う」ことが大切です
○ 無理をしないで、身近な人や専門家に相談しましょう

周りの人が不安を感じているときには
○ 側に寄り添うなど、安心感を与えましょう
○ 目を見て、普段よりもゆっくりと話しましょう
○ 短い言葉で、はっきり伝えましょう
○ つらい体験を無理に聞き出さないようにしましょう
○ 「こころ」にこだわらず、困っていることの相談に乗りましょう

特に子どもについては、ご家族や周囲の大人の皆様はこのようなことに気を付けましょ
う

○ できるだけ子どもを一人にせず、安心感・安全感を与えましょう
○ 抱っこや痛いところをさするなど、スキンシップを増やしましょう
○ 赤ちゃん返り・依存・わがままなどが現れます。受け止めてあげましょう
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こころのケアとは？

• 被災者の心の苦しみを聞き出すのは良いことである

• 将来のPTSDが予防できる （デブリーフィング）

• 36時間以内に行うべき

• → その後の研究により否定。
• International Society for Traumatic Stress Studies

• American Psychological Association

• Cochrane Review

www.thelancet.com Vol 378 July 23, 2011

2011. Kim Y, Akiyama T: Post-disaster 
mental health care in Japan. The Lancet 
378 : 317-318.

⽀援/⽀える

本⼈の⽴ち直る⼒を
⽀える

社会・⼼理援助

“相談、励まし“
＝⼈道的

介⼊/助ける

本⼈の⼒の及ばない
ところを助ける

医療・福祉介⼊

“お節介”
＝専⾨性、エビデンス

⾒守り

「こころのケア」

結果の追跡 自然回復

• 外来継続

• 薬品不足

• 病院被害→転院

• 急性発症→錯乱、パニック

• 新規医療保護入院

22

 疲労、不眠、不適応

 発症・増悪→ 不安気分障害

 行動の問題

 →既存の障害、認知症

 家庭葛藤

ケアチーム

医
療

社
会
心
理

 助言

 医療後方支援

 農協、漁協、商工会 医師会、保健所、学校、宗教、NPO、ボランティア

非専門的
支援
PFA

PTSD
PE

ケアチーム

トラウマとなる出来事

被害の実体験

直接的苦痛、恐怖

⽬撃

死の確信

絶望、無⼒

死傷、損傷遺体

危険への直⾯

負傷、痛み、
激しい⾳、⽕災の炎や熱など

死別・喪失

損失
喪失

死別

⾝体機能
共同体
「尊厳」

家族、友⼈

家屋、仕事、財産
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被災者として
注⽬される対⼈関係

や情報

避難・転宅

⽇常⽣活
の破綻

現実ストレス

情報や援助を
受けるための
対⼈接触

疾病の治療

学校・仕事
・地域⽣活新しい

居住環境

集団⽣活

情報内容の
処理

⼈⽬につく
報道される

では・・・

同情や好奇
の対象にな
っているの
では・・・

乳幼児や⽼
⼈・障害者
ケアなど

悲しみ
怒り

罪責

喪失

援助者

有責者

死別

⽣き残り
なかった
助けられ
なかった

様々な感情

恐怖

どのような心理的反応が生じるのか
• 災害直後の数日間の症状の実際的区分

NCNP DAMH
Yoshiharu Kim

予期しなかった恐怖、衝撃のために、
一見すると思考や感情が麻痺

または停止したかのように思われる状態。

災害被害の原因、規模、程度、援助の
内容がわからないことによる現実的な不安。

強い不安のために、落ち着きが無くなり、
じっとしていることができない。

動悸・息切れ・発汗・感情的乱れなど。

（１）現実不安型

（３）茫然⾃失型

（２）取り乱し型

不安

一部は要対応

不安

重症化

まとまって落ち着いて行動する

不安の構成要素

• １ 主観的不安

• ２ 生理的不安 動悸、呼吸困難、発汗、振戦等
• 交感神経系の過緊張状態、カフェイン、音響、過剰な運動、基礎疾患

• ３ 行動的不安 （取り乱し、茫然自失）
• 群集心理、集団パニック

• ４ 認知的不安 悲観敵視項、情報の混乱

災害時の精神保健の一般指針

• ＊PTSDだけが目的ではない。
NCNP DAMH Yoshiharu Kim

多数対応

★自然の治療経過と回復力の尊重
★ほとんどの被災者は急性期の症
状から自然に回復
★回復の促進要因を強化
★回復の阻害要因の除去

個別対応 ★スクリーニング：ハイリスク、初期症状
★受診・相談への動機づけ
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トラウマ
記憶はあるが想起しても不快感
はない。

想起をすると苦痛があるが

・軽度である（生活に支障がない

現実感が失われない）

・想起をコントロールできる。想起

しても現実感はある。

想起すると

・当時に戻ったかのような苦痛

重度、現実感が失われ、偽幻覚

パニック症状を伴う

・想起をコントロールできない

自分または他人の
生命にかかわる危険

本人が直接体験し、
目撃し、または直面

体験の直後に強い恐怖の
(terror） 、パニック症状
または解離

Psychological First Aid
心理的応急処置

（サイコロジカル・ファーストエイド：PFA)

危機的な出来事に見舞われた人
びとを支援する

心理的応急処置
（サイコロジカル・ファーストエイド：PFA)

フィールド・ガイド

• WHO出版

www.who.int

• 3機関の協働
‐ World Health Organization

‐ War Trauma Foundation

‐ World Vision International

• 24の国際機関（UN/NGO)が推奨

• 数カ国語に対応

悪い慣習を繰り返さない…

トラウマセラピー
＆

カウンセリング

PFAとは？

– 押しつけがましくない、実際に役立つケアや支援

– ニーズや心配事の確認

– 水や食料など、必需品の援助

– 無理強いせず、傾聴する

– 安心させ、落ち着かせる

– 被災者に、情報や公共サービス、社会的支援をつなぐ

– さらなる危害からの保護

深刻なストレス状況にさらされた人々への人道的、支持
的かつ実際に役立つ援助。PFAには次のようなことが含
まれます

PFAは以下のようなものではありません

• 専門家にしかできないものではない

• 専門家が行うカウンセリングではない

• 「心理的デブリーフィング」ではない

– つらい出来事について詳しく話していくものではない

• 何が起こったのかを分析させたり、出来事やその時間を
順番に並べさせたりすることではない

• 被災者が語るのを聞くことはあっても、感情や反応を聞き
出すものではない
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Basic services and 
security

Community and family 
supports

専門的サービス

特化した非専門的サービス

コミュニティーの強化や家庭の支援

基本的サービスや安全の社会的考慮

MHPSS対応の中で、
PFAはどこに位置するで

しょうか？

MHPSS対応の中で、
PFAはどこに位置するで

しょうか？

MHPSS:精神保健・心理社会支援（mental health and 

Basic services and 
security

Community and family 
supports

専門的サービス

特化した非専門的サービス

コミュニティーの強化や家庭の支援

基本的サービスや安全の社会的考慮
安全で、社会的に適し、かつ尊厳
を守るような基本的サービスの擁
護

社会的ネットワークの活性化
従来の公共支援
子どものための広場

プライマリーケアの医師による
基本的な精神保健ケア

コミュニティ支援者による基本的なここ
ろのケアと実際的支援
（PFA)

精神保健の専門家（精神科看護師、心理士、
精神科医等）による精神保健のケア

MHPSS の中でのPFA
の位置づけ

MHPSS の中でのPFA
の位置づけ

例:

個人の

危機的状況へ
の反応

個人的要因:
年齢、教育、
心身の健康、
結婚歴、成育歴、
性格

地域環境:
安定したリーダーシップ／
政府、国連、またはNGO
の存在

充分なインフラと公共サー
ビス、貧困問題

危機的出来事：
規模の大小、

発生状況（徐々に、急に）、出
来事の種類（自然災害、紛争）
、多発的か単発的か

コミュニティ:
まとまっているか、争いが
あるか

過去の危機的状況の経験
と備え

脆弱な、あるいは疎外され
たグループがどうか

その出来事は、どれくらいショッキングか？

危機的な出来事とその後の状況は、被災者にと
って何を意味するのか？

どのように反応するのか？

• 出来事に対する心理的な反応とは、客観的事実に基づくも
のではなく、危険に対する主観的評価によるものです。

• 同様に、ストレスに対処するのには知覚されるものが対象
となります。したがって、ストレスは知覚された脅威と定義
できます。

なぜPFAなのか？
レジリアンスの大切な要素

• 長期に渡って回復できる人とは…

‐ 安心していて、人とのつながりを感じ、落
ち着いていて、希望の持てる人

‐ 社会的・身体的・情緒的支援を受けられる
人

‐ 自 分 を 助 け ら れ る と い う 感 覚 を
取り戻す人
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PFAとは、
エビデンス情報と合意に基づいたもの

• トラウマ体験後初期には、PTSDを深
刻化 させる要因が存在する

– 不十分な社会的支援

– トラウマ体験の最中および直後に起こる
解離

• 専門的コンセンサス
– 複数の人道的ガイドラインがPFAを支持

（IASC、Sphere、TENTS）

– 社会的ケアのための合意原則は、 レジ
リエンスの根拠に一致する

レジリエンスを引き出す秘訣

• 安全であること

• 落ち着いていること

• 希望

• 自己と地域の効力感

• 社会的、身体的、心理的な

支援を受ける

PFA 活動原則

準備 • 危機的な出来事について調べる

• その場で利用できるサービスや支援を調べる

• 安全と治安状況について調べる

見る • 安全確認

• 明らかに急を要する基本的ニーズがある人の確認

• 深刻なストレス反応を示す人の確認

聞く • 支援が必要と思われる人々に寄り添う

• 必要なものや気がかりなことについてたずねる
• 人々に耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする

つなぐ • 生きていく上で基本的なニーズが満たされ、サービスが受け
られるように手助けをする

• 自分で問題に対処できるように手助けする

• 情報を提供する

• 人々を大切な人や社会的支援と結びつける

• 危機的な状況は急変する

• 事前の調査とは異なる状況に直面す
ることがある

• 支援を申し出る前に、周囲を見渡す時
間をとる－短い時間でも－

落ち着くこと

安全を確保すること

行動する前に考えること

見る •安全確認

•明らかに急を要する基本的ニーズがある人の確認

•深刻なストレス反応を示す人の確認

「見る」ときの確認事項と気をつけること

安全 • 周囲にどのような危険があるのか？

• そこにいても自分自身や他者に危害が及ぶことは
ないか？

もし安全確認がとれない場合
は、現場に入ってはいけませ
ん。他の人からの助けを探し、
安全な距離からコミュニケー
ションを図りましょう。

明らかに急を要
する、生きていく
上での基本的
ニーズがある人

• 重傷を負って、緊急に医療が必要な人はいない
か？

• 衣服が破れている等、明らかなニーズはないか？

• 支援にアクセスしたり、保護を受けるために手助け
が必要な人はいないか？

• 他に支援にあたれる人はいないか？

自分の役割を自覚しましょう。
特別なサポートが必要な人び
とに支援がいくようにしましょう。
重傷を負った人には、医療従
事者や応急処置へ紹介しま
しょう。

深刻なストレス
反応を示す人

• ストレス反応を示す人びとは何人くらい、どこにい
るのか？

• ひどく動揺している人、自分で動けない人、呼びか
けても応答しない人、ひどくショックを受けている人
はいないか？

PFAが役に立つのはどういう

人なのか、どうすれば最善の
支援ができるかよく考えましょ
う。

危機に対するストレス反応

• 身体症状（震え、頭痛、ひどい疲労

感、食欲不振、痛みなど）

• 不安、恐怖

• 泣く、悲しみ、悲嘆

• 罪悪感や恥（生き残ったことや、他

の人を助けられなかったことに対し

て）

• 生き残ったことに得意になる

• 警戒する、「びくっ」とする

• 怒りや苛立ち

• 動かない、引きこもっている

• 見当識障害（自分の名前がわからな

い、自分がどこから来たのか、何が起

きたのかわからないなど

• 他の人に反応しない、まったく話さな

い

• 混乱、感情の麻痺、現実感の喪失、

ぼんやりしている

• 自分や子どものケアができない（食べ

ない、飲まない、簡単なことも決めら

れないなど）

つらい状況に
ある人を助ける

• 基本的ニーズが満たされ、PFAなどの支援が受けられれ

ば、ほとんどの人は時間が経つにつれて回復します

• ただし、苦痛が重かったり、長引いたりする人に対して

は、さらなる支援が必要となることもあります。そのよう

な人びとを、ひとりにしないようにしましょう。ストレス反

応が消えるまで、あるいは他のひとたちから援助を得ら

れるようになるまで、その人の安全を守ってください。
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思いやりを持って聞く:

目
耳

心
相手の話に集中して

聞く • 支援が必要と思われる人々に寄り添う

• 必要なものや気がかりなことについてたずねる

• 人々に耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする

良好なコミュニケーション

聞く

寄り添う • 敬意を示しながら近づく

• 名前と所属を述べて自己紹介する

• お役に立てることはないかとたずね、可能ならば安全で
静かな場所を見つける

• ほっとできるような手助けをする（水や毛布など）

• 安全の確保に努める

必要なものや気
がかりなことを
たずねる

• 何が必要か聞くまでもない場合でも、常に尋ねる

• 今最も重要なことは何かを把握し、何から手をつけたら
良いのかを整理する

耳を傾け、気持
ちを落ち着かせ
る手助けをする

• すぐそばにいる

• 話すことを無理強いしない

• 相手が話したい場合には、耳を傾ける

• 深刻なストレス症状のある場合は、気持ちを落ち着か
せ、一人にしないようにする

人々の気持ちを落
ち着かせる

• 穏やかなやさしい声で話す

• 目を合わせながら話す

• 相手が安全であること、あなたが援助のためにいることを
思い出してもらう

• 現実感を喪失している場合には、状況や自分の体に触れ
ることが助けになる

– 自分自身 (床につけた足や、太ももを手でたたく）

– 周囲 (周りにあるものに注意を向ける）

– 呼吸 （呼吸に集中し、ゆっくりと息をする）

自立を支援し、自分自身でコントロールする力を

取り戻せるような手助けをする

つなぐ • 生きていく上での基本的なニーズを満たし、サービスを受けられる
よう手助けをする

• 自分で問題に対処できるよう手助けをする

• 情報を提供する

• 人々を大切な人や社会的支援と結びつける

つなぐ ‐
基本的ニーズ

• どんなニーズや要求があるのか？

• どんなサービスを受けられるのか？

• よりリスクの高い人たちは？
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基本的ニーズにつなぐ つなぐ
– 自分で問題に対処できるよう

手助けをする

つらい状況にある人は、

不安に圧倒されているかもしれません…

• 緊急なニーズを整理する手助けをする

（何から手をつけるのか）

• 生活の中で助けになっているものを見つける手助けをする

• ニーズを満たすための実践的な助言をする

（例えば、食料支援を受けるための申し込み）

• 災害以前に、困難に対してどのように対処したか、

何が助けとなったかを思い出してもらう

前向きな対処法をサポートする

• 対処する際に役立ったことを思い出す手助けをす
る

– その人にとって自然な適応メカニズムを修正し、コント
ロールを取り戻す手助けをする

• 相手にとって何が役立つか、自分の考えを押し付
けない

情報につなぐ

• 正確な情報が求められています！

– 何が起こったか、大切な人はどこにいるのか、自分の
権利は何か、どこでサービスを受けられるか？

• うわさが飛び交うことはよくある

情報提供の際のポ
イント

• 支援を始める前に、正確な情報を集める

• 最新の情報を得る

• 被災者がどこで、どのようにすればサービスを受けられるかをしっ
かりと伝えるー特にリスクの高い人たち

• 知っていることのみ伝えるー情報を作り上げない

• 簡潔で正確なメッセージを心がけ、繰り返し伝える

• うわさ話を避けるため、集団に同じ情報を伝える

• 提供する情報の出所と、信用できるものか説明する

• 最新の情報はいつ、どこで伝えられるのかを知らせる

要約:  倫理的ガイドライン

すべきこと

• 信頼されるよう、誠実でいる

• 自分の意思決定を行う権利を尊重する

• あなた自身の偏見や先入観を自覚する

• たとえ今は支援を断ったとしても、後で
支援を受けることができることをはっきり
と伝える

• 時と場合に応じて、プライバシーを尊重
し、聞いた話については秘密を守る

• 相手の文化、年齢、性別を考えて、それ
にふさわしい行いをする

してはならないこと

• 支援という立場を悪用しない

• 支援の見返りに金銭や特別扱いを求めな
い

• できない約束をしたり、誤った情報を伝え
ない

• 自分にできることを大げさに伝えない

• 支援を押しつけたり、相手の心に踏み込ん
だり、でしゃばったりしない

• 無理に話をさせない

• 聞いたことを別の人に話さない

• 相手の行動や感情から「こういう人だ」と決
め付けない
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子どもと青年のリ
スク

• 危機的な状況では、安心感を与えてくれる日課や場所、人々など
を失う

• 基本的なニーズを満たしたり、自分を守ることができない

• 離れ離れになった子どもは、特に注意が必要

• 人身売買や、性的搾取、武装勢力への参加の危険性

• 少女は特にリスクが高い（虐待、搾取、スティグマ）

子どもと青年のためにできること

• 大切な人と一緒にいるようにする
– 同伴者がいない場合、子供を保護する信頼できるネットワークや

機関につなぐか、保護者を探す

– １人にしておかない

• 安全を確保する
– 惨状や負傷者、破壊、動揺するような話やメディアから守る

• 聴き、話し、遊ぶ
– 落ち着いて穏やかに話しかけ、子どもの目の高さで対応し、子ども

にわかる言葉で話す

– 状況について子ども自身の考えを聞く

• 子ども達も強いことを忘れない

慢性疾患や
障害を持った人

• 危機的な出来事の体験が、健康状態を悪化させる（身体や
精神の障害）

• 以下の手助けをする…

– 安全な場所へ移動する

– 基本的ニーズを満たす

– 医療サービスや薬を入手する

– 保護機関やその他の支援につなぐ

– 利用可能な支援の情報を提供する

自分自身のケアで始まり、
自分自身のケアで終わる

先ほど書いたことを

思い出してください…  

• 自分自身のケアはどうしています
か？

• 同僚は、どのようにお互いをケアし
ていますか？

日常的なセルフケアへの配慮は、自分に
とっても、周りの人にとっても責任ある行
動です

自分自身と同僚のケアの練習

• 支援活動の前:
– 支援する準備ができています

か？

• 支援活動中:
– 身体的、精神的な健康を保つ

ためには？

– 同僚をどのようにサポートし、ま
たサポートされているか？

• 支援活動後:
– どのように休息、回復し、振り返

れるか？

手助けが必要なとき…
• 危機的な出来事に関する心を

乱すような考えや記憶がある

• とても落ち着かなかったり、悲し
くなる

• 睡眠に問題がある

• 自分の体験を対処するために、
過度の飲酒をしたり薬物を使う

こうした問題が1ヶ月以上続くよ
うであれば、専門家に相談する
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チームをサポートする際のポイント

– よく聞く

– 気にかけている、共感していることを示す

– 敬意を払う

– 責めたり、決め付けたりしない

– 境界線を明確にする

– 必要なときにそばにいる

– 同僚が自分自身をコントロールしたり、ケアできる力を取り戻す
手助けをする

– 守秘義務を守る

– お互いに感謝し、認め合う

倫理の5原則 10.8研修より

• PFAの目的は被災者、被災地の回復を支援することである
。

• PFA以外の支援活動や支援者を尊重し、連携と調和を心が
ける。

• PFAの実施にあたっては現地の文化にあった礼節を守る。

• PFAを実施する時と場所、自分の立場をわきまえる。

• PFAを個人もしくは組織の利益、宣伝のために用いない。
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

―放射性物質の健康リスクにおけるリスクコミュニケーションに関する研究－ 
 

研究分担者 堀口逸子 順天堂大学医学部公衆衛生学教室助教

 

Ａ．研究目的 

  リスクコミュニケーションは、1989 年、

National Research Council によって「個

人、機関、集団間での情報や意見のやり

とりの相互作用的過程である。」と定義さ

れた 1）。相互作用的とは、行政や企業、

科学者に代表されるリスク専門家から情

報が一方方向に伝えられることではなく、

多くの個人や関係団体、機関が、リスク

についての疑問や意見を述べ、リスクに

関する情報を交換し、ともに意思決定に

参加することである。また、意見や情報

の交換にとどまらず、ステイクホルダー

と言われる利害関係者がお互いに働きか

け合い、影響を及ぼし合いながら、建設

的に継続されるやりとりである。双方向

のやりとりを重要視しているのが、リス

クコミュニケーションである。リスクコ

ミュニケーションにおけるリスク情報、

リスクメッセージは、リスクの性質や、

リスク管理のための法律や制度、その整

備に対して、またリスクメッセージその

ものに対しての関心や意見、反応の表現

である。効果的なリスクコミュニケーシ

ョンのためには、それに関わる人々のリ

スク認知、いわゆるリスクの主観的な捉

え方を明らかにする必要があると言われ

ている 2）。リスク認知は、心理学におい

て多くの研究がなされ、恐ろしさ、未知

性、災害規模の 3 次元で捉えられるとさ

れている 3-4）。これは、出来事の記憶し

やすさや想像しやすさによって影響を受

け、リスク評価とリスク認知の間にずれ

があること、また、性別、民族、社会的

地位、年齢、職業集団などによる差異が

あると言われている。科学技術リスクに

対して、専門家は一般市民のリスク認知

をより高く推測すると同時に、当該専門

家のリスク認知とより大きな乖離感があ

ることが報告されている 5）。リスクを「恐

ろしい、怖い」と認知する要素としてこ

れまでの研究から 11 項目が挙げられて

いることが紹介されている 2）。それは、

非自発的にさらされる、不公平に分配さ

れている、よく知らないあるいは奇異な

もの、人工的なもの、隠れた取り返しの

つかない被害があるもの、小さな子ども

や妊婦あるいは後世に影響を与える、通

常と異なる死に方をする、被害者がわか

研究要旨 事故後に福島県内及び地域として実施されたリスクコミュニケーション

事例を一部検証し、その結果、リスクコミュニケーションを円滑にすすめるための

企画や技術を自治体職員等が学ぶ必要があることがわかった。放射性物質の健康リ

スクに関する情報提供内容の明確化と優先度を明らかにするために、食品衛生監視

員対象質的調査をデルファイ法の利用により実施した。その結果、リスク概念その

ものを理解することが上位に抽出された。また、これらの結果を踏まえ、情報提供

内容を整理し、それがより効果的に情報提供できるよう、ゲーミングシュミレーシ

ョンのひとつであるカルテットゲームを用いた教材を開発した。教材の効果評価に

ついては、今後の課題である。 
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る、科学的に解明されていない、信頼で

きる複数の情報源から矛盾した情報が伝

えられる、である。そして、リスク認知

はリスクメッセージの提示の仕方によっ

ても変化する 2）。また専門家は、知識が

増えさえすればリスクを受容し、説得さ

れると考えがちであるが、それは誤りで

ある 6，7）。 

本研究では、筆者が関わった放射性物

質に関連したリスクコミュニケーション

から課題を抽出し（A）、リスクコミュニ

ケーションの情報提供内容として必要不

可欠な項目を明らかにし（B）、その結果

から、リスクコミュニケーションに用い

る教材を開発すること（C）を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

A.放射性物質に関連したリスクコミュニ

ケーションの2事例の報告と課題 

1）震災約1カ月後に福島県主催による実

施されていた住民説明会参加（3回）のメ

モとその後県に提出した課題抽出資料に

基づきレビューする。2）栃木県における

放射線による健康影響に関する有識者会

議の公式資料（HP）記録に基づきレビュー

する。 

 

B.食品衛生監視員を対象とした質的調査 

今回の調査は、あるテーマに対する課

題を抽出する質的調査法のひとつであ

るデルファイ法を利用した。デルファイ

法は専門家を対象とした 3 回にわたる質

問紙調査法で、課題抽出とともに、その

優先順位が決定されるものである 8-10）。 

対象者は、国立保健医療科学院におけ

る食品衛生監視員対象研修に参加して

いた全国からの 47 名の食品衛生監視員

で、調査主旨、方法、タイムスケジュー

ルが書かれた文書をメールによって説

明し、書面にて同意を得られた 31 名で

ある。質問紙の送付及び回収は、メール

によった。調査は平成 25 年 2 月から 3

月である。 

第 1 回調査では「食品に含まれる放射

性物質に関して、消費者が学ぶべき内容

として、どのような内容が考えられます

か。あなたが知ってほしいと思う項目と

して優先度の高い内容と思われるもの

を 5 つ以内あげ、各々その理由について

も記入してください。」という質問に対

して、5 つ以内の項目とその選出理由を

自由に記載してもらった。記載された項

目及び選出理由からＫＪ法 11）を用いて

項目を選出した。 

第 2 回調査は、第 1 回調査で選出され

た項目を示し、その中から対象者にとっ

て重要度が高いと考える上位 5 項目につ

いて、順位付けしつつ再度理由を記載し

てもらった。各対象者が選んだ 5 項目に、

それぞれ上位から順に第 1 位を 5 点、第

2 位を 4 点、第 3 位を 3 点、と第 5 位の

1 点まで順次得点化し、項目毎に合計得

点を算出した。 

第 3 回調査は、第 2 回調査結果から合

計得点の高い順番に項目を提示し、再び

第 1 位から第 5 位まで順位付けしてもら

った。最終結果として、第 2 回調査と同

様の方法で得点化し、項目毎の合計得点

の算出結果から最終的な優先順位付けを

行った。 

 

C. ゲーミングシュミレーション 

を応用した教材開発 

教材開発において、学習者が能動的で、

提供された論題の全体要素が同時に与え

られ、論題の全体像を理解できるよう、

興味づけ、情報提供、コミュニケーショ

ンの促進のために、ゲーミングシュミレ

ーション 12）を利用した。今回は、情報

提供を主体として、欧州を中心に知育玩

具として利用されているカードゲームで

ある「カルテット」を利用した。「カルテ
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ット」は，日本では，新型インフルエン

ザ 13）や、食の安全教育 14-15）、狂犬病予

防 16）を題材にしたものが開発され，一

定の教育効果が指摘されている。 

カルテットゲームは欧州を中心に知育

玩具としてトランプのように用いらられ

いる幼児以上を対象としたカードゲーム

の一種で，3～5 人でプレイする。8 テー

マそれぞれ4枚ずつの合計32枚のカード

からなり，4 枚組（テーマ数）を最も多

く集めた人が優勝するゲームである。内

容は、研究 B 結果及び本研究班によるデ

ィスカッションによって決定した。 

（倫理面への配慮） 

研究Aにあたっては、公開されている資

料によるレビューを行った。研究Bにあた

っては、同意が得られた者のみを対象とし、

調査分析のためのデータ管理及び整理を

調査者ではない担当者が行い、調査者には

匿名化されたデータが渡され、対象者がど

のような回答をしたかはわからない。 

 

Ｃ．研究結果 

A．1） 福島県での住民説明会は震災後ま

もなくいわき市を皮切りに始まった。プ

ログラムは各会場約 35 分の情報提供後、

質疑応答約 1 時間ですすめられていた。

質疑応答内容からは農作業時の注意点や

外遊びなどであった。参加した 3 会場で

考えられた課題は、リスクコミュニケー

ションの戦略がないこと、質疑応答場面

でのファシリテーションの問題（ファシ

リテーターをどうするのか、またその技

術的課題）、1 カ月を経過しており、統一

された資料の配布（せめて情報提供にで

てくる専門用語の列挙の 1 枚）、リスクの

性質だけではなくリスク管理について情

報提供すること、プロセスの開示が必要

なこと、情報提供者のリスクコミュニケ

ーションとしての技術によって伝わり方

が異なることを情報提供者に認識しても

らうことなどである。 

2） 栃木県は平成 23 年 10 月より 7 名の

委員からなる「放射線による健康影響に

関する有識者会議」を立ち上げ、委員は、

放射線医療等の他、リスクコミュニケー

ションを研究する者が含まれていた。4

回の会議、県民からの「広」聴会、そし

て平成24年 6月には最終報告書を取りま

とめ、シンポジウムを行った。「広」聴会

では、県民である指定団体 3 団体より意

見が述べられている。質疑応答は、受付

で配布した質問用紙に記載し、それを読

み上げていくかたちで行なわれた。質問

用紙には、名前や所属の記入を求めてい

ない。時間内に回答できなかった質問は

後日回答が作成され、委員のコメントな

どを含め県のホームページにアップされ

た。質問はまとめられたり、リライトし

たりすることはなく、そのまま記載して

いる。質問内容は多岐にわたり、また数

多く、学会等が立ち上げている HP での Q

＆A などでは回答が見つからないのも少

なからずあった。有識者会議では、陰膳

調査等を実施が決定し、その対象県民に

対する説明会は県職員が担当し、調査結

果の説明会も県職員が担当した。広聴会

やシンポジウムでは、会場の参加者全員

に赤と青の紙を１対にして事前配布され、

質疑応答の前には「県北から参加してい

るひとは赤紙、そうでないひとは青紙を

あげてください」と参加者の背景がわか

るようになっていた。自分で放射線量を

測定している人、子どもと一緒に住んで

いる人などの参加が多かった。 

 

B.食品衛生員対象調査 

 第 1 回調査の回収は 31 人で、第 2 回調

査は第1回調査回答者の71.0％（22人）、

第 3 回調査は 87.1％（27 人）であった。   

第 1回調査では、62項目が抽出された。 

第 2 回調査では 41 項目が得点を獲得し、
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それは 43 点から 1 点の範囲であった。第

3 回調査では、28 項目が得点を獲得し、

それは 84 点から 1 点の範囲であった。上

位 10 項目を表 1 に示す。 

 

表1 食品に含まれる放射性物質に関して、

消費者が学ぶべき内容の優先的項目 

順位 内容 得点

1
（放射線影響）ゼロリスクは不可能である
こと

84

2
放射性物質とそれ以外のリスク（喫煙や過
度の飲酒など）

70

3
原発事故以前から元来食品中に放射性物質
が含まれていること

38

4 リスクの概念 32

5
日常生活で放射性物質に暴露していること
とその量

28

6 ベクレルとシーベルトの違い（単位） 18

7 放射性物質による健康影響（被害） 17

7 基準値の解釈 17

9 放射性物質・放射線とは何か 14

10 健康に影響を及ぼす放射性物質の量 10
 

 

C.ゲーミングシュミレーションを応用し

た教材開発 

 カルテットの8つのテーマは「日常生活」

「放射性物質」「測定」「有効利用」「が

ん」「リスク」「不安」「国の対応」とな

った。各テーマにおけるカード内容等は図

１カルテット一覧に列挙した。 

 

Ｄ．考察 

 福島県における住民説明会の質疑応答

の内容はリスクコミュニケーションとし

ては、緊急時の個人的選択の場面と考え

られた。現在は、県民健康調査に関して

の情報提供が主となっていると思われる

が、それらを含め継続した評価が望まれ

る。一方、栃木県「放射線による健康影

響に関する有識者会議」は、平時の社会

的選択の場と考えられる。「広」聴会での

県民である指定団体から直接意見が述べ

られたことは単なる情報提供や質疑応答

ではなく、リスクコミュニケーションの

最初のステップと考えられた。質疑応答

が無記名による質問用紙の読み上げ行わ

れたことは、会場の個々人の情報収集状

況が不明であり、背景もさまざまである

ことが想定でき、そのなかでの質問しや

すい状況がつくられているように思われ

た。ホームページに掲載れている質問文

は原文のままであれ、質問が主催する自

治体側が意見を「聞いた」「受けとめた」

というイメージを与えている。質問内容

からは、学会等が立ち上げている HP での

Q＆A などでは回答が見つからないのも

少なからずあり、すべてに対応している

ことは不可能であある。内容からは、今

後、国民ひとりひとりがこれからあらゆ

るリスクに気づき対応していくときに、

その根本となる「リスクの考え方」が重

要になることが考えられた。調査（結果）

説明会は県職員が担当しており、やはり

自治体職員のリスクコミュニケーション

トレーニングは欠かせないと考えられた。 

 広聴会やシンポジウムでは、質疑応答

の前には事前配布された赤・青の紙を使

用して、ファシリテーターからの質問に

回答する方式がとられており、これは参

加者の状況が会場みなで共有できると考

えられ、リスクコミュニケーションの方

向性を見出すためにも有効であろう。 

リスクコミュニケーションにおいて、

その取り扱うリスクの専門家の課題とし

て、自らの正しさに確信を持ちすぎてい

ること、専門家間での相違、素人の参加

を阻む意識、一般の人々のニーズに合っ

たリスク情報、リスクメッセージの提供

ができていないこと、そしてコミュニケ

ーション能力があがっている 2）。専門家

であればコミュニケーションは誰でもで
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きるものというのは専門家の思い込みで

ある。今回の福島原子力発電所の事故に

おける地域のリスクコミュニケーション

にソフトサイエンスの研究の成果は活か

せたのだろうか。今からでも、協働し、

戦略的にリスクコミュニケーションがす

すむことを願っている。平時から関係者

はトレーニングに取り組み、そのリスク

コミュニケーションを評価しつつ、継続

していくことが、放射線リスクのみなら

ず、これから経験するかもしれない様々

なリスクへの対応につながるであろう。 

現在は事故前の状況とは異なるが、い

わゆる緊急事態ではない。これから消費

者が放射性物質に対してどのような基礎

的な知識を得ておくべきなのか、食品衛

生監視員対象とした質的調査を実施した。

質的調査のデルファイ法対象者数は、30

人以上の対象者に回答を得ても，結果に

大差はない 17）とされている。今回の調

査対象者数は 30 人を超えており、最終段

階である回収率も 80％を超えており、十

分に信頼性があると考えられる。今回は

第 1、2 位を占めたリスク概念そのものに

ついては、これは消費者にとって知るべ

き食の安全項目としても過去の研究から

あがっていた 18-19）。放射性物質に関連し

たリスクに特化せずに、リスク概念を理

解することが求められていた。 

 これらを踏まえ試作したカルテットは、

本研究において参加したプレ研修から、参

加型かつ問題解決型の研修が重要である

との認識から、対象がこれまで情報収集が

あまりできていない人々には情報提供と

して、また福島県内などすでに多くの情報

収集を果たしている人々にとっては研修

におけるアイスブレイクとして利用する

ことを想定している。研究班メンバーは、

放射性物質と健康影響に関しての専門家、

支援の専門家、食品の専門家であり、また

実際に現地支援を行っていた者であり、現

場経験を踏まえた内容になっていると考

えられる。カルテットによる利用効果につ

いては今後の研究によって評価しなけれ

ばならない。 
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Ｅ．結論 

 リスクコミュニケーションにおいては

特に自治体職員等情報提供者となりえる

人々には、リスクコミュニケーションのス

キル向上のための研修が必要不可欠であ

る。情報提供内容は対象者のニーズにあっ

たものにしなければならないが、放射性物

質に関するリスクだけでなく、リスクその

ものの概念などを伝えていかなければな

らない。情報提供方法としてゲーミングシ

ュミレーションを利用した教材が開発さ

れ、その評価を今後実施しなければならな

い。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 なし 

 2.  学会発表 

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担報告書 

 

モデル研修の評価 

 

研究分担者：山口一郎、奥田博子、寺田 宙、志村 勉、欅田尚樹（国立保健医療科学院） 

研究要旨 

 原子力災害からの回復期における地域での保健医療福祉活動の方向性を見いだすことが課題と

なっている。このため、保健医療福祉関係職種が関わる放射線リスク・コミュニケーションの困難さを

分析し、業務上の負担を軽減するための研修モデルを作成した。作成したモデルを実際に試行し、

参加者から評価を得た。 

 原子力災害の影響を受けた地域では、移住、外遊びや給食など、広範囲の様々な課題に対して

判断に迫られている。これらのルール作りは保健医療福祉の現場で大きな負担となっている。放射

線リスクを減らすための対策は、同時に別の課題を伴うために、トレードオフ構造となる。これまでの

多くのリスク管理は、リスク低減策がもたらすマイナス面が必ずしも顕在化しなかったが、原子力災害

が社会に与えた影響は大きく、トレードオフ構造が顕在化しやすく二次的な健康リスクの増加が現実

的なものとして懸念される。トレードオフを考えて意志決定するには、相場観を形成する必要がある。

しかし、放射線リスクをどう捉えるかは、大きく異なる見解が流通し、それらを詳細に吟味するのは容

易ではないことから、自分なりに納得して理解することに大きな困難さがある。さらに、放射線リスク評

価だけではなく、その前提となる放射線の量や放射線防護対策の実施による放射線の量の低減効

果のイメージ形成の困難さが課題であった。これらの困難さの背景としては、放射線やリスク科学の

理解の困難さがあると考えられるが、それだけではなく、政府機関の対策に関する不信や放射線リス

クに関する大きく異なる見解の存在が無視できないと考えられる。政府機関や専門家が正しい知識

を提供するというモデルは信頼関係が成り立ってはじめて成立するために、信頼関係を取り戻すこと

が求められ、そのためには、リスク・コミュニケーションの基本的な考え方を活用して取り組むことが有

効であると考えられる。さらに、それぞれの個人が相場観を形成するだけでなく、むしろ、社会の中

で、対策の進め方に関する一定の合意を形成するなど、社会の中での相場感づくりが不可欠である

と考えられる。この地域社会への働きかけでもリスク・コミュニケーションの基本的な考え方が適用さ

れうると考えられる。 

 以上の仮説に基づき、この事態を打開するために、リスク・コミュニケーションの視点を取り入れた、

双方向で受講者間のコミュニケーションを促進し、人々の考え方がそれぞれ異なることの再認識を起

点として課題解決に取り組むアプローチを取り入れた研修モデルを作成し、試行した。その結果、福

島県内の保育士対象の試行研修ではよく受け入れられ、プログラム内容が概ね支持された。研修中

に抽出された福島県内の保育士が日常業務で課題と考えていることのトップ２は，職場内での意見

の違いへの対応、保護者への対応であり、コミュニケーションのあり方が課題であった。その一方、東

京都内での実施では、参加者が多職種で構成されていたこともあり、参加者の関心の違いによる評

価の違いが見られたが、リスク・コミュニケーション的な取り組みは概ね好評であり、このプログラムは

参加者に新しい視点を提示したことが確認された。 

 原子力災害からの回復過程での問題の解決は容易ではない。原子力災害の影響を受けた地域で

は、原子力災害発生後の各人の行動の違いへのわだかまりや補償をめぐる考え方の違いなど、容

易には克服しがたい課題が山積している。このことが、原子力災害からの回復期における地域での

保健医療福祉活動を推進させることの足かせにもなっている。このような現状の改善のために、リス

ク・コミュニケーション的な視点を取り入れ、これまでの災害からの地域社会での回復過程での取り

組みも参考とし、発想を柔軟に見直すことを促す研修が有用であり、困難な状況でのパラダイムシフ

トの導入が保健医療福祉分野での地域活動のポイントになると考えられた。 
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Ａ．研究目的 

原発事故後の地域での保健医療福祉関係

職種が関わる放射線リスク・コミュニケーシ

ョンの困難さを分析し、今後、実践的に展開

するために求められるパラダイムシフトの

方向性を提示し、業務上の負担を軽減するた

めに検討した研修モデルを実際に試行し、そ

の有用性を検証する。 

 

Ｂ．研究方法 

 福島県内外の自治体等の研修事業や調査事

業で協力する機会を活用し、保健医療福祉関

係職種向けの放射線対策研修のあり方を検

討した上で、モデルとなる研修プログラムを

作成し、東京都と福島県で試行した。東京都

では、東京都健康安全研究センターの協力を

得て、東京都及び特別区の保健衛生部門の職

員を対象とし 2013 年 2 月 26 日に、福島県で

は保健福祉部子育て支援課および福島県保

育協議会の協力を得て、保育士対象の研修を

2013年 3月 9日にそれぞれ自治体の事業に協

力して実施する形態で行った。 

 それぞれの研修への参加者に、自記式の事

業評価シートへの記入を依頼し、その結果を

集計した。 

 また、福島ではデルファイ法を用いて、グ

ループワークにおいて参加者が困っている

ことを集約した。 

 

C．研究結果 

C1. 福島県での保育士対象研修では 18 名か

ら回答を得た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【原発事故対応に関する研修の必要性】 

研修への高いニーズがあると考えられた。 

 
図 1．原発事故対応に関して職員に対する研

修は必要？（福島県保育士） 

（不要：1，必要：5 として 5 段階での評価を

求めた） 

 

【各科目の必要性】 

リスク・コミュニケーションの課題、リス

ク・コミュニケーションに関するグループワ

ークは必要性が高いと受け止められた。 

 
図 2．各科目の必要性（福島県保育士） 

（5 段階評価平均得点±標準偏差を示す） 

 

【各科目の受講感想】 

コミュニケーションとグループワークが特

に高評価であった。 

 
図 3．各科目の受講感想（福島県保育士） 

（5 段階評価平均得点±標準偏差を示す） 
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【講師役の可能性】 

研修後に保育所での研修を講師とした参画

することは概ね困難であると自覚されてい

た。 

 
図 4．研修で講師ができますか？（福島県保

育士） 

 

【自由記載欄で頂いたご意見】 

○研修の目的 

 どのような意図を持って研修を実施してい

るかを明確に伝えて欲しいという要望があっ

た。社会的に論争がある課題では、どちら側

についているかに関心が集まると考えられる。

また、即効性のある答えを研修で求めること

も当然あると考えられる。研修に求めるもの

と研修が提供するもののギャップを減らすた

めに、この研修で何が得られるかを明確に示

すことが必要であると考えられる。 

 この研修は、保育所（や地域の問題）解決

に役立つことを目指しており、そのために、

保育士の方々の負担を減らすことを目的とし

ていた。現場での対応を前に進めるためにど

うすればよいかを共有することを目指してい

るが、このようなリスク・コミュニケーショ

ンのベースになる考え方は，必ずしも医師、

保健師、看護師、保育士等、地域の保健医療

福祉関係者に普及しているとは限らない。こ

のため、研修のクライメイトセッティングで

の障害となり得る。これに対して除染情報プ

ラザでは、地域ワークショップのプロモーシ

ョン・ビデオを作成し、提供している。この

ような問題解決のための取り組みイメージ共

有が有効である可能性がある。また、栃木県

では原子力災害対応を念頭に置き、職員対象

のリスク・コミュニケーションに関する研修

を平成 25 年度から開始することにしている。

このような取り組みも必要であると考えられ

る。 

 

○地域での放射線対策の基準づくりの困難さ 

•「今回の研修についてはある程度理解できた

が、実際住んでいる者としては、ある程度の

基準(誰が決めるかも問題だと思う)は出して

欲しい（素人に判断を委ねないで欲しい）」 

・「具体的な事例（困っていること）に対し

てのアドバイスや考えるための判断材料にな

るヒントなどそういう研修がしたいです」 

 

 地域での放射線防護の基準は、住んでいる

方が納得できる基準とする必要がある。この

ため、ルール作りには住んでいる方の参画が

不可欠となる。しかし、判断は負担で困難で

ある。それに対して、専門家は判断のための

支援ができることが実感できるとよいと考え

られる。時間と負担が必要となるが、研修で

参加者の合意が得られるある程度の基準値を

出してみることが考えられるかもしれない。

そのためには、参加者から判断の材料として

必要なものを求め、それらの材料を専門家の

支援を得て集めることが考えられる。さらに、

このアイデアを掘り進めると、研修の前に困

っている保育所で、ルール作りを実践し、そ

れをモデル例として研修で示し、それに関わ

った保育士から意見を頂くことも考えられよ

う。 

 

○放射線の安全を求めたい気持ちとの向き合

い方 

「どこまで安心・安全なのか、大丈夫とい

う確信がないと不安は減らないと思います。 

自分で、みんなで決めると言っても、これは

なかなか難しいですね…」 

 

 安心は主観的なものであり、不安を持ちつ

つ気をつけて生活するのが実情であることか

ら、不安をなくすることを目指すことには限

界があると考えられる。 
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 不安の軽減よりも、信頼感の醸成を目指し

すことが現実的であるとすると、困難さを自

覚して地道に取り組むしかないことから、関

係者の問題の向き合い方マインドを揃えるの

が重要であると考えられる。 

 

○放射線の基礎知識 

「基本的な知識を改めて学ぶことができた」 

「基礎知識が自分の意見・考えを持つことに

つながると思う」 

「もっともっと放射線に関する勉強が必要」 

「簡潔にわかりやすい説明をお願いしたい」 

「（線量の測定は）高い低いで終わるのでは

なく、積算の仕方までつなげていければと思

う」 

 

 難しかったとしながらも、基本的な知識の

再整理に研修が役立っていることがうかがわ

れた。参加者の疑問に答える内容を目指す必

要がある。 

 線量の評価に関しては、降下物からの新た

な汚染に関して、質問を頂いた。保育所など

での除染などの対策を考えた場合に、その有

効性の観点から、再汚染への関心は高いと考

えられる。降下物のデータを示し、そこから

線量の増加の寄与の説明を試みたが、表面汚

染密度、土壌濃度、空間線量の関係を短時間

で把握するのは容易ではない。このため、こ

のような疑問に対応するには、現場での計測

データを共に確認しながら一歩ずつ進めてい

くことが必要であると思われる。 

 

○リスク・コミュニケーション 

「すごく考えさせられました。言葉の使い方、

伝え方など、まだまだ勉強が必要だと感じま

した」 

「分かりやすい内容で伝わってくるものが多

かった」 

「すぐに使えるポイントや赤青カードの手法

など取り入れていきたいなと思いました」 

「具体例が多く参考になった」 

「時間をもっと取って欲しかった」 

「話し合える雰囲気作りが必要なので、（グ

ループワークと共に）研修のメインにして欲

しい」 

 

 率直な意見が表出されがたい状況では、他

人の意見を知ることが大切であり、研修で得

られた気付きが出発点になると考えられた。

現場で展開するには、さらに継続した研修で

応用力を付ける必要があると考えられる。 

 

○グループワーク 

「お互いに思っていることを話すということ

は心を整理するのによかったと思います」 

「解決できなかったとしても同じ悩みを共感

することで力になりました」 

「他の地方、施設の方の意見や情報交換をす

ることが、自分の施設で取り入れられたり、

参考となるようなことも聞かれてよかった」 

 

 共感できることは人間のすばらしい能力で

あり、それを再認識する機会を豊富に用意す

ることが原子力災害からの回復期には求めら

れると考えられる。現場での課題は、難問で

あり、容易には解決はつかないが、問題点を

一歩ずつ解決できるように研修の質を改善さ

せる必要がある。 

 

○必要なことや課題 

「専門的な知識・正しい知識」 

「安全に対する判断は出来ないと思う」 

「研修はとても理解しやすくよかったです。

内容も順序よく比較もあり、原発事故前と後

の被ばく量も納得できました。自分が講師に

なったり担当する側になるとうまく説明でき

るか話ができるか不安です」 

 

 放射線の知識を修得することは、原理面の

理解が容易ではないので、少し掘り下げよう

とすると自習では大きな困難が付きまとう。

このため、保健福祉職では、最低限の知識が

再整理できるようにすることを研修の目標と

するのがよいと考えられる。 

 その一方で、保健医療福祉職自身が、よく

理解できていないことが業務にあたることの
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懸念材料として大きい場合には、まず、その

疑問を解消することが必要と考えられるので、

それぞれの疑問にとことん付き合うような専

門家のリストを用意することが有用ではない

かと考えられた。 

 研修受けたそれぞれの方が、自分自身で納

得のできる判断が行えるようになるには、リ

スクの程度が直感的に把握できるようにする

ことが求められる。そのためにはリスク比較

が有用であるが、リスク比較は、他人から押

し付けられるものではなく、異なった性格の

リスクを提示することは反発を招くだけにな

りかねない。このため、研修では、自分自身

でリスク比較を試みることができるような支

援が求められよう。 

 研修の職場での復命は、扱っている課題の

大きさからも限界があり、研修で学んだ放射

線知識を職場で広げることで問題を解決する

というモデルは現実的には適用困難だと考え

られる。むしろ、職場での課題解決のための

方法論に関してアイデアを考え実行できるよ

うな支援が有用であり、必要に応じて外部の

人的資源を有効に活用することのイメージが

持てるようにするとよいとも考えられる。 

 

○さらなる疑問点？ 

「問題点や不安な心を引き出すスキルがあれ

ば（グループカウンセリング等）」 

「日々の生活の中で子育てと放射能で悩んで

おられる保護者の方々に正しい知識を伝えて

いく必要性を実感した」 

 

 福島でのリハーサル研修では、メンタルヘ

ルスに関する講義が実施できなかったが、不

安を持つ保護者への対応の観点として、メン

タルヘルス面での研修を望む意見は福島県保

育協議会での調査同様、よく見受けられた。

保育士や保健師対象の研修では、重要な要素

になると考えられる。 

 子育て支援事業や自治体での食品の放射線

安全に関するリスク・コミュニケーション活

動の中で、臨床心理士との連携例が進みつつ

あるので、情報共有を促進して取り組みを進

展させることが考えられるとともに、メンタ

ルヘルスケアの課題は、支援者自身のセルフ

ケアに帰着すること部分もあることから、医

療保健福祉職種自身のメンタルヘルスの問題

の軽減にも役立てられることが期待される。  

職場のメンタルヘルスケアの取り組みは、内

部からはおこりにくい特性を持つので、この

ような研修により、被災した自治体職員のメ

ンタルヘルスケアの重要性とその対策の必要

性に関する認識を醸成し、体系的な対策につ

なげていくことが求められる。 

 

 相手の心情を考慮した対応が必要であるこ

とに加え、リスク評価に関する様々な言説へ

の評価に戸惑っている状況が示された。 

 低線量域での線量とリスクの関係は、それ

が観測される程度に大きくないことが知られ

ているが、どの程度小さいかは知見の限界が

ある。このため、そのリスクの小ささの程度

について判断する科学的な事実はないので、

判断のしようがない。しかし、そのことは、

本来解明されているべき科学的知見が得られ

ていないことを意味するものではなく、合理

的な意志決定を妨げる不確実性をもたらすも

のでもないと考えられる。このような不確実

性は避けようがなく、それを減らすことは現

実的には困難な作業を伴う。いずれにしても、

このような懸念は、行政機関などからの情報

発信に対する何らかの不信に基づくと考えら

れ、信頼関係の構築を目指すアプローチが有

用であると考えられる。 

 

○さらなる疑問点？ 

「放射線の研修を受けることで意識はするが

この知識を今後どのように活かしていくか課

題」 

「専門家の意見を聞いても、どのように判断

したらよいかわからない…そのような状態で

他人の相談を受けたり、アドバイスしたりな

ど支援をする自信がない」 

「子供にとって外遊びが必要なのもわかるし、

線量が絶対だめじゃないと頭では理解できる

けど心情的に了解できない保護者への対応」 
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「専門用語を覚えるのがやっとです」 

「安心・安全が見えないうちは何度も受講し

ようと思う」 

「放射線・放射能に対する正しい知識を私た

ちがまず身につけ、保護者の方々や子育てし

ている方々への支援をしっかりと行っていく

必要があると改めて感じました」 

「放射能に対する知識も少し増え、リスク・

コミュニケーションの実践勉強もよく役に立

ちました」 

「今までにはなく、外遊びについても園とし

ての方向性を定め子供達の笑顔がいっぱい見

られるよう頑張っていこうと思いました」 

 

 これらは、まさに研修のテーマであり、保

護者の置かれた状況に応じて、どのような対

応が子供にとってよいかを考えられるように、

実践例を共有して、戦略を考られるようにす

る必要がある。 

そのためには、研修で具体的な課題の解決

もテーマとしてご一緒に考える必要があり、

判断の材料になるような情報を提示できるよ

うに準備する必要がある。 

 また、困った状況を解決するには、その職

種が求められる役割を明確にする必要がある

ので、解決の方策のイメージを研修でつかん

で頂けるような内容とする必要がある。その

際には、自治体職員の果たすべき役割の整理

が有用である可能性がある。地域の方が専門

家との仲介役として話をすることは状況によ

ってはある程度受け入れられ、機能しうるこ

とが検証されており、様々な工夫が考えられ

る。 

 また、難しい課題なので時間をかける必要

があることを十分に認識して継続的に取り組

む必要がある。 

 長期的な課題であることからは、ＰＤＣＡ

サイクルを確立することが重要であり、研修

がどう役立ったか、まだ、どのような問題が

あるかを確認する研修のフォローアップが必

要になると考えられる。これを簡略化する方

法としては、インターネット上でセルフチェ

ックする仕組みが使えるかもしれない。 

 

○地域の思いを実現に向かわせる研修を 

「地元の方が少しでも安心して子育てできる

様、子供達が育っていける環境ができると安

心です」 

 

 実現可能な対策を講じて環境整備を図り、目

に見える効果を得ると共に自己効力感を増強

することが、そのためには有益な可能性があ

る。また、安心は主観的なものでもあること

から、専門家から提供する「安心材料」の受

入は大きな限界があり、自分たちで「安心材

料」を見つけるか、より信頼できる人から、

「安心材料」を提供させることが有益な可能

性がある。ここで、より信頼できる人材とし

ては、おかれている状況から、主要価値が類

似しており、同じようなことを経験した方が

有用であることが考えられる。そのような立

場で意欲のある方の活動を支援することも有

益な可能性がある。 

 

C2. 東京都内の保健衛生部門の職員対象研

修では 24 名から回答を得た。 

【原発事故対応に関する研修の必要性】 

 

 
図 5．原発事故対応に関して職員に対する研

修は必要？（東京都内保健衛生部門） 

（不要：1，必要：5 として 5 段階での評価を

求めた） 

 

【各科目の必要性】 

福島とは異なる傾向であり、東京は環境監視

員主体であることと、問題の深刻度が異なる

ことが違いの原因と推測された 。 
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図 6．各科目の必要性（東京都内保健衛生部

門）  

（5 段階評価平均得点±標準偏差を示す） 

 

【各科目の受講感想】 

環境監視員中心でもリスコミは高評価であ

った。 

 
図 7．各科目の受講感想（東京都内保健衛生

部門） 

（5 段階評価平均得点±標準偏差を示す） 

 

【講師役の可能性】 

概ね困難であると自覚されていたが、対応可

能とする回答割合は福島の保育士よりも多か

った。 

 

 
図 8．研修で講師ができますか？（東京都内

保健衛生部門） 

 

○放射線の基礎知識 

「根本的なことを理解しないと難しいのでは

ないか。根本的な問題として、放射線に関す

る知識が不足している。業務教育の中で基礎

的な知識を示す必要がある（環境監視、第一

種放射線取扱主任者）」 

「自治体職員向けの研修であれば放射線の基

礎と健康影響について，想定される質問に対

する個々の答えが見つかるような内容がよい

ように思います。一般の方からの問いで一番

多いのが健康被害に関することなので（環境

監視）」 

「専門の話が私には難しすぎた。レベル分け

(職種分け)が必要かもと思いました（保健

師）」 

「高度すぎて理解が難しかったです（用語な

ど）。もっと知識を入れてから受講すべきだ

ったと反省（保育士）」 

「放射能の評価について安心させる側として

考える研究者と注意すべきと考える研究者が

いるように感じる（環境監視）」 

「普段の生活で放射線についての正しい知識

を学ぶ機会がないので、これからも続けて欲

しい（事務職）」 

「Bq, Gy, Sv の話は自然放射線の話をもっと

時間をとり、測定器の話もして頂きたい。都

のように低線量の地域での中心は「自治体が

測定した結果と自分の測定器で測った値が異

なる」「0.05μSv/h の地域に対して 0.10μSv/h

に住む人が「倍も値が高いのでどうにかして

欲しい」というような話であり、低線量を中

心にお話し頂く事も重要であると考える」 

 

○リスク・コミュニケーション 

「放射線に関する知識は他からも得られるが

リスク・コミュニケーションについての講義

はこういう研修でしか話を聞けないので、こ

れからも行って欲しい」 

「電話対応など、対応方法に明確な答えはな

く、その都度、答える必要があることにこの

問題の難しさがあると思う。今後、課題に直
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面したら一人で悩まず職場内で話し合いたい

と思う」 

「電話対応する側としてはこの内容が一番役

立つと思いました。リスク・コミュニケーシ

ョン自体は、放射線に限らず、対人との対応

では必ず必要になるものなので、大変ために

なりました。メンタルヘルスと内容が似てい

るようにも思いました（環境監視）」 

「行政職員がどう対応すべきか、表現等で印

象が異なるということを伝えることは重要だ

と感じた」 

「リスク・コミュニケーションについて学ん

だことはなかったので、対応方法として非常

によいと思いました（環境監視）」 

「放射線に限らず様々な問題に対しての考え

方の一つの法則を知ることが出来てよかった

（事務職）」 

「問題のとらえ方が人によって異なるという

ことがよくわかりました（保健師）」 

「全ての場でリスク・コミュニケーションが

必要と言うことを初めて自覚しました（今ま

で食品衛生の分野のみ求められていると思っ

ていました）。ということでリスク・コミュ

ニケーションの重要性を理解してもらうこと

が必要と思います」 

「講演会等での強い不安を訴える人への対応

に関してリスク・コミュニケーションの手法

がどう使えるかが課題だと学びました。今日

初めて聞いたので勉強になりました、相談に

いろいろ使えそうなので勉強したいと思いま

す（保健師）」 

「リスコミの進め方や話し方について講義し

て頂きよかったです。区でやることがあれば

参考にしたいと思います（環境監視）」 

「もう少しテクニック的なことをお聞きした

かった」 

「具体的事例をあげてもらうともっとわかり

やすい（環境監視）」 

 

○メンタルヘルス 

「有事の場合、職務上、環境測定を中心に行

うことが想定されるが、状況と社会的要請に

より、様々な役割を担う（相談対応等）こと

があるので、職種にかかわらず，メンタルヘ

ルス、リスク・コミュニケーションも合わせ

て知識を修得する必要がある（環境監視）」 

「納得できる部分、新たに知った部分が多く、

もっと聞きたかった（環境監視）」 

「災害時のメンタル部分については必要だと

思います。電話の対応にも照らして利用でき

ると思いました（環境監視）」 

「住民対応の時に気をつける点が発見できた

（事務職）」 

 

○必要なことや課題 

「担当するのであれば相当準備が必要。放射

線の業務ではないのでH24年度から食品の基

準値が変更されたことを知らなかったので勉

強になった」 

「都民からの相談はネット等で多くの知識を

持った人も多いので、その人達を納得させら

れる対応が出来るかが課題」 

「行政の中でも新規の事業であり、専門家が

少なくて困る。食品や環境の専門としてそれ

なりに知識をつけて就職したがなかなか生か

せないので辛い」 

「世間的にも知識が浅いので、教える側もど

のレベルまで簡単な話をしてよいかわからな

い」 

「 食 品の基 準 100Bq/kg と 核廃棄 物の

100Bq/kg との関係。核のゴミと同程度の被曝

をするという指摘の対処」 

「極低線量域での LNT 仮説を上回る上に凸

のカーブへの対応」 

「どんど焼き（松の焼却）に伴う煙による内

部被曝への対応」 

「自分自身がどこまで放射線について理解で

きているのかということが課題になると思い

ます。全てを理解した上で他人に話さないと

伝わらないと思います（環境監視）」 

「放射線については取扱主任者という国家資

格があり研究者や肩書きのない中で講師をす

ることは受講者に対する講義の説得力がある

のか不安である（環境監視）」 

「標準的なテキストがあれば一方的な講義は

できるが、その後の質疑に対応できるか不安
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（環境監視）」 

「発災直後は情報が混乱し、行政担当者とい

えど正確な状況把握ができなかった。また安

全・安心のための基準も立場・状況、対象に

よりまちまちで区民や住民に正しく適切な情

報を伝えるのに苦労した（環境監視）」 

「住民がナーバスなので伝える内容、表現に

慎重にならざるを得ない」 

「参加者が理解することを拒否している場合

に困難が生じる」 

 

 どんど焼きや野焼きは山火事発生時と同様

に、モデル計算により推計が可能であり、そ

の結果が専門機関から提供されている。また、

現場でもモニタリングでの検証が可能となっ

ているので、対応のモデルを示すことができ

るとよいのではないかと考えられた。 

 担当者が備えるべき職務上必要なコンピテ

ンシーの程度が明確になっていないことも課

題であると考えられる。それぞれの職種の役

割を明確にした上で、最低限、どの程度の放

射線やリスク・コミュニケーションに関する

知識が必要か示すことが有効だと考えられる。 

 

○ さらなる疑問点 

「自宅のポストに「無料で測定します」とい

ったチラシが投げ込まれることもあるようで、

話を聞くと，結構、怪しいものもあるようで

す（環境監視）」 

「法的トラブル、悪意を持ったクレーマーへ

の対応についても知見を得たい」 

「甲状腺治療に用いた I-131 の下水汚泥への

移行」 

「確固たる信念を持っている方の説得は大変

難しいとのことでしたが、最終的に大多数が

納得すれば，その方は無視してよいと言うこ

となのか、少し疑問に思いました」 

「放射線防護の基準や健康影響はわかったが、

セシウムフリーでなければ許せないというよ

うな人に対してどのように対応していけばよ

いかという疑問は解決できなかった」 

「放射線災害を含めて、大規模なリスク発生

時（発災時）の対応についても知識的・技術

的な話が聞きたかった」 

 

 技術的な課題に関しては、この研修を契機

に問題を抱えておられる部署と直接やり取り

をすることで課題が解決できた。 

 施策のあるべき姿は公衆衛生倫理の問題と

もなるが、現状を踏まえ、限界があることを

認めた対応を取らざるを得ないところである

と考えられる。地域社会で孤立しがちな、行

政への強い不信を持たれている住民との対応

では、その思いが何に由来しているかをお互

い確認することも求められると考えられる。

行政機関できることの対応には限界があると

ころは、自治体の対応など現状をよく知って

頂くことが必要になるが、リスク・コミュニ

ケーションの原則に則ったできる対応をする

しかない。不安のあまり相談者が生活に困窮

するようになっている場合には、医療的な介

入も検討されることになるだろう。 

 関連した課題に関しては、保健医療福祉職

員向けには、国立保健医療科学院で研修を提

供していることから、その活用を推奨したい。 

 

○その他 

「研修の方法はとても参考になりました。答

えのない問題であることを認識し，その中で

答えを出していくことを学びました」 

「く理解できたが、それをわかりやすく説明

できるまでにならなかったので、繰り返すこ

と（このような研修を）が大切だと感じまし

た。このような研修を繰り返して頂けますと

助かります」 

「覚悟して参加しましたが、やはり難しい内

容でした。理解できない単語も多くあり勉強

不足を感じました。クロスノートは自分自身

の区の研修に使っていけたらと思っています

（保育士）」 

「もっと早期（発災後数ヶ月以内）に実施し

て欲しかった（環境監視）」 

「被災地の自治体職員の意見も聞いてみた

い」 

「マスコミの報道により右往左往する住民の

方々に対して一件ずつ丁寧に対応しているが、
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ことに TV の偏った報道やインターネットに

よるツイッターを含めた持論の展開には、い

ささか閉口しています。もう少し国を挙げて

放射能についての情報を提供して共有化を図

って欲しい。批判は覚悟で伝え続けていくこ

とが必要と考えています」 

 

○その他必要な項目 

「京大原子炉実験所研究者グループと放医研

見解との比較」 

 

D．考察 

【本研究の限界】 

 この研究では当初、国の共通テキストの地

域保健分野での活用を想定していたため、ス

ケジュール調整が遅れ、結果として 2 箇所で

の試みを直接の集計対象とした。実施回数が

少なく、参加者が多くないことは，研修対象

者の代表性の確保に限界を与える。研修全般

の参加者の反応は、様々な種類の研修に本研

究の研究者が関与する機会を得たことで、実

感を持って受け止められる部分はあったが、

同様のアプローチであっても、地域の違いや

参加される方々の違いで、参加者の受け止め

方は同じではないのが現実であった。少なく

とも少人数でやりとを多くした研修の方が

参加者からの評価は高いと考えられるが、リ

スク・コミュニケーションの視点を取り入れ

た研修の有用性の評価に関しては、どのよう

な状況がそれに影響を与えるか、さらに実践

的な検討を積み重ねる必要があると思われ

る。 

 

【福島での受講者が困っていること】 

デルファイ法で抽出された参加者が感じる困

難な場面のトップ２は、 

・不安を訴える保護者にどう対応するか？ 

 ・保育園内の職員間の意見の違いにどう対応

するか？ 

であった。このことは、現場ではコミュニケ

ーションの問題が課題とされていることを物

語っている。これらは、放射線の知識を提供

しただけでは解決が付かない。問題へのアプ

ローチ法の捉え直しが解決の鍵となるので、

現場で閉塞状況を感じておられるのであれば、

パラダイムシフトをもたらすような働きかけ

が必要となる。 

 

【保育所での放射線安全基準づくりの課題】 

 「安全かどうか」は人々の最大の関心事で

あるが、ISO の定義上、安全と思うかどうか

は主観性が排除できず、安全と思うかどうか

は個人次第な面がある。何故なら、安全とは

リスクがないことを意味せず、受入可能なリ

スクにとどまることと定義されているが、あ

るリスクが受入可能であるかどうかは主観で

判断されることであるからである。従って、

安全のための基準は社会での約束事だと捉え

られる(岸本)。「安全かどうか」を巡る戸惑

いの背景には、平時の放射線安全規制での指

標と緊急時や現存被ばく状況での指標が乖離

していることが正義にかなっていないとする

考えがあるとすると、状況に応じた最適化が

正義とみなす考え方とは真っ向から対立する。

この対立は公衆衛生倫理の根幹に基づくもの

で、お互い相容れないが、どちらか本当の正

義かは、原理的に答えが得られないとも考え

られている。だとすると、「安全基準」とは

何かに関する認識の多様性があることを踏ま

え、それぞれの考え方を相対化して捉えて、

合意できるところを探るしかない。このよう

な思考は、地域で設ける「安全基準」の性格

やその策定方法など、リスク・ガバナンスの

考え方を深めることにつながり、そのような

領域での基本的な考え方を普及していくこと

が有益かもしれない。 

 

【具体的な課題への対応】 

具体的課題例を以下に改めて示す。 

・震災前、保育所で菜園をやっていたが、そ

ろそろ菜園を始めてもいいか？（種を蒔き、

水をやり世話をしながら収穫の喜びを体験さ

せてやりたい） 

・また、菜園で栽培するものとしては、どう

いうものが適しているか？ 

・保育所の菜園の土を全部入れ替える必要が
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あるか？ 

・菜園、畑を利用せず、プランターで栽培す

るような作業のほうがいいのか？ 

・放射線量を計測し、外遊びの時間を制限し

てきたが、放射線量がどの程度であれば外遊

びの制限をしなくていいのか？ 

・アンケートには放射線について学びたいと

の記載もあるが、ほとんどの保育士は一回以

上放射線に関する講演会等は聞いているので、

低線量下での注意点や外遊びのさせ方など具

体的アドバイスがほしい 

・原発事故後、ガラスバッチや甲状腺検査、

ホールボディカウンターなどを行い、健康診

断は済んでいる。しかしながら、保護者の不

安や心配はつきず、保育士の負担は軽減され

ない 

・子どもの体力低下、肥満などの報告もあり、

そのことと放射線による健康被害不安とのバ

ランスを子どもにとっての最善のためにはど

う考えればよいか 

・季節ごとに行っていた、五感を養う自然物

とのふれあい（春 花見をしながらの散歩、

夏 プールでの水遊び、秋 松ぼっくりやど

んぐり拾い、冬 雪遊びやそり滑り）や保育

はどのようにどのくらいの時間やってもいい

のか？ 

 このような課題に関して、福島県内地域ご

とに放射線量が違うので、各地域の放射線デ

ータから、医学的及び科学的根拠に基づく外

遊びの時間制限のあり方は決定できるであろ

うか？また、そのようにして決定した方針の

理解を得られるように説明すると納得が得ら

れ問題は解決できるであろうか？ 

外遊び制限による放射線リスクの低減の程度

は、線量低減の効果を見積もることで、WHO

の東電福島原発事故でのリスク評価書で用い

られている方法で示すことができる。また、

外遊びを制限することにより達成できる総線

量のレベルも推測することができる。これら

から、外遊び制限の効果を示すことができる。

その効果と外遊び制限による他のデメリット

の増加と比較して判断することになる。 

 ここで、線量低減効果や他のデメリットの

増加を比較することは、主観性の話になる。

専門家に意見を求めても、回答が集約される

とは限らず、科学的に正しい答えが得られな

いことになる。 

 主観的な価値判断が絡む問題は、話し合い

で決めるしかない。それぞれがこうしたいと

考えることがぶつかり合う場合には、折り合

いをつけるしかない。その痛み分けが公平に

行われるかどうかがポイントになる。 

 原子力災害時の食品・水の放射能汚染に対

する事前の備えとして、英国健康保護庁

（HPA）放射線・化学物質・環境センター

（ Center for Radiation ， Chemical and 

Environmental Hazards）の放射線防護部門が、

1997-2000 年 に UK Agriculture and Food 

Countermeasures Working Group が行った検討

では、過酷事故シナリオを作り、その場合の

対策を具体的に詰めていく作業を行った結果、

原子力災害時の対策のあり方を専門家だけで

決定するのは困難であった（方針の一致が得

られなかった）ことを踏まえ、利害関係者を

巻き込んで検討した結果を 2001 年に NRPB- 

R331 - Development of Strategies for 
Responding to Environmental Contamination 

Incidents Involving Radioactivityとして発行し、

2009 年には UK Nuclear Recovery Planning 

Group の活動としても展開している。ここで

の取り組みは、リスク・コミュニケーション

活動によってしか地域の問題は解決しないと

いう信念に基づいており、そこでの事前の検

討結果は福島での原子力災害後の対応の問題

を先取りして議論している。 

 リスク・コミュニケーションは、それを公

平に行うとする取り組みで、取り組むことに

は覚悟がいる。その覚悟を形成していくこと

が研修の役割の一つであると考えられる。 

 

【原子力災害からの回復期での地域保健活動

でのリスク・コミュニケーションの意義】 

 原子力災害は放射線曝露を伴うことから、

人々に健康への懸念をもたらし、放射線リス

クのみならず、二次的な問題を引き起こしか

ねない。受けた線量が小さくても、放射線の
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直接的な影響ではなく間接的な影響により、

健康を阻害することが懸念される。放射線リ

スクを減らすことは、原子力災害での健康リ

スクを制御するために重要であるが、放射線

リスクを小さくする対策が、別のリスクを増

大させることがある。社会的に大きな影響を

持つ原子力災害では、このトレードオフ構造

が顕在化しやすくなると考えられる。被災地

で放射線対策を考えることは、トレードオフ

を考えることに他ならないが、リスクの認知

は主観的なものであり、何を大切と考えるか

も個人により異なる。このため、被災地での

災害からの回復過程では、地域社会が主体と

なった取り組みが欠かせない。地域の人々が

主体的に取り組むためには、原子力災害がも

たらした放射線リスクと正面から向き合うこ

とが避けられない。この課題をどう克服する

かは、被災地での回復を一歩一歩進めるため

の鍵ともなるものである。しかし、放射線リ

スクのことを考えるのは、辛いこともであり、

難しいことでもあり、大きな負担を与える。

このため、地域住民の取り組みを進めるため

には、リスク・コミュニケーションの視点で

の支援がその下支えになり、その継続的な支

援が求められると考えられる。 

 それぞれ保育士として行うべきこと、でき

ることに取り組むしかなく、それを見つける

ことが研修のゴールだとも考えられるが、モ

デル研修は、研修された方に新しい視点をも

たらし、現場での取り組みの工夫のアイデア

をはぐくむことに役立つことが期待される。 

 

Ｅ．結論 

 原発事故後の地域での保健医療福祉関係

職種が関わる放射線リスク・コミュニケーシ

ョンの困難さを分析し、それらの問題を解決

するためのモデル研修を作成した。 

 リスク・コミュニケーションの視点を取り

入れた、双方向で受講者間のコミュニケーシ

ョンを促進し、人々の考え方がそれぞれ異な

ることの再認識から課題解決に取り組むア

プローチの研修は、福島県内の保育士対象の

実施ではよく受け入れられた。その一方、課

題への切迫性が乏しい東京都内での実施で

は、参加者が多職種で構成されていたことも

あり、参加者の関心の違いによる評価の違い

が見られたが、リスク・コミュニケーション

的な取り組みは概ね好評であった。原子力災

害からの回復を進めるためには、全国的な取

り組みを進める必要があり、地域や対象者の

課題に配慮する必要がある。また、原子力災

害からの回復過程での問題の解決が容易で

はないことから、リスク・コミュニケーショ

ン的な視点を取り入れ、これまでの災害から

の地域社会での回復過程での取り組みも参

考した、考え方を柔軟に見直すことを促す研

修が有用であると考えられた。 

 本研究班でなされた検討に基づき、新しく

デザインされた保育した保育士対象研修が

福島県子育て支援課により実施されること

が計画されている。 

 
 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 

 2.  学会発表 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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原子力災害時の健康不安対応のための研修 

 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から 2 年を迎えます。 

この間に各機関の協力のもと、いろいろな対応が取られてきましたが、まだまだ放射線・放射能に

関する不安の声が多く寄せられます。特に、子育て中のご家族や保育園、幼稚園、小学校など小

さなお子さんの活動に関連しての問い合わせなどが多くあります。このような中、現在各省庁にお

いて関係自治体職員の放射線研修会等を開催しているところです。私たち、国立保健医療科学院

のメンバーも、保健所職員、リーダー的立場の保育士ほか厚労省関係自治体職員に対して放射

線のセミナーを提供して、理解を深めるとともに、さらに横断的にそのような活動を広げていく流れ

の準備を進めているところです。（この活動は、厚生労働科学研究費の補助を受け、「原発事故に

伴う放射線に対する健康不安に対応するための保健医療福祉関係職種への支援に関する研究」

の一環として実施しています） 

 今回、福島県保健福祉部子育て支援課の協力をいただき、下記の研修会を開催します。 

 

日時：平成 25 年 3 月９日（土） ９：３０～１６：３０ 

場所：福島県青少年会館 

内容： 

０９:３０       挨拶・趣旨説明 

０９:４０～１２：００  放射線・放射能の基礎知識 

 国立保健医療科学院・生活環境研究部メンバー 

１３:００～１３：５０ 放射線の測定実習 

  

１４:００～１５：００ リスクコミュニケーションの実践 

‐ 放射性物質による健康リスクをテーマとして‐ 

 堀口逸子先生・順天堂大学医学部公衆衛生学教室 

１５:１０～１６：３０ グループ討議・質疑 

１６:３０～   終了挨拶 

 

部長 欅田 尚樹 
国立保健医療科学院 生活環境研究部 
埼玉県和光市南２－３－６ 
TEL: 048-458-6254 
FAX: 048-458-6270 
E-mail: kunugita@niph.go.jp 
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放射線・放射能の基礎

国立保健医療科学院

生活環境研究部

連絡先 電話048‐458‐6269

FAX048‐458‐6270

• 身の回りの放射線

• 食品の放射線安全の基準とモニタ
リングの実際

• 被ばく線量評価
• 放射線による健康影響と防護体系
• 具体的課題を考える

放射線・放射能の基礎知識
身の回りの放射線

2

１８９５年；ドイツのレントゲン博士

放電管の実験から写真乾板を感光させるＸ線を発見

ここから物理学上の大発見がはじまった

放射線の発見者たち

1895年12月22日に撮影された
ベルタ・レントゲンの手のＸ線写真

3

１８９６年

フランスのベックレル博士

ウラン化合物を机に入れて
おいたが、偶然写真乾板が感
光することを発見した。

ウラン化合物が放射線を出
していることを発見：放射能の
発見

4

フランスのキュリー夫妻

１８９８年、ウランの鉱物からポロニウムとラジウムを
化学的に抽出。強い放射能をもつラジウムの発見

5

放射線障害の歴史
1895年 レントゲンによるＸ線の発見 (1901年最初のノーベル物理学賞受賞)

1896年 ベクレルによるウランの放射能の発見

Grubbe （米）手に皮膚炎

Edison  （米）眼痛

Daniel   （米）脱毛症

Marcuse （米）脱毛症

1898年 キューリー夫妻によるラジウムの発見

1902年 Ｘ線による慢性潰瘍による発がん

1903年 Heineke Ｘ線照射により末梢血中白血球が著減することを報告

1904年 ラドンによる肺障害の報告（チェコスロバキア）

1914年~ 夜光塗料工場でのラジウム中毒（米）

1915年 “Ｘ線技術者の防護に関する勧告”（英）

1925年 第1回国際放射線会議（ロンドン）

1927年 Muller 放射線による突然変異増加を観察

1928年 国際Ｘ線ラジウム防護委員会

1956年 国際放射線防護委員会（ICRP） 6
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http://ja.wikipedia.org/

ロルフ・マキシミリアン・シー
ベルト（Rolf Maximilian 
Sievert, 1896年5月6日 -
1966年10月3日）
スウェーデンの物理学者。

放射線が人体に与える影響
についての研究で知られ、特
に放射線防護について大き
な功績を残した。

7

放射性物質とは？

電球 放射性物質

光を出す能力 放射能

光 放射線

健康影響は放射線に
よって引き起こされる

8

ベクレル（Bq)とシーベルト（Sv)

ベクレル（Bq)

•放射性物質の量を表す単位

シーベルト（Sv)

•放射線による人体への影響を表す

•人体に吸収されたエネルギーだけではなく、放射線
の種類、組織による影響の違いを考慮

•外部被ばくと内部被ばくを同じ尺度で評価するため
の単位

9

放射線の種類と透過力

アルファ線 紙

ベータ線 アルミ板、ガラス

ガンマ線・エックス線 鉛・鉄

中性子線

水、コンクリート

10

事故前の日本の環境放射線

その他（航空機・核
実験・原子力）

日本平均 5.97[mSv/年]

医療被ばく

3.87[mSv]65％
7.9%

16.5%

5.5%

ラドン・トロン
0.47[mSv]

内部被ばく

0.98[mSv]

外部被ばく

0.33[mSv]自
然
放
射
線

5%

宇宙線

0.3[mSv]

（原子力安全研究協会：新版生活環境放射線；平成２３年１２月）

約２[mSv]

11

気象研究所における90Srおよび137Cs月間降下量の推移

環境における人工放射能の研究2011
気象研究所 地球化学研究部/環境・応用気象研究部

Artificial Radionuclides in the Environment 2011
Geochemical Research Department, 

Meteorological Research Institute, JAPAN 
ISSN 1348-9739, Dec. 2011

http://www.mri-jma.go.jp/Dep/ge/ge_report/2011Artifi_Radio_report/index.html

12
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いろいろなサーベイメータ

13

主に ４０Ｋのガンマ線。

４０Ｋの存在比は0.012%、

半減期は1.26×109年

事故前の食品中の
放射能

14

放射性物質の環境放出
外部被ばく

吸入曝露

飲食品の汚染

汚染飲食品の
モニタリング

⿂介類の放射性物質濃度

ホウレンソウの放射性物質濃度

内部被ばく

・バイオロジカルモニタリング

（尿・血液・母乳等生体試料
を用いた測定）

・ホールボディーカウンタによ
る体外計測

環境汚染

⾷品の放射性物質濃度モニタリング例

放射能雲

原発事故に伴う放射能汚染の人体への影響

15

主な放射性核種の半減期

16

0

4E+16

8E+16

1.2E+17

1.6E+17

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ヨ
ウ

素
1
3
1
（B

q）

事故後の経過日数

1半減期で1/2に減衰

2半減期で1/4

4/13現在では170Bq

原子力安全・保安院による原発からの放出量の推計値

ヨウ素131の減衰

4/133/11
17

放射性セシウムの減衰

半減期
2年
30年

18
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19

空間線量率マップ （文部科学省）
（福島第一原子力発電所から80km圏内の地表面から1m高さの空間線量率）

第6次航空機モニタリング
平成24年11月16日時点

第1次航空機モニタリング
平成23年4月29日時点

第3次航空機モニタリング
平成23年7月2日時点

飲食品モニタリングの実際

20

飲食物摂取制限に関する指標=>食品衛生法上の暫定規制値

甲状腺線量５０ｍSv/年

実効線量５ｍSv/年

核種
原子力施設等の防災対策に係る指針における

摂取制限に関する指標値（Bq/kg)

放射性ヨウ素
（混合核種の代表核種：１３１I)

飲料水
300

牛乳・乳製品 注）

野菜類（根菜、芋類を除く）, *魚介類 2,000

放射性セシウム

飲料水
200

牛乳・乳製品
野菜類

500穀類
肉・卵・魚・その他

ウラン

乳幼児用食品

20飲料水
牛乳・乳製品
野菜類

100穀類
肉・卵・魚・その他

プルトニウム及び
超ウラン元素のアルファ核種

乳幼児用食品

1飲料水
牛乳・乳製品
野菜類

10穀類
肉・卵・魚・その他

注） 100Bq/kgを超えるものは、乳幼児調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使
用しないように指導すること *魚介類: H23, 4月5日追加 食安発０４０５第１号

飲⾷物摂取制限に関する指標
(H24年、3⽉末まで）

・ 原⼦⼒防災に関する原⼦⼒安全委員会の指針「原
⼦⼒施設等の防災対策について」で策定 （チェルノブイリ
原発事故、JCO臨界事故の経験を踏まえ改定）

・ 飲⾷物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか
否かを⽰す濃度基準ではなく、防護対策の⼀つとして
の飲⾷物制限措置を導⼊する際の⽬安とする値

・ 防護対策を導⼊すべきかどうかの判断基準：
実効線量５ｍSv/年(国際機関の考え⽅に基づく)

⾷品中に含まれる放射性物質の
⾷品健康影響評価の概要

・ 食品安全委員会による厚生労働省への答申（平成23
年10月27日）

・ 食品健康影響評価として、生涯における追加の累積
の実効線量でおおよそ100 mSv以上で健康影響の
可能性

・ 100 mSv 未満については、現在の知見では健康影
響の言及は困難

・ 小児の期間については、感受性が成゙人より高い可能
性(甲状腺がんや白血病)

⇒平成24年4⽉を⽬途に許容できる線量を年間1 ｍSvに
引き下げ（厚労省）

Ministry of Health, Labour and Welfare 

１．見直しの考え方

○ 現在の暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は

確保されているが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、現在の暫定規制値で

許容している年間線量５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに基づく基準値に引き下げる。

○ 年間１ミリシーベルトとするのは、

① 食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の現在の指標で、年間１ミリシーベルトを

超えないように設定されていること

② モニタリング検査の結果で、多くの食品からの検出濃度は、時間の経過とともに相当程度低下

傾向にあること

○ 特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品

を「一般食品」とし、全体で４区分とする。

２．基準値の見直しの内容 （新基準値は平成24年４月施行予定。一部品目については経過措置を適用。）

■平成24年4⽉1⽇以降の⾷品の新たな基準値の設定について

○放射性セシウムの暫定規制値※１

食品群 規制値

飲料水 ２００

（単位：ベクレル/kg）

牛乳・乳製品 ２００

野菜類

５００穀類

肉･卵･魚･その他

○放射性セシウムの新基準値※２

食品群 基準値

飲料水 １０

牛乳 ５０

一般食品 １００

乳児用食品 ５０

※２ 放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定
※１ 放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定

2
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

＜ ｢飲料⽔｣の線量＝飲料⽔の基準値(Bq/kg)×年齢区分別の飲料⽔の摂取量×年齢区分別の線量係数＞

飲料⽔の線量を引く

年齢区分 摂取量 限度値(Bq/kg)
1歳未満 男⼥平均 460

1歳〜6歳
男 310
⼥ 320

7歳〜12歳
男 190
⼥ 210

13歳〜18歳
男 120
⼥ 150

19歳以上
男 130
⼥ 160

妊婦 ⼥ 160
最⼩値 120

●飲料⽔については、WHOが⽰している基準に沿って、基準値を10 Bq/kgとする。
●⼀般⾷品に割り当てる線量は、介⼊線量レベル（１mSv/年）から、「飲料⽔」の線量（約0.1 mSv/年）を

差し引いた約0.9 mSv/年となる。
●この線量を年齢区分別の年間摂取量と換算係数で割ることにより、限度値を算出する （この際、流通する

⾷品の50%が汚染されているとする）。
●すべての年齢区分における限度値のうち、最も厳しい（⼩さい）値から全年齢の基準値を決定することで

どの年齢の⽅にとっても考慮された基準値とする。

■ 「⼀般⾷品」の基準値の考え⽅

⼀般⾷品に割り当てる
線量を決定

年齢区分別の摂取量と換算係数を考慮し限度値を算出

１mSv/年
介⼊線量レベル

100 Bq/kg
基準値

全ての年齢区分の限度値のうち
最も厳しい値から基準値を決定

４

Ge 半導体
検出器

検出器を覆う

マリネリ容器
（容量１L ）

標線まで試料
を入れる。

検出器の上に
試料を載せ
る。

ゲルマニウム半導体検出器による
ガンマ線スペクトロメトリ

26

ゲルマニウム半導体検出器による
⽜⾁のガンマ線スペクトロメトリ

セシウム134
（795.9 keV）

セシウム137（661.6 keV）

測定：
2011/10/26

食品中の放射性物質に関する検査

 17都県を中心に実施
 検査件数：376,236件

17都県産食品：
318,418件（84.6%）

H25.2.13現在 28

ラドン等

ラドン等

食物等

食物等

大地放射線

大地放射線

宇宙線

宇宙線

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

世界平均 日本

飲食品の暫定規制値における検査結果の概要

食品群 検査件数 超過件数

牛乳・乳製品 2,991 23

野菜類 21,121 451

穀類 5,553 2

魚介類 9,408 247

肉・卵 94,155 286

その他 3,808 197

計 137,036 1,206

*H24年10⽉24⽇厚労省公表分までを集計

年
実

効
線

量
（
m

S
v/

年
）

事故後1年間の食品摂
取による被ばく＝

約0.1mSv
厚生労働省 薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会 放射性物質対策部会

29

H24.4.1以降検査実施分の結果の概要

*H25.2.13厚労省公表分までを集計

食品群 検査件数 基準値超過件数 超過割合

飲料水 1,530 13 0.85%

牛乳・乳児用食品 4,610 0 0%

農産物 47,273 648 1.4%

畜産物 157,688 4 0.0025%

野生鳥獣肉 1,055 371 35.2%

水産物 18,317 989 5.4%

その他 8,727 151 1.7%

計 239,200 2,176 0.91%

-126-

132



品目別の基準値超過件数
（H24.4.1以降検査実施分）

品目 件数 産地

イノシシ肉 214
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、千葉県

原木シイタケ 207
岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、
群馬県、千葉県、神奈川県、広島県

アイナメ 107 福島県

コモンカスベ 88 福島県、茨城県

シロメバル 87 福島県、茨城県

ヒラメ 83 宮城県、福島県、茨城県

乾シイタケ 82 岩手県、茨城県、千葉県

31

食品中の放射性セシウムの濃度分布
（H24.4.1以降検査実施分）

0

50000

100000

150000

200000

250000

度
数

放射性セシウムの濃度範囲（Bq/kg）

暫定規制値
（乳・乳製品以外）

基準値
（一般食品）

32

肉・卵の放射性セシウム濃度

品目 検体数 検出件数
>100

(Bq/kg)
最大値

(Bq/kg)

牛肉 247,907 6,248 1,085 4,350

豚肉 1,398 67 7 270

鶏肉 646 5 0 12.2

野生鳥獣肉 1,756 1,542 772 33,000

鶏卵 918 1 0 11.4

*H25.2.13厚労省公表分までを集計

33

水道水中の放射性物質の検査結果

※放射性ヨウ素について、H23,3月17日は308Bq/kg、18日は293Bq/kg
※●年月日は放射性ヨウ素及び放射性セシウムNDを示す。

平成２３年６月 水道水における放射性物質対策検討会 中間とりまとめ

被ばく線量評価
福島県「県民健康管理調査」検討委員会

平成２５年 ２月１３日

35
平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会

36
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平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会

外部被ばく線量の推計

37
平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会

外部被ばく線量の推計

99.8%
99.97%

38

平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会
39

平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会
40

平成25年2月13日 第10回福島県「県民健康管理調査」検討委員会

41

母乳中放射性物質調査のまとめ

厚生労働科学研究費補助金研究班(代表・欅田）
【調査期間】 平成23年５月18日～６月３日
108人（宮城県10人、山形県12人、福島県21人、茨城県12人、栃木県15人、
群馬県12人、千葉県14人、高知県12人）の母乳中の放射性物質濃度は、
101人が不検出（検出下限値以下）であり、７人（相馬市３人、いわき市２人、
福島市１人、二本松市１人）より放射性セシウムを微量(最大13.1Bq/kg)検
出した。
放射性ヨウ素は、全員不検出（検出下限値以下）であった。

厚生労働省調査
【調査期間】 平成23年4月24日～4月25日

福島、茨城、千葉、埼玉、東京の２３人を対象に調べたところ、７人から放射
性ヨウ素が２.２～８.０Bq/kg、うち１人から放射性セシウムも２.４Bq/kg検出。

42
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大気圏内核実験が行われていた時代の国内の放射性セシウム量

体内放射能：体重60kg
40K： 4,000 Bq
14C： 2,500 Bq
87Rb： 520 Bq

日本人成人男子の
セシウム137体内量
Health Physics 71, 320-5, 1996

Calendar year

B
od

y 
b

u
rd

en
 o

f 
13

7 C
s 

(B
q)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

1000

100

10

日本人成人男子の１日
排泄尿中のセシウム137
Health Physics 16, 277-86, 1969
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43

放射線による健康影響と防護体系

44

放射線の影響の分類

身体的影響
(本人のみ）

急性障害

晩発性障害

遺伝的影響
(子孫に現れる） 遺伝的障害

胎児発生の障害

急性放射線症候群

皮膚の紅斑

脱毛

不妊など

白内障

固形癌

白血病

精神遅滞

骨髄障害

消化管障害

神経障害
（し
き
い
値
が
あ
る
）

確
定
的
影
響

（し
き
い
値
が
な
い
）

確
率
的
影
響

45

被ばく線量と身体各部の状態

線量 臨床状態 解説

0～1 Sv 一般的に無症状
事故後3～5週間の白血球数は正常又は事故前レベルから
わずかに抑制

1～8 Sv
造血器症候群
（骨髄症候群）

主な前駆徴候・症状は，食欲不振，悪心，嘔吐であり，時に
皮膚紅斑，発熱，粘膜炎，下痢が認められる。2Svを上回る

全身被ばく例の臨床検査を行うと，初期には顆粒球増多症，
事故後20～30日では明確な汎血球減少症が認められる。

造血器系の急性放射線症候群により生じる全身的な影響
には，免疫機能不全，感染性合併症の増加，出血傾向，敗
血症，貧血，創傷治癒障害などがある。

8～30 Sv 消化管症候群

早期から重度の悪心，嘔吐，水性下痢などの症状が生じ，
事故後数時間以内に認められる場合も多い。重症例では
ショック，腎不全，心血管虚脱を生じる可能性もある。消化
管症候群による死亡は，通常事故後8～14日で生じる。造
血器症候群を併発する。

＞20 Sv
心血管・中枢神経

症候群

被ばく後数分以内の灼熱感，事故後1時間以内の悪心・嘔

吐，疲憊，失調・錯乱の神経学的徴候などが認められる。死
亡は不可避であり，通常24～48時間で死亡する。

緊急被ばく医療ポケットブック； p57(一部改変)
46

1 mSv (10g)

10 mSv (100g)

100 mSv (1kg)

1 Sv (10kg)

10 Sv (100kg)

50 Sv (500kg)

環境放射線被ばく

公衆の年間の
被曝線量限度 0.1 mSv (1g)

リンパ球減少

腸管死

皮膚紅斑

中枢神経死

発がん、
遺伝的影響
リスク増加

確率的影響 確定的影響

骨髄死

線量を重さの
イメージで
捉えると

放射線業務従事者の被ばく限度
100mSv/5年, 50mSv/年

東京-ニューヨーク往復

（非常時100mSv250mSv）

ICRPは非常時の公衆の保護

のためには被ばく線量限度の
考え方を示している。ICRP 
ref: 4847-5603-4313
Mar/21/2011

平成23年3月15日

47

ギリシャにおける出生児数への

チェルノブイリ原発事故の影響
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The victims of chernobyl in Greece: induced abortions after the accident.
D Trichopoulos, X Zavitsanos, C Koutis, P Drogari, C Proukakis, and E Petridou
Br Med J (Clin Res Ed). 1987 October 31; 295(6606): 1100. 

全ヨーロッパで事故に関連して、10～20万件の人工妊娠中絶が実施されたとの報告も48
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http://www.nsc.go.jp/info/20110411_2.pdf
49

放射線によって誘発される健康影響の要約（ICRP Pub96）

線量 個人への影響 被ばくした集団に対する結果

極低線量：およそ
10mSv 以下（実効線
量）

急性影響なし。非常にわずかな
がんリスクの増加

大きな被ばく集団でさえ、がん
罹患率の増加は見られない

低線量：100mSv まで
（実効線量）

急性影響なし。その後、1％未満
のがんリスク増加

被ばく集団が大きい場合 （恐
らくおよそ10万人以上）、がん
罹患率の増加が見られる可能
性がある

中等度の線量：
1000mSv まで（急性
全身線量）

吐き気、嘔吐の可能性、軽度の
骨髄機能低下。その後、およそ
10％のがんリスクの増加

被ばくグループが数百人以上
の場合、がん罹患率の増加が
恐らく見られる

高線量：1000mSv
以上（急性全身線量）

吐き気が確実、骨髄症候群が現
れることがある；およそ4000mSv
の急性全身線量を超えると治療
しなければ死亡リスクが高い。か
なりのがんリスクの増加

がん罹患率の増加が見られる

50

広島・長崎原爆被爆者における固形がんの線量反応

51

広島・長崎原爆被爆者における白血病の線量反応

他のがんとは対照的に、白血病の線量反応関係は二次関数的であり、低線量では
単純な線形線量反応で予測されるよりもリスクは低くなっている。しかし0.2－0.5 Gy
の低い線量範囲においても白血病リスクの上昇が認められている。

52

原爆被爆者における発がんのリスク（白血病）

53

a0

0

（
ま
た
は
が
ん
死
亡
率
）

が
ん
発
生
率

放射線量

（低線量） （高線量）

自然発生数

低線量でのがん発生の線量-効果モデル

54
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放射線医学総合研究所：http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i20#01
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(%)
30

0.5% 1% 1.5%
放射線のみによる死亡割合の増加分

受けた放射線の蓄積線量（ミリシーベルト）

が
ん
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
人
の
割
合

年間で１００ミリシーベルトまでゆっくりと被ばくした場合のがん死亡

個人の生活習慣などによるがん

現在の日本人では、約30％ががんで死亡しています。
その原因は食事、喫煙、ウイルス、大気汚染などと
考えられています。

およそ100mSv
より低い線量
では、明確な
増加は、観察
されていない

1000 100mSv1000人が100mSv
受けた場合、生涯
で305人ががんで
死亡し、そのうち５
人が放射線による

と推定できる

55

全がん 75歳未満年齢調整死亡率 日本
地図（2009年）

財団法人がん研究振興財団 http://www.fpcr.or.jp/publication/statistics.html

人口10万対人口10万対

56

都道府県別 悪性新生物 75歳未満年齢調整死亡率推移
（2010年男女計）
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57

危険と安全の考え方の例
(リスク論)

リスク

安全 危険

０ １

・ゼロリスクはあり得ない

・リスクとベネフィットはトレードオフの関係
・リスクの管理にはコストがかかる。リスクとコストの間にもトレードオフの関係
・一つのリスクと他のリスクの間にもトレードオフの関係

・大気環境分野：「しきい値のない発がん物質について、現段階においては生涯
リスクレベル10-5を当面の目標」
・ＷＨＯの飲料水水質ガイドライン値：「発がん性に関連して遺伝子への悪影響
があり、しきい値がないと考えられる物質の場合、生涯にわたる発がん性のリス
クの増加分を10-5以下に抑える」 58

種々のリスクの比較
（死亡率を指標とした場合）

10万人当たり年間死亡率(対数目盛)
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計 59

対象者を取り巻く問題の概念図（子ども）

第１０回福島県「県民健康管理調査」検討委員会 平成25 年2 月13 日
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具体的課題を考える

強いストレス下での

曖昧な状況への対応

とりあえずの結論

かなりの難問

なのでパワーを

結集させる必要がある

（負担だが…）皆で取り組むしかない

みんなで
考える

専門家が

指針を示せば、
問題解決とは

ならない

4

http://www.oecd‐nea.org/rp/reports/2012/nea7128‐practices‐
stakeholder‐post‐emergency‐jp.pdf

ステークホルダー：利害関係者

経済協力開発機構/原子力機関（OECD/NEA）

大丈夫かどうかの基準？

メディアの伝え方も試行錯誤

記者も悩んでいる…

福島県平田村内部被ばく
男性１人が国の基準超える

• 毎日新聞 最終更新 10月11日 21時39分

• 福島県平田村の「ひらた中央病院」は１１日、
東京電力福島第１原発事故に伴い検査を希望し
た県内外８２００人の内部被ばく検査結果を公表
した。９９％以上が検出限界未満だった。６４歳
男性１人が、生涯で受ける累積量の推計値「預
託実効線量」が健康に影響を与えるとされる国
基準（１ミリシーベルト）を超えた。同病院がこれ
まで検査したのべ約２万２３００人で１ミリシーベ
ルトを超えたのは初めて。
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健康に影響を与えるとされる国
基準（１ミリシーベルト）？

1mSvを超えたら健康に影響？
1mSv未満だと健康に影響はない？

これは間違い
放射線防護はLNTを採用

1mSvは健康に影響があるかどうかの境目ではない

LNT:閾値なし直線モデル。リスクは線量に依存する。線量が小さいとリスクは小さい

福島県平田村内部被ばく
男性１人が国の基準超える

• 毎日新聞 2012年10月12日 東京朝刊

• 福島県平田村の「ひらた中央病院」は１１日、
東京電力福島第１原発事故に伴い検査を希望し
た県内外８２００人の内部被ばく検査結果を公表
した。９９％以上が検出限界未満だった。６４歳
男性１人が、生涯で受ける累積量の推計値「預
託実効線量」が国の目標（１ミリシーベルト）を超
えた。同病院がこれまで検査したのべ約２万２３
００人で１ミリシーベルトを超えたのは初めて。

1mSv/y？

• 健康に影響を与えるとされる国基準？

– 誤：放射線防護はリスクは線量に比例と仮定

• 1mSvは健康に影響があるかどうかの境目ではない

• 国の目標？

– 理解できますか？

どれだけ安全なら
十分に安全なのか？

どこまでも求めたい安全…

現実は…

そもそも安全基準とは？

• 「安全」とはリスクが受け入れられる程度
– 受け入れられるリスクの大きさは主観に基づく

• 客観的（あるいは科学的）に決定できない

• 安全のための指標とは、社会的合意に基づく
暫定的な約束事（岸本（AIST）*）
– 社会的な合意はおかれている状況にも依存

• 食品の規格基準の例
– 生産者側の意見にも配慮

– 実現可能と判断

» さらなる工夫の余地は…

*) http://www.aist‐riss.jp/main/modules/introduction/atsuo‐kishimoto.html 11

要するに…

安全の基準は皆で決めるしかない
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交通事故：年間死者数3000人を
安全目標（交通安全基本計画）

大気中や水道水中の化学物質では、
生涯曝露し続けても10万人に1人
以上ががんにならないように管理

（≒10ミリシーベルトの線量）

放射線ではどうする？

皆さんで決めるしかない

専門家は判断材料を提供できる

100%安全とは言えないので気長に
放射能の動向を見ていきたい

ある保育士の方からのコメント

長く付き合うしかない問題…

○○しても大丈夫？

良いことを求めたいが…
リスクを考えないといけない（辛い作業←外部からの支援）

現実的な課題は
リスクをどう避けられるか？

ベストの選択をみんなで考える必要がある

いったいどうすべきか？

様々なオプションを探る

一番よいものを選択する

リスク・アセスメントや
リスク・マネジメントのための

放射線の量への理解

今受けている量を知る

対策の効果を知る

でも、かなり難しい話…
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線量が大きいのは何ですか？

• 外部被ばく（線源が体の外）
– ○○からの外部被ばく（畑、森林、衣服の付着…）

• 内部被ばく（線源を体の中に取り込んだ…）
– 食べ物

– 空気（中の粉じん、気化したもの）

– 水

– 傷からの侵入

– その他

19

保護者の方にどう説明？

保育園の方針をどうやって決める？

意志決定のための援助？

気持ちの問題はかなり重要

来年度の研修では、

メンタル面でのセルフケアも

取り入れる予定です

保育士の方からのご意見：

保護者の気持ちに配慮し、木の実
などの自然物に触れさせていない

子どもの探求心を満たしてあげたいし、
そのような活動が心を豊かにするので、

安全と断言できるのであれば
取り入れたい

保育士の方からのご意見：

どのような方法で（サーベイメーター
を借りないと無理？）どれ位の数値

でＯＫとするのか知りたい。

評価することは大切

結果を理解するには？

具体例１

埃を吸い込むことによる線量？
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埃を吸い込んだ場合？

• 埃の濃度を30kBq/kgと仮定

– 計測すれば確認できる

• 毎日200mg摂取（*1）

• 年間73g摂取（=2.2kBq）

• 年間摂取で60μSv

– 減らせるものは減らした方がよい？

• 線量からリスクは推計可能だがリスク認知は主観的

（*1）環境省,土壌中ダイオキシンに関する検討会一次報告書,(1999)
Bq（ベクレル）：一秒間に放射性物質が何個変化するか（放射性物質は変
化するときに放射線を出す。空気中のラドン濃度は10Bq/m3程度） 25

マスクの測定例

• 実着用した不織布製マスクに付着したスギ花
粉と放射性セシウムの定量分析

• 福島県での最大値（2012.3/18‐24）

– Cs‐134: 3 Bq

– Cs‐137: 4 Bq

• 吸入による線量は0.2マイクロシーベルト

東京大学アイソトープ総合研究所の桧垣正吾先生らの発表
日本放射線安全管理学会第11回学術大会
マイクロはミリの千分の１

事例２

自家製野菜・自家製コメ

自治体からの公表例

福島県全体のデータ例

https://fukumegu.org/ok/kome/

福島市でのWBC検査の結果
平成24年12月31日現在

WBC：ホールボディカウンター、体内に取り込んだ放射性核種からの放射線を測ることで体内

にある放射性物質の量を推計する検査。その結果から体内に取り込んだ放射性物質の量を
推計して内部被ばく線量を求める。
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代替手段は？

工夫の余地は？

31

どのような対策が
考えられますか？

今の対策の見直しは必要？

それらの対策で減らせる
線量の大きさは？

除染の場合の効果確認

事前に計算で評価できます

JAEA: 除染効果評価システム

http://nsed.jaea.go.jp/josen/

除染情報プラザが
情報を提供しています

見学されては

その対策の問題点は？

総合判定は？

判断で困るところは？
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みんなで考えるとは？

• 専門家だけで「安全基準」や防護対策が決定で
きない

• みんなで考えることの準備は最優先課題

• 既存のネットワークを活用し、効率を上げ、対話
促進

• 動機付けが重要
• 進め方の合意を得ることが重要

• 場合により、技術に長けたコミュニケーションの
専門家が必要

• 幅広い領域の関係者の関与が不可欠

Asiya Odugleh-Kolev 先生の作成資料に基づく
37

放射線数値は低くなっているが、ま
だ保護者からの不安の声が聞かれ
る。それに応えるだけの放射能や
放射線に対する知識・理解が保育
士自身不十分であるため、基本的

な内容から教えてほしい。

リスクのとらえ方

リスクは、科学的に評価できる

どう感じるかは主観的…

不信感を取り除くには？

現場での取り組みの意義

• 科学的・理論的に正しいから受け入れろと言
われても、現実には残念ながら不安が解消さ
れるわけではありません。共に考え共に学
ぶ・情報の共有と意思疎通をはかるといった
スタンス、いわいる「リスクコミュニケーション」
は、特殊な環境下にある福島県の復興を考
える上で、非常に大きな要素になると強く思
いました。

http://www.new‐fukushima.jp/archives/12215.html

どのような研修が必要？
時間をかける

業務に負担にならないように…
国立保健医療科学院では原発事故対応をテーマにした

遠隔教育を実施します
遠隔研修：平成２５年１０月１５日～平成２５年１０月２７日
集合研修：平成２５年１０月２８日～平成２５年１０月３０日

http://www.niph.go.jp/entrance/h25/course/short/short_kankyo08.html
41

ご質問やコメントをお願いします
Trustrad.sixcore.jp

研修のプログラム構成案
ご意見をお願いします

• 放射線リスク・アセスメントやマネジメント
– 放射線の量

– 対策の必要性や有効性、トレードオフ

• コミュニケーション
– どう伝えるのか、どう向き合うのか？

• 心理的問題
– 災害時の心理的影響とは？

– 不安障害のマネジメントとは？（保健師向け）

– 職員の心のケア

42
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リスクコミュニケーションの実践
-放射性物質による健康リスクをテーマとして-

順天堂大学医学部公衆衛生学教室

堀口逸子

本日の内容

1. リスクコミュニケーション概要

2. 参加者の特徴（過去の調査から）

3. 事例紹介

4. 参考図書

リスクコミュニケーション概要図

リスク・メッセージ（リスクの性質・管理））

疑問や関心、意見の表明

リスク専門家
（科学者、行政、
企業など）

一般の人々

リスクコミュニケーションの定義と考え方

個人、機関、集団間での情報や意見のやりと
りの相互作用的過程（National Research Council 1989）

新しいことばを必要とするのは、新しい「考え
方」の浸透を目指すから

「相互作用的」
• 行政や企業、科学者に代表されるリスク専門家から

情報が一方方向に伝えられることではない

• 多くの個人や利害関係者の団体が、疑問や関心、
意見を述べる

• リスクに関する情報を交換し、ともに意思決定に参
加する

リスクコミュニケーションに含まれる
２種類のメッセージ

• リスクの性質とリスク管理

• リスクメッセージに対する、またはリスク管理
のための法律や制度の整備に対する、関心、
意見および反応を表現する

吉川肇子

リスクコミュニケーションの手法

• 新しいあるいは特殊なコミュニケーション手法があるわ
けではない

• コミュニケーション技術は、従来からの心理学のコミュ
ニケーション研究の成果が生かせる 吉川肇子

リスクコミュニケーション

平時と緊急時

個人的選択と社会的論争
個人的選択

どう行動するかが個人に委ねられている

例）喫煙

社会的論争→合意を得るのは容易ではない

どのような行動をとるかを社会全体として決定しなければな
らない

利害関係者が多数いる、利害も相反することがある

価値観の違いが大きくなる
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個人的選択のリスクコミュニケーションの目標

• 情報提供者は、個人がリスク回避的に行動
することができるよう、リスクを伝えること

• 情報を受け取る側は、情報提供者から伝えら
れるリスク情報が理解できるかどうかを情報
提供者にフィードバックすること（やりとり）

＊知りたい情報があることを表明する

＊積極的に情報を取りに行く

社会的論争のリスクコミュニケーションの目標

• 利害の異なる関係者間で合意が形成されること

• 関係者たちが、当該の問題や行動についての理解の
水準を上げ、利用可能な知識の範囲内で適切に知ら
されていると満足すること

• 決定過程の初期の段階からリスク専門家以外の関
係者が参加すること

＊周辺住民に計画策定の段階から十分に情報を知らせる

＊住民の意思表明の機会があること

• 社会的受容（理解、納得）：リスクの公平配分

• リスク専門家の決定を受け入れさせることが社会的
論争のリスクコミュニケーションの目標ではない

心得

• 上手にできたら、混乱回避

• 上手にできても、感謝される・ほめられること
は珍しい

自分の役割を認識する

メッセージを出す（情報提供）
– 記者発表、HP、ポスター、パンフレット、FAQの作成

やりとりをする
– 消費者、事業者等の問い合わせに回答する
– リスコミの場に参加する

場をつくる（企画）
– テーマを設定する
– 構成を考える
– 参加者（演者）を選定する
– 参加者を募る（広報）
– 資料を準備する
– ツールを準備するorつくる

ファシリテーターとなる

リスクメッセージを伝えるときの心得（４つの義務）

• リスクに直面している人々が、その被害を避けることがで
きるように情報を与えなければならない：実用的義務

• 人々が選択できるように、情報に体留守権利を持っている
ことを保障する：道徳的義務

• 人々は情報を求めていることを前提としたもの：心理的義
務

• 人々は、政府（行政）がリスクを効果的（リスク削減）かつ
効率的な方法（費用対効果）で規制することを期待してお
り、この責任が政府（行政）によって適正に果たされている
という情報が伝達される：制度的義務（政府に課される）

リスクメッセージを伝える役割の人々が有する問題

• 4つの義務を果たす意思がない

• 4つの義務を果たすための技術的問題がある

• 情報を得る側の（リスク）認知に配慮しない

− リスクをどのように理解、受け止めているのか

• 情報を得る側のニーズに配慮しない

− 伝える側の判断で情報が加工されている

• リスクに関する理解と説得されやすさの関係を理解し
ていない

• 情報量を制限する

− パニックを起こすから・・

• すばやく対応しない
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リスク認知

• 人々が被害の重大性をどのように考えるか

• 被害がどの程度の確率で起こると考えている
か

• 恐ろしさ（恐ろしい／恐ろしくない）と未知性
（未知と既知）

リスク心理学入門 岡本浩一 サイエンス社
リスクとつきあう 吉川肇子 ゆうひかく選書 有斐閣

• 4つの義務を果たす意思がない

• 4つの義務を果たすための技術的問題がある

• 受け手のリスク認知に配慮しない

• 受け手のニーズに配慮しない

• リスクに関する理解と説得されやすさの関係を理解していない

• 情報量を制限する

• すばやく対応しない
こわい・おそろしい

• 非自発的にさらされる 例）大気汚染

• 不公平に分配されている 例）原子力発電

• 個人的な予防行動では避けられない
• よく知らない、新奇なもの
• 人工的なもの

• 隠れた、取り返しのつかない被害がある 例）放射線被爆

• 小さなこどもや妊婦に影響を与える、後世に影響を与える
• 通常とは異なる死に方をする
• 被害者がわかる
• 科学的に解明されていない
• 信頼できる複数の情報源から矛盾した情報が伝えられる

リスク認知 合理的な判断ができない

• リスク評価とリスク認知との間にずれがある

• 個人によってリスク認知に違いがある

• 専門家と素人との違い

• 出来事の記憶しやすさ、想像しやすさによって影響を受けやすい

• 小さいリスクを過大評価、大きいリスクを過小評価する

• 個人的なリスクについては過小評価（対岸の火事）

• 自分にはふりかからない（リスク回避行動の妨げ）

• 単にリスクがあることを指摘するだけでは、かえってリスク認知を高めて必要以上に恐怖を感じる

• 強固な信念は変えがたい

• リスク情報の提示の仕方を少し変えるだけでリスク認知を変えることができる（フレーミング効果）

＊生存率と致死率

• 自分がもっている認知要素間に矛盾（不協和）が生じるとそれを解消しようと動機付けられる
（「酸っぱいブドウの理論」）

＊原子力発電所は危険である／自分がその近くに住んでいる（不協和）

• 自然災害と科学技術の事故では、科学技術の事故のリスクは高く見積もる傾向がある

＊避難をなかなかしない（自然災害）、パニックがおこる（科学技術の事故）

Point

自分のリスクの捉え
方とは、みな異なる
と思っておく

健康リスク・コミュニケーション 吉川肇子編より

知識習得と説得の関係
• 4つの義務を果たす意思がない

• 4つの義務を果たすための技術的問題がある

• 受け手のリスク認知に配慮しない

• 受け手のニーズに配慮しない

• リスクに関する理解と説得されやすさの関係を理解していない

• 情報量を制限する

• すばやく対応しない

単にリスクがあることを指摘するだけでは、かえって

リスク認知を高めて必要以上に恐怖を感じる

「専門家」といわれる人々の課題

• 専門家・研究者
– 専門分野のマネジメントまで含まれるのだろうか

– リスクコミュニケーションはソフトサイエンス（文系）の学問分

– ○○医学の専門家は疫学や社会調査に慣れているのだろう
か

– 自身の研究していないことまで、知りえた情報として立場を
利用し語る

• 自らの正しさに確信を持ちすぎている

• 専門家間での相違

• 素人の参加を阻む意識

• 人々のニーズに合った情報の提供

• コミュニケーション能力

本日の内容

1. リスクコミュニケーション概要

2. 参加者の特徴（過去の調査から）

3. 事例紹介

4. 参考図書
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食物アレルギーの子どもをもつ母親とそうでない母親のリスク認知状況

馮巧蓮, 堀口逸子, 丸井英二乳幼児を持つ母親の食と健康に関するリスク認知 食物アレルギーの視点をあてて 民族衛生 77（2）p6‐62  2011

2004年

リスク認知調査

• Ｗｅｂサイトを利用した消費者パネル対象質問紙調査
• リスク認知項目,2011年

2011年結果

因子

1 2 3

炭疽菌 1.075 -.066 -.155

エボラ出血熱 .979 .037 -.182

SARS .906 -.093 .056

狂犬病 .836 .009 .015

BSE狂牛病 .778 .090 .004

HIVAIDS .766 .010 .096

鳥インフルエンザ .733 -.044 .117

肝炎 .653 -.009 .234

結核 .517 .053 .335

遺伝子組み換え食品 -.050 .915 -.088

食品添加物 -.199 .914 .057

電磁波 -.074 .840 .033

残留農薬 .093 .762 .030

魚介類に含まれる水銀 .258 .651 -.049

受動喫煙 -.017 .594 .124

大気中の発がん性物質 .335 .557 .019

放射能 .372 .546 -.032

ノロウイルス -.075 .021 .948

新型インフルエンザ -.011 .026 .842

O157 .264 .050 .607

因子抽出法: 主因子法

回転法: Kaiser の正規化を伴うプロ
マックス法

a. 6 回の反復で回転が収束しました。

厚生労働科学研究費補助金

地域を想定したリスコミに向けての
実態（リスク認知等）調査 2008
• 全国調査及び地域別調査

- 長崎市及びその近郊

- 大阪市及びその近郊

- 東京都

- つくば市及びその近郊

- 札幌市及びその近郊

• インターネット調査（１月実施）

• 質問内容
- 自分にとって及び社会にとってのリスク

- 迷惑施設のイメージ など

文部科学省委託研究

迷惑施設

• 音

• 光（明るさ）

• 臭い

本日の内容

1. リスクコミュニケーション概要

2. 参加者の特徴（過去の調査から）

3. 事例紹介

4. 参考図書

事例

• 栃木県における「放射線の健康影響に関す
る有識者会議」

– 平時？

– 社会的論争
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目的

• 栃木県民への健康影響はどうなのか

– 調査（検査）の必要があるのか

– 必要があるならば、どんな調査が必要なのか

– 必要があるならば、どのような人々に必要なのか

• 第１回有識者会議(平成23年10月29日)
内容：本県の取組状況等について

今後の進め方・対応等の検討について

• 第２回有識者会議(平成23年12月23日)
内容：県内市町における放射線対策の取組状況について

県内における放射線被ばく状況の評価について

広聴会の開催について

• 広聴会(平成24年2月10日)

• 調査対象市町民への説明会（県職員実施）

• 母子保健担当者研修会(平成24年３月８日)

有識者会議他の経過①

会議の一部非公開（傍聴者の途中退場）

県職員のコミュニケーショントレーニングができなかった

質問に対する迅速かつ全てに対応
できなかった

• 中間とりまとめ (平成24年３月31日）

• 第３回有識者会議 (平成24年３月20日)
内容：「県民の被ばく線量を把握するための調査」結果報告及び被ばく線量の中間評価につ

いて

中間とりまとめについて

• 第４回有識者会議 (平成24年６月２日)
内容：栃木県の外部被ばくの状況について

栃木県における放射線による健康影響に関する評価及び提言について

シンポジウムの開催について

• 最終報告書 (平成24年６月18日)

• シンポジウム (平成24年７月１日)

有識者会議の経過② 情報

• 解釈をなるべくしない
– 質問文はそのまま音読または掲載

• 可視化
– 隠さない

– 写真の利用

• わかりやすく
– 専門用語をなるべく使わない

– 非専門家によるリライト作業

ことばの表現戦略

• ある種の口調や言い方がどういう人物像や
人格を連想させるかということをよく知り、意
識しておくこと

• 場合によっては建前論のなかに少し本音が
見え隠れしていたりするほうが効果的なこと
もある

• 人は、その人間味のある、本音のことばに強
く反応する

加藤重弘「その言い方が人を怒らせる―ことばの危機管理
術」筑摩書房

「直ちに影響を与えない」

• 通常でない形式の表現をすることで、典型的な場合ではない

という推論が生じる（M推意）

― 「直ちに影響を与えない」→長期的には影響がある（推論）

• 簡潔に言うべきなのに、わざわざ余分な限定表現をつけて

いる

– 「健康影響が確認されたというような話があるわけではありません」→

何か問題がある

– 「今回いろいろと調査をした結果としては、ヒトに重大な健康影響を生

じさせたという例は見いだせませんでした」→調査の仕方次第では問

題が生じうる

クライシスコミュニケーションクイックガイドより改

-143-

149



「は」
• 「は」は限定の意味をあらわすことがある

– 「ビールは飲めないんです」→焼酎は飲める？

– 「あなたの旦那さん、性格はいいわよね」→性格以

外は？

• 丁寧に謝罪しているときに、本音が顔をのぞか

せることで人々の怒りに油を注ぐことになる

– 「本日発生しました事故の件ですが、この件につき

ましては、誠に申し訳ありませんでした」→この件

以外は謝罪しない？責任なし？

• 「は」を削除したからといって限定の逆（すべ

て）の意味をもたない

課題
• 対象者のリスク認知状況が不明

• 一般に公開されているHPのQ＆Aで個人のリ
スク管理について対応するには限界

• 内容の専門性が高く、限られた人材で迅速対
応が困難

• 会議のファシリテーターは議論する内容の専
門家でないほうが好ましい

• 当事者の参加の機会の設定をどうするか

• 行政職員のリスクコミュニケーショントレーニ
ングは必要不可欠

心理学の技術

• 一面的コミュニケーションと両面的コミュニケーション

安全性やベネフィットだけ伝えるコミュニケーショ
ン（一面的コミュニケーション）とリスクなど反対論も
合わせて伝えるコミュニケーション（両面的コミュニ
ケーション）。両面的コミュニケーションは、教育程度
が高く、知識を多くもつ場合に有効。情報の受け手
が反対の立場であるとき、将来反対にまわる可能性
がある場合にも有効。リスク認知が変化しなくとも、
送り手や内容に対する信頼が高くなることが研究に
よって明らかになっている。

心理学の技術

• 恐怖喚起コミュニケーション

受け手にリスクを伝えることにより、恐怖の
感情を引き起こすコミュニケーション。リスク
についてとその対処行動の二つの部分から
なる。

心理学の技術

• クライマックス順序と反クライマックス順序

結論を最後に述べるクライマックス順序と
最初に述べる反クライマックス順序。関心が
ある人にはクライマックス順序、関心がない
人には反クライマックス順序が有効である。

• 結論明示と結論保留

結論を引き出すことを受け手にまかせるの
が結論保留である。単純で理解しやすいもの、
教育程度が高いとき、関心があるとき、こだわ
りがあるときは結論保留が効果的である。こだ
わっている人ほど受け入れは狭い。これは専
門家同士はなかなか理解しあえない状況が発
生することからわかる。また、結論保留されて
いる場合には、受け手は繰り返していろいろと
考え、記憶に残る。

心理学の技術
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心理学の技術

• フレーミング効果

同じ事象であっても表現の仕方が変わると受け
取られ方が異なるという効果のこと。肯定的なフ
レームと否定的なフレームに大別できる。肯定的な
フレームで表現された方が好まれる。

例）ある病気によるリスクを、生存率（肯定的フレー
ム）で表現するのと死亡率（否定的フレーム）で表現
するのでは、生存率で表現された治療法を患者が
選択することが知られている。

心理学の技術

• 推薦できる言葉とそうでない言葉

協調的な印象の言葉、肯定的な表現、前向きなもの
は推薦できる言葉である。しかし、相手を否定的に評
価する言葉、予見やステレオタイプにもとづいた言葉、
「私は相手を選ぶ」ということを暗に意味している言葉
は推薦できない。へりくだりすぎている言葉や相手を
利用する印象の表現も好ましくない。

例）「過剰な」反応、勉強「不足」、感情的な「国民」、日本のメ
ディアの特徴、消費者も「いろいろである」

リスクコミュニケーション

• 終わりは・・・ない（細々であっても続く）

• 評価が必要

• 実践しながら（OJT）身につける

参考文献・図書

• 「はじめの一歩」 「クライシスコミュニケーションクイックガイド」 厚労働
科学研究成果物 http://h‐crisis.niph.go.jp/node/51708

• 吉川肇子「リスクとつきあう」有斐閣
• 岡本浩一「リスク心理学入門」サイエンス社
• 吉川肇子編「健康リスクコミュニケーションの手引き」ナカニシヤ出版
• 加藤重弘「その言い方が人を怒らせる―ことばの危機管理術」筑摩書

房
• 吉川肇子編「リスクコミュニケーショントレーニング」ナカニシヤ出版
• クロスロード新聞http://maechan.net/crossroad/shinbun.html
• http://touch.jpnwellness.com
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III.  研究成果の刊行に関する一覧表等
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III.  研究成果の刊行に関する一覧表 

 
      書籍                                                                        
 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の

 編集者名

 書 籍 名 出版社名 出版地 出版年 ページ

Kunugita N, 
Terada H, 
Yamaguchi I 

Radioactive contami-
nation of foods and 
drinking water by the 
nuclear power plant 
accident in Japan. 

Ken  
Takahashi 

J UOEH Vol34: 
Proceedings of  
2011 UOEH    
International    
Symposium 

UOEH Kita-
kyushu 

2012 25-27 

金谷泰宏 緊急時住民対策の

概要 
放射線事故

医療研究会

MOOK医療科学

No.5 放射線災害

と医療 福島原

発事故では何が

できて何ができ

なかったのか 

医療科学

社 
東京 2012 17-22 

欅田尚樹 
寺田宙 
山口一郎 
 
 

飲食物の放射能モ

ニタリング 
放射線事故

医療研究会

MOOK医療科学

No.5 放射線災害

と医療 福島原

発事故では何が

できて何ができ

なかったのか 

医療科学

社 
東京 2012 35-41 

金谷泰宏 災害時の医療連携 高久史麿 ,
監修 
田城孝雄，

編 

日本再生のため

の医療連携 
スズケン 愛知 2012 204- 

208 

                                                                                 
      雑誌                                                     
 
  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名  巻号  ページ 出版年

石原雅之，藤田真敬

森康貴，岸本聡子 
服部秀美，山本頼綱

立花正一，金谷泰宏

生物・化学剤の除染技術の動向

（総説） 
防衛医大雑誌 37 8-17 2012 

金谷泰宏，高橋邦彦

眞屋朋和，市川学 
健康危機情報の可視化と危機対

応 
保健医療科学 61(4) 331-337 2012 

谷畑健生，奥村貴史

水島洋，金谷泰宏 
健康危機発生時に向けた保健医

療情報基盤の構築と活用 
保健医療科学 61(4) 344-347 2012 

山口一郎 環境衛生での放射線リスクをど

う考えるか 
生活と環境 57(1) 31-33 2012 

金谷泰宏 原子力災害に伴う公衆衛生対応

について 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

大津留 晶 
宮崎 真 

福島県内の状況と現在の取り組

み 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 
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金 吉晴 災害時の不安障害のマネジメン

ト 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

奥田博子・欅田尚樹

宮田良子 
放射線災害時における保健師の

活動支援のあり方 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

倉橋俊至 保健所の健康危機管理（特に放

射線災害）における役割 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

堀口逸子 福島原子力発電所事故対応とし

てのリスクコミュニケーション

に関する研究

保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

山口一郎・寺田 宙 東京電力福島第一原子力発電所

事故に起因した食品摂取由来の

線量の推計 

保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

欅田尚樹・猪狩和之 放射線業務従事者の健康管理． 保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

志村 勉 放射線生物学から見た低線量放

射線の生体影響 
保健医療科学 62(2) 印刷中 2013 

欅田尚樹 東京電力福島第一原子力発電所

サイト内作業者の放射線防護と

健康管理 

学術の動向  印刷中 2013 

欅田尚樹 公衆衛生的見地からみた福島第

一原発事故の影響 
医療放射線防護 66 5-14 2013 

欅田尚樹 乳幼児期の生活と放射線・放射

能について 
こどもの栄養 2 4-10 2013 

欅田尚樹 放射線被曝、特に低線量の長期

間被曝の健康影響に関して 第
49回健康管理研究協議会総会基

調講演 

健康管理 2 3-17 2012 

欅田尚樹 放射性物質の母乳に及ぼす影

響. 特集「東日本大震災と周産

期」  

周産期医学 42(3) 335-338 2012 

欅田尚樹 低線量放射線の健康影響 杏林医会誌 43(1) 4-8 2012 
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